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第Ⅷ部　 特定技術分野の審査基準

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  第1章　コンピュータ・ソフトウエア関連発明

　 本 章 で は 、 コ ン ピ ュ ー タ ・ ソ フ ト ウ エ ア 関 連 発 明 、 す な わ ち 、 そ の

発 明 の 実 施 に ソ フ ト ウ エ ア を 必 要 と す る 発 明 （ 以 下 「 ソ フ ト ウ エ ア 関

連 発 明 」 と い う 。 ） に 関 す る 出 願 の 審 査 に 際 し 、 特 有 な 判 断 、 取 扱 い

が 必 要 な 事 項 を 中 心 に 説 明 す る 。

　 な お 、 明 細 書 （ 特 許 請 求 の 範 囲 、 発 明 の 詳 細 な 説 明 ） の 記 載 要 件 、

特 許 要 件 の う ち 「 発 明 」 で あ る こ と の 判 断 及 び 進 歩 性 の 判 断 に 関 し て 、

本 章 で 説 明 さ れ て い な い 事 項 に つ い て は 、 第 I 部 乃 至 第I I 部 を 参 照 。

　　 こ の 審 査 基 準 で 用 い ら れ る 用 語 の 説 明

　 情 報 処 理 ･ ･ ･ ･  使 用 目 的 に 応 じ た 情 報 の 演 算 又 は 加 工 を い う 。

　 ソ フ ト ウ エ ア  ････ コ ン ピ ュ ー タ の 動 作 に 関 す る プ ロ グ ラ ム を い う 。

　 プ ロ グ ラ ム リ ス ト  ････ プ ログラムの、紙への印刷、画面への表示など

による提示そのものをいう。

　 プ ロ グ ラ ム  ････ コ ン ピ ュ ー タ に よ る 処 理 に 適 し た 命 令 の 順 番 付 け ら れ

た 列 か ら な る も の を い う 。 た だ し 、 プ ロ グ ラ ム リ ス ト を 除 く 。

　 プ ロ グ ラ ム を 記 録 し た コ ン ピ ュ ー タ 読 み 取 り 可 能 な 記 録 媒 体  ････ プ ロ

グラムのインストール、実行、プログラムの流通などのために用いられる、

プログラムが記録されたコンピュータで読み取り可能な記録媒体をいう。

　 手 順  ････ 所 定の目的を達成するための、時系列的につながった一連の

処理又は操作をいう。 

　 デ ー タ 構 造  ････ デ ータ要素間の相互関係で表される、データの有する

論理的構造をいう。

　 ハ ー ド ウ エ ア 資 源  ･ ･ ･ ･ 処 理 、 操 作 、 又 は 機 能 実 現 に 用 い ら れ る 物 理

的装置又は物理的要素をいう。

　 例 え ば 、 物 理 的 装 置 （ 金 物 ） と し て の コ ン ピ ュ ー タ 、 そ の 構 成 要 素 で あ

る Ｃ Ｐ Ｕ 、 メ モ リ 、 入 力 装 置 、 出 力 装 置 、 又 は コ ン ピ ュ ー タ に 接 続 さ れ た

物 理 的 装 置 。
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I .  明 細 書 の 記 載 要 件

1 .  特 許 請 求 の 範 囲 の 記 載 要 件

　 ソ フ ト ウ エ ア 関 連 発 明 に お い て は 、 特 許 請 求 の 範 囲 の 記 載 要 件 の

中 で も 、 特 に 、 発 明 の カ テ ゴ リ ー に つ い て 特 有 な 判 断 、 取 扱 い が 必

要 で あ る こ と か ら 、 こ の こ と を 中 心 に 説 明 す る 。

1 .1 ソ フ ト ウ エ ア 関 連 発 明 の カ テ ゴ リ ー

 ( 1 ) 方 法 の 発 明

　 ソ フ ト ウ エ ア 関 連 発 明 は 、 時 系 列 的 に つ な が っ た 一 連 の 処 理 又 は

操 作 、 す な わ ち 「 手 順 」 と し て 表 現 で き る と き に 、 そ の 「 手 順 」 を

特 定 す る こ と に よ り 、 「 方 法 の 発 明 」 （ 「 物 を 生 産 す る 方 法 の 発 明 」

を 含 む ） と し て 請 求 項 に 記 載 す る こ と が で き る 。

 ( 2 ) 物 の発明

　 ソ フ ト ウ エ ア 関 連 発 明 は 、 そ の 発 明 が 果 た す 複 数 の 機 能 に よ っ て 表 現

で き る と き に 、 そ れ ら の 機 能 に よ り 特 定 さ れ た「 物 の 発 明 」 と し て 請 求

項 に 記 載 す る こ と が で き る 。

　 な お 、 プ ロ グ ラ ム や デ ー タ に つ い て は 以 下 の 様 に 記 載 す る こ と が で き

る 。

(a) プ ロ グ ラ ム を 記 録 し た コ ン ピ ュ ー タ 読 み 取 り 可 能 な 記 録 媒 体 、 又 は

記 録 さ れ た デ ー タ の 構 造 に よ り コ ン ピ ュ ー タ が 行 う 処 理 内 容 が 特 定 さ れ

る 、「 構 造 を 有 す る デ ー タ を 記 録 し た コ ン ピ ュ ー タ 読 み 取 り 可 能 な 記 録

媒 体 」 は 、「 物 の 発 明 」 と し て 請 求 項 に 記 載 す る こ と が で き る 。

例 1 コ ン ピ ュ ー タ に 手 順 Ａ 、 手 順 Ｂ 、 手 順 Ｃ 、 … を 実 行 さ せ る た め
の プ ロ グ ラ ム を 記 録 し た コ ン ピ ュ ー タ 読 み 取 り 可 能 な 記 録 媒 体

例 2 コ ン ピ ュ ー タ を 手 段 Ａ 、 手 段 Ｂ 、 手 段 Ｃ 、 … と し て 機 能 さ せ る

た め の プ ロ グ ラ ム を 記 録 し た コ ン ピ ュ ー タ 読 み 取 り 可 能 な 記 録
媒 体

例 3 コ ン ピ ュ ー タ に 機 能 Ａ 、 機 能 Ｂ 、 機 能 Ｃ 、 … を 実 現 さ せ る た め

の プ ロ グ ラ ム を 記 録 し た コ ン ピ ュ ー タ 読 み 取 り 可 能 な 記 録 媒 体

例 4 Ａ 構 造 、 Ｂ 構 造 、 Ｃ 構 造 、 … を 有 す る デ ー タ が 記 録 さ れ た コ ン

ピ ュ ー タ 読 み 取 り 可 能 な 記 録 媒 体

(b) コ ン ピ ュ ー タ が 果 た す 複 数 の 機 能 を 特 定 す る 「 プ ロ グ ラ ム 」 は 、「 物

の 発 明 」 と し て 請 求 項 に 記 載 す る こ と が で き る 。
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例 5 コ ン ピ ュ ー タ に 手 順 Ａ 、 手 順 Ｂ 、 手 順 Ｃ 、 … を 実 行 さ せ る た め

の プ ロ グ ラ ム

例 6 コ ン ピ ュ ー タ を 手 段 Ａ 、 手 段 Ｂ 、 手 段 Ｃ 、 … と し て 機 能 さ せ る
た め の プ ロ グ ラ ム

例 7 コ ン ピ ュ ー タ に 機 能 Ａ 、 機 能 Ｂ 、 機 能 Ｃ 、 … を 実 現 さ せ る た め

の プ ロ グ ラ ム

1 .2  留意事項

( 1 )  請 求 項 の 末 尾 が 「 プ ロ グ ラ ム 」 以 外 の 用 語 で あ っ て も 、 出 願 時 の 技 術

常 識 を 考 慮 す る と 、 請 求 項 に 係 る 発 明 が 、 コ ン ピ ュ ー タ が 果 た す 複 数

の 機 能 を 特 定 す る 「 プ ロ グ ラ ム 」 で あ る こ と が 明 確 な 場 合 は 、「 プ ロ

グ ラ ム 」 と し て 扱 う 。 た だ し 、

( a )「 プ ロ グ ラ ム 信 号 （ 列 ）」 又 は 「 デ ー タ 信 号 （ 列 ）」 と し て 特 許 請 求

さ れ た 場 合 は 、「 物 の 発 明 」 か 「 方 法 の 発 明 」 か が 特 定 で き な い の で 、

特 許 法 第 3 6 条第 6 項第 2 号 違 反 と な る 。

( b )「 プ ロ グ ラ ム 製 品 」 や 「 プ ロ グ ラ ム プ ロ ダ ク ト 」 等 と し て 特 許 請 求

さ れ た 場 合 は 、「 製 品 」 や 「 プ ロ ダ ク ト 」 等 の 技 術 範 囲 の 明 確 で な い 用

語 を 用 い て い る た め に 、 請 求 項 に 係 る 発 明 を 明 確 に 把 握 す る こ と が で き

な い の で 、 特 許 法 第 3 6 条 6 項 2 号 違 反 と な る 。 た だ し 、 発 明 の 詳 細 な

説 明 中 に 当 該 用 語 の 持 つ 意 味 か ら 逸 脱 し な い 範 囲 で 当 該 用 語 の 定 義 を 記

載 す る こ と に よ り 、 当 該 用 語 の 技 術 範 囲 を 明 確 に し て い る 場 合 に は 、 こ

の 限 り で は な い 。

(2) 請求項の末尾が「方式」及び「システム」の場合は「物の発明」を意

味する用語として扱う（ 第 Ⅰ 部 第 1 章 2 . 2 . 2 . 1 （I ）( 3 ) 参照）。

1 .3 発 明 が 明 確 で な い 例

　 特 許 法 第 3 6 条 第 6 項 第 2 号 は 「 特 許 を 受 け よ う と す る 発 明 が 明 確 で あ

る こ と 」 を 規 定 し て い る 。 次 の 場 合 に は 、 発 明 は 不 明 確 で あ り 、 特 許 法

第 3 6 条 第 6 項 第 2 号 違 反 と な る 。

( 1 )  発 明 を 特 定 す る た め の 事 項 の 記 載 が 不 明 確 で あ る 場 合

(a) 請 求 項 の 記 載 自 体 が 不 明 確 で あ る 結 果 、 発 明 が 不 明 確 な 場 合 （ 第 Ⅰ



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6

部 第 1 章 2 . 2 . 2 . 1 ( I ) ( 1 ) 参照 ）

例 1 請 求 項 に
係 る 発 明

コ ン ピ ュ ー タ を 用 い て 、 顧 客 か ら の 商 品 の 注 文 を 受
け 付 け る ス テ ッ プ と 、 注 文 さ れ た 商 品 の 在 庫 を 調 べ

る ス テ ッ プ と 、 該 商 品 の 在 庫 が あ る 場 合 に は 該 商 品

が 発 送 可 能 で あ る こ と を 前 記 顧 客 に 返 答 し 、 該 商 品

の 在 庫 が な い 場 合 に は 該 商 品 が 発 送 不 能 で あ る こ と

を 前 記 顧 客 に 返 答 す る ス テ ッ プ を 実 行 す る 受 注 方
法 。
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説 明 「 コ ン ピ ュ ー タ を 用 い て 、 … ス テ ッ プ 」 と い う 表 現

で は 、 各 ス テ ッ プ に お け る 動 作 の 主 体 が 特 定 さ れ た

こ と に な ら な い た め に 、

「 コ ン ピ ュ ー タ を （ 計 算 道 具 と し て ） 用 い て 、（ 人 間

が コ ン ピ ュ ー タ を 操 作 し て ） 顧 客 か ら の 商 品 の 注 文
を 受 け 付 け る ス テ ッ プ と 、（ 人 間 が コ ン ピ ュ ー タ を 操

作 し て ） 注 文 さ れ た 商 品 の 在 庫 を 調 べ る ス テ ッ プ と 、

該 商 品 の 在 庫 が あ る 場 合 に は 該 商 品 が 発 送 可 能 で あ

る こ と を（ 人 間 が コ ン ピ ュ ー タ を 操 作 し て ） 前 記 顧

客 に 返 答 し 、 該 商 品 の 在 庫 が な い 場 合 に は 該 商 品 が
発 送 不 能 で あ る こ と を （ 人 間 が コ ン ピ ュ ー タ を 操 作

し て ） 前 記 顧 客 に 返 答 す る ス テ ッ プ を 実 行 す る 受 注

方 法 」

と い う 「 コ ン ピ ュ ー タ と い う 計 算 道 具 を 操 作 す る 方

法 」 と も 、
「 コ ン ピ ュ ー タ を 用 い て （ 構 築 さ れ た 受 注 シ ス テ ム

に お い て ）、（ コ ン ピ ュ ー タ が 備 え る 手 段 A が ） 顧 客
か ら の 商 品 の 注 文 を 受 け 付 け る ス テ ッ プ と 、（ コ ン ピ

ュ ー タ が 備 え る 手 段 B が ） 注 文 さ れ た 商 品 の 在 庫 を
調 べ る ス テ ッ プ と 、 該 商 品 の 在 庫 が あ る 場 合 に は 該
商 品 が 発 送 可 能 で あ る こ と を （ コ ン ピ ュ ー タ が 備 え

る 手 段 C が ） 前 記 顧 客 に 返 答 し 、 該 商 品 の 在 庫 が な
い 場 合 に は 該 商 品 が 発 送 不 能 で あ る こ と を （ コ ン ピ

ュ ー タ が 備 え る 手 段 C が ） 前 記 顧 客 に 返 答 す る ス テ
ッ プ を 実 行 す る 受 注 方 法 」
と い う 「 コ ン ピ ュ ー タ ・ ソ フ ト ウ エ ア に よ る 情 報 処

理 方 法 」 と も 解 釈 で き る 。

　 し た が っ て 、 本 来 別 々 の 請 求 項 に 記 載 す べ き 「 コ

ン ピ ュ ー タ と い う 計 算 道 具 を 操 作 す る 方 法 」 及 び「 コ

ン ピ ュ ー タ ・ ソ フ ト ウ エ ア に よ る 情 報 処 理 方 法 」 と
い う 異 な る 概 念 を 一 の 請 求 項 に 含 ん で い る た め に 、

請 求 項 に 係 る 発 明 を 明 確 に 把 握 す る こ と が で き な

い 。

（ 備 考 ） 特 許 法 第 3 6 条 第 6 項 第 2 号の趣旨からみれば、
一の請求項から一の発明が明確に把握できることが必要で

ある。詳しくは、第 I 部 第 1 章「明細書の記載要件」 を参
照 。
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請 求 項 に

係 る 発 明

顧 客 か ら の 商 品 の 注 文 を 受 け 付 け る 受 注 手 段 と 、

注 文 さ れ た 商 品 の 在 庫 を 調 べ る 在 庫 調 査 手 段 と 、

該 商 品 の 在 庫 が あ る 場 合 に は 該 商 品 が 発 送 可 能 で

あ る こ と を 前 記 顧 客 に 返 答 し 、 該 商 品 の 在 庫 が な

い 場 合 に は 該 商 品 が 発 送 不 能 で あ る こ と を 前 記 顧
客 に 返 答 す る 顧 客 応 対 手 段 と を 備 え た プ ロ グ ラ

ム 。

例 2

説 明 　 「 プ ロ グ ラ ム 」 は 、 コ ン ピ ュ ー タ を 手 段 と し て 機

能 さ せ る も の で は あ る が 、「 プ ロ グ ラ ム 」 そ の も の が

「 手 段 」 と し て 機 能 す る も の で は な い 。 し た が っ て 、
「 プ ロ グ ラ ム 」 そ の も の が 機 能 手 段 を 備 え て い る こ

と は あ り 得 ず 請 求 項 に 係 る 発 明 を 明 確 に 把 握 す る こ

と が で き な い 。

　 な お 、 請 求 項 に 係 る 発 明 が 、「 コ ン ピ ュ ー タ を 、 顧

客 か ら の 商 品 の 注 文 を 受 け 付 け る 受 注 手 段 と 、 注
文 さ れ た 商 品 の 在 庫 を 調 べ る 在 庫 調 査 手 段 と 、 該

商 品 の 在 庫 が あ る 場 合 に は 該 商 品 が 発 送 可 能 で あ

る こ と を 前 記 顧 客 に 返 答 し 、 該 商 品 の 在 庫 が な い

場 合 に は 該 商 品 が 発 送 不 能 で あ る こ と を 前 記 顧 客

に 返 答 す る 顧 客 応 対 手 段 と し て 機 能 さ せ る た め の プ
ロ グ ラ ム 」 で あ れ ば 、 コ ン ピ ュ ー タ を 手 段 と し て 機

能 さ せ る も の で あ る 、「 発 明 」 と し て 明 確 で あ る 。

(b) 発 明 を 特 定 す る た め の 事 項 の 技 術 的 意 味 が 理 解 で き な い 場 合 （ 第 Ⅰ

部 第 1 章 2 . 2 . 2 . 1 ( I ) ( 2 ) ③ 参 照 ）

請 求 項 に

係 る 発 明

右 脳 推 論 規 則 を 用 い て パ ズ ル を 解 く コ ン ピ ュ ー タ 。

（ 発 明 の 詳 細 な 説 明 中 に は 「 右 脳 推 論 規 則 」 の 定 義
は 記 載 さ れ な い 。）

例 3

説 明 「 右 脳 推 論 規 則 」 は 、 発 明 の 詳 細 な 説 明 中 に は 定 義

が 記 載 さ れ て お ら ず 、 出 願 時 の 技 術 常 識 で も な い か

ら 、 発 明 を 特 定 す る た め の 事 項 の 技 術 的 意 味 が 理 解
で き な い 。

(c) 発 明 を 特 定 す る た め の 事 項 が 発 明 を 特 定 す る た め の 他 の 事 項 で 関 連

づ け ら れ て い る 場 合 で あ っ て 、そ の 関 連 づ け に 技 術 的 な 関 連 が な い た め 、

発 明 が 不 明 確 と な る 場 合 （ 第 Ⅰ 部 第 1 章 2 . 2 . 2 . 1 ( I) ( 2 )⑤参 照 ）

例 4 請 求 項 に

係 る 発 明

特 定 の コ ン ピ ュ ー タ ・ プ ロ グ ラ ム を 伝 送 し て い る 情

報 伝 送 媒 体 。
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説 明 　 情 報 伝 送 媒 体 と は 、 通 常 、 通 信 網 な ど の 情 報 を 伝

送 す る 機 能 を 有 す る 媒 体 を 意 味 す る 。 そ し て 特 定 の

コ ン ピ ュ ー タ ・ プ ロ グ ラ ム が い ず れ か の 時 間 に 伝 送

媒 体 の ど こ か に の っ て 伝 送 さ れ て い る と す る だ け で

は 、「 物 」 と し て の 伝 送 媒 体 を 技 術 的 に 特 定 し た こ と
に は な ら ず 、 技 術 的 関 係 が 明 確 と は 言 え な い 。

(d)  特許を受けようとする発明の属するカテゴリー（物の発明、方法の発明、物

を生産する方法の発明）が不明確であるため、又は、いずれのカテゴリーともいえ

ないものが記載されている た め に 、 発 明 が 不 明 確 と な る 場 合 （ 第 Ⅰ 部 第 1

章 2 . 2 . 2 . 1 ( I) ( 3 ) 参 照）

請 求 項 に

係 る 発 明

（ コ ン ピ ュ ー タ に 手 順 Ａ 、 手 順 Ｂ 、 手 順 Ｃ 、 … を 実

行 さ せ る た め の ） プ ロ グ ラ ム 信 号 列 。

例 5

説 明 「 物 の 発 明 」 か 「 方 法 の 発 明 」 か が 特 定 で き な い 。

( 2 )  特 許 を 受 け よ う と す る 発 明 の 範 囲 が 不 明 確 な 場 合

(a) 範 囲 を あ い ま い に す る 表 現 が あ る 結 果 、 発 明 の 範 囲 が 不 明 確 な 場 合

（ 第 Ⅰ 部 第 1 章 2 . 2 . 2 . 1 ( I I ) ( 1 ) 参 照）

請 求 項 に
係 る 発 明

字 句 解 析 を 高 速 に 行 う 手 段 と 構 文 解 析 を 行 う 手 段 と
を 有 し 、 両 手 段 は 並 列 に 実 行 可 能 で あ る コ ン パ イ ラ

装 置 。

例 6

説 明 　 技 術 常 識 を 考 慮 し て も 、「 高 速 」 と い う 比 較 の 基 準

又 は 程 度 が 不 明 確 な 用 語 を 用 い て い る た め 、 発 明 の
範 囲 が 不 明 確 で あ る 。

　 な お 、「 字 句 解 析 を 行 う 手 段 と 構 文 解 析 を 行 う 手 段

と を 有 し 、 … 」 と 記 載 し て い れ ば 明 確 で あ る 。

(b) 発 明 を 特 定 す る た め の 事 項 に 達 成 す べ き 結 果 を 含 む 場 合 、 請 求 項 に

記 載 さ れ た 発 明 を 特 定 す る た め の 事 項 及 び 出 願 時 の 技 術 常 識 を 考 慮 し て

も 、 発 明 の 範 囲 に 属 す る 具 体 的 な も の （ 具 体 的 な 手 段 、 具 体 的 な 物 、 具

体 的 な 工 程 な ど ） が 想 定 で き な い 場 合（ 第 Ⅰ 部 第 1 章 2 . 2 . 2 . 1 ( I I ) ( 2 )

②( i i ) 参 照 ）

例 7 請 求 項 に

係 る 発 明

ダ ウ ン バ ー ス ト 現 象 の 発 生 を 事 前 に 予 測 す る 航 空 機

管 制 用 コ ン ピ ュ ー タ 。

（ 注 ） ダ ウ ン バ ー ス ト 現 象 と は 、 乱 雲 の 底 か ら 爆 発

的 に 吹 き 下 ろ す 気 流 及 び 当 該 気 流 が 地 表 に 衝 突 し て
吹 き 出 す 破 壊 的 な 気 流 を い う 。 通 常 、 積 乱 雲 の 下 で

発 生 す る が 、 雄 大 積 雲 や 塔 状 積 雲 の 下 で 発 生 す る こ

と も あ る 。
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説 明 　 出 願 時 の 技 術 常 識 を 考 慮 し て も 、 ダ ウ ン バ ー ス ト

現 象 の 発 生 を 事 前 に 予 測 す る こ と が で き る 具 体 的 な

ソ フ ト ウ エ ア を 想 定 す る こ と は で き な い た め 、 発 明

の 範 囲 は 不 明 確 と な る 。 こ の よ う な 事 項 で し か 詳 細

な 説 明 に 記 載 さ れ て い る 発 明 を よ り 明 確 に 特 定 す る
こ と が で き な い と の 釈 明 は 、 通 常 、 成 立 し な い 。

　 な お 、 請 求 項 記 載 の 発 明 を 、 詳 細 な 説 明 に 記 載 さ

れ て い る 具 体 的 な も の に よ り 特 定 す る 場 合 は 、 通 常 、

発 明 は 明 確 で あ る 。
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2.発明の詳細な説明の記載要件

2.1  実施可能要件
　「発明の詳細な説明は、…その発明の属する技術の分野における通常の

知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記

載しなければならない。」（特許法第 36 条第 4 項）

　発明の詳細な説明は、ソフトウエア関連発明の分野における通常の技術

的手段を用い、通常の創作能力を発揮できる者が、特許請求の範囲以外の

明細書及び図面に記載した事項と出願時の技術常識とに基づき、請求項に

係る発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載しなければな

らない。

2.1.1 実施可能要件違反の例

(1) 慣用されていない技術用語、略号、記号などが定義されずに使用さ

れているため、これらの用語などの意味が不明確である結果、請求

項に係る発明が実施できない場合。

(2) 発明の詳細な説明の記載において、請求項に係る発明に対応する技

術的手順又は機能が単に抽象的に記載してあるだけで、その手順又

は機能がハードウエアあるいはソフトウエアでどのように実行又は

実現されるのか記載されていない結果、請求項に係る発明が実施で

きない場合。

例 1 請 求 項 に 、 数 式 解 法 、 ビ ジ ネ ス 方 法 、 あ る い は ゲ ー ム の ル ー ル

を 実 行 す る 情 報 処 理 シ ス テ ム が 記 載 さ れ て い る に も 拘 ら ず 、 発

明 の 詳 細 な 説 明 の 欄 に 、 こ れ ら の 方 法 や ル ー ル を コ ン ピ ュ ー タ

上 で ど の よ う に 実 現 す る の か 記 載 さ れ て い な い 結 果 、 請 求 項 に

係 る 発 明 が 実 施 で き な い 場 合 。

例 2 コ ン ピ ュ ー タ の 表 示 画 面 （ 例 ： Ｇ Ｕ Ｉ （ グ ラ フ ィ カ ル ・ ユ ー ザ

ー ・ イ ン タ ー フ ェ イ ス ） を 用 い た 入 力 フ ォ ー ム ） 等 を 基 に し た

コ ン ピ ュ ー タ の 操 作 手 順 が 説 明 さ れ て い る も の の 、 コ ン ピ ュ ー
タ の 操 作 手 順 か ら は ど の よ う に し て コ ン ピ ュ ー タ 上 で 実 現 す れ

ば よ い の か 不 明 確 で あ る 結 果 、 請 求 項 に 係 る 発 明 が 実 施 で き な

い 場 合 。

(3) 発明の詳細な説明の記載において、請求項に係る発明の機能を実現
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するハードウエアあるいはソフトウエアが単に機能ブロック図又は

概略フローチャートで説明されており、その機能ブロック図又はフ

ローチャートによる説明だけでは、どのようにハードウエアあるい

はソフトウエアが構成されているのか不明確である結果、請求項に

係る発明が実施できない場合。

( 4 )  請 求 項 が 機 能 を 含 む 事 項 に よ り 特 定 さ れ て い る が 、 発 明 の 詳 細 な 説

明 で は フ ロ ー チ ャ ー ト で 説 明 さ れ て お り 、 請 求 項 記 載 の 機 能 と フ ロ

ー チ ャ ー ト と の 対 応 関 係 が 不 明 確 で あ る 結 果 、 請 求 項 に 係 る 発 明 が

実 施 で き な い 場 合 。

例 3 ビ ジ ネ ス の 方 法 が 複 数 の 機 能 手 段 か ら 構 成 さ れ る シ ス テ ム と し

て 請 求 項 に 記 載 さ れ て い る の に 対 し 、 発 明 の 詳 細 な 説 明 に は ビ

ジ ネ ス の 業 務 フ ロ ー し か 記 載 さ れ て お ら ず 、 請 求 項 記 載 の 機 能

手 段 と 業 務 フ ロ ー と の 対 応 関 係 が 不 明 確 で あ る 場 合 。

2 .1 .2  留 意 事 項

( 1 )  発 明 の 詳 細 な 説 明 に お い て 機 能 又 は 作 用 を 用 い て 記 載 さ れ て い る 場

合 、 出 願 時 の 技 術 常 識 に 基 づ い て 請 求 項 に 係 る 発 明 を 実 施 す る こ と

が で き る 程 度 に 明 確 か つ 十 分 に 記 載 さ れ て い る か 否 か を 注 意 す る 。

実 施 で き る こ と に 疑 義 が あ る 場 合 に は 、 審 査 官 は 、 そ の 機 能 又 は 作

用 を 指 摘 し て 特 許 法 第 3 6 条第4 項 （ 実 施 可 能 要 件 違 反 ） の 拒 絶 理 由 を

通 知 す る（ 第 Ⅰ 部 第1 章3 . 2 参照）。

( 2 )  発 明 の 詳 細 な 説 明 に 記 載 さ れ た 事 項 に つ い て 具 体 的 な 説 明 が な い 場

合 、 出 願 時 の 技 術 常 識 に 基 づ い て 請 求 項 に 係 る 発 明 を 実 施 す る こ と

が で き る 程 度 に 明 確 か つ 十 分 に 記 載 さ れ て い る か 否 か を 注 意 す る 。

実 施 で き る こ と に 疑 義 が あ る 場 合 に は 、 審 査 官 は 、 特 許 法 第3 6 条第 4

項 （ 実 施 可 能 要 件 違 反 ） の 拒 絶 理 由 を 通 知 す る 。

2.2  委任省令要件
　 特 許 法 第 3 6 条第 4 項 の 通 商 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ る 記 載 は 、 発

明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 及 び そ の 解 決 手 段 そ の 他 の そ の 発 明 の 属 す る

技 術 の 分 野 に お け る 通 常 の 知 識 を 有 す る 者 が 発 明 の 技 術 上 の 意 義 を 理 解

す る た め に 必 要 な 事 項 を 記 載 す る こ と に よ り し な け れ ば な ら な い 。（ 特 許

法 施 行 規 則 第 2 4 条の 2 「 委 任 省 令 要 件 」）
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(1) 発明が解決しようとする課題及びその解決手段
　 当 業 者 が 発 明 の 技 術 上 の 意 義 を 理 解 す る た め に 必 要 な 事 項 と し て は 、

発 明 の 属 す る 技 術 分 野 、 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 、 課 題 を 解 決 す る

た め の 手 段 を 記 載 す る （ 第 I 部第 1 章 3 .  3 参照）。

　 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 で は 、 手 順 又 は 機 能 が ど の よ う に 具 体 化 さ

れ た か を フ ロ ー チ ャ ー ト な ど を 用 い て 説 明 す る 。

　 当 業 者 が 明 細 書 及 び 図 面 の 記 載 や 出 願 時 の 技 術 常 識 に 基 づ い て 、 請 求

項 に 係 る 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 及 び そ の 解 決 手 段 を 理 解 す る こ と

が で き な い 場 合 、 委 任 省 令 要 件 違 反 と な る 。

(2) 従来の技術
　従 来 の 技 術 を 記 載 す る こ と は 委 任 省 令 要 件 と し て 扱 わ な い が 、 従 来 の

技 術 の 記 載 か ら 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 が 理 解 で き る 場 合 に は 、 課

題 の 記 載 に 代 わ る も の と な り 得 る た め 、 出 願 人 が 知 る 限 り に お い て 、 請

求 項 に 係 る 発 明 の 技 術 上 の 意 義 の 理 解 及 び 特 許 性 の 審 査 に 役 立 つ と 考 え

ら れ る 背 景 技 術 を 記 載 す べ き で あ る 。 ま た 、 従 来 の 技 術 に 関 す る 文 献 が

あ る と き は 、 請 求 項 に 係 る 発 明 の 特 許 性 を 評 価 す る 際 の 重 要 な 手 段 の 一

つ で あ る 。 し た が っ て 、 特 許 を 受 け よ う と す る 発 明 と 関 連 の 深 い 文 献 が

存 在 す る と き は 、 で き る 限 り そ の 文 献 名 を 記 載 す べ き で あ る 。（第 I 部

第 1 章 3 . 3 . 2 （3 ） 参 照 ）

(3) プログラムリスト
　当業者に広く知られた言語で書かれた短いプログラムであって、十分

な説明が付されており、発明の理解に役立つものは、明細書又は図面に

記載することができる。（プログラムリストは、参考資料として提出す

ることもできる。ただし、参考資料の記載に基づいて明細書を補正する

ことはできない。）
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II. 特許要件

　ソ フ ト ウ エ ア 関 連 発 明 に お い て は 、 特 許 要 件 の 中 で も 、 特 に 、 特 許 法

上 の 「 発 明 」 で あ る こ と の 要 件 と 進 歩 性 の 要 件 が 重 要 で あ る こ と か ら 、

こ れ ら の 要 件 に つ い て 説 明 す る 。

　 た だ し 、 第I I 部 第1 章 「 産 業 上 利 用 す る こ と が で き る 発 明 」 （1 . 「 発

明 で あ る こ と 」 参 照 ） で 特 許 法 上 の 「 発 明 」 に 該 当 す る か 否 か が 容 易

に 判 断 で き る も の に つ い て は 、 こ の 基 準 を 参 照 す る こ と を 要 し な い 。

1 .  対 象 と な る 発 明

( 1 )  特 許 要 件 に 関 す る 審 査 の 対 象 と な る 発 明 は 、 「 請 求 項 に 係 る 発 明 」

で あ る 。

( 2 )  請 求 項 に 係 る 発 明 の 認 定 は 、 請 求 項 の 記 載 に 基 づ い て 行 う 。 こ の

場 合 に お い て は 、 特 許 請 求 の 範 囲 以 外 の 明 細 書 及 び 図 面 の 記 載 並

び に 出 願 時 の 技 術 常 識 を 考 慮 し て 請 求 項 に 記 載 さ れ た 発 明 を 特 定

す る た め の 事 項 （ 用 語 ） の 意 義 を 解 釈 す る 。

2.  「発明」であること
　請求項に係る発明が特許法上の「発明」であるためには、その発明は自

然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものであることが必要で

ある（第 II 部第 1 章参照）。

2 .1 基 本 的 な 考 え 方

　 ソ フ ト ウ エ ア 関 連 発 明 が「 自 然 法 則 を 利 用 し た 技 術 的 思 想 の 創 作 」 と

な る 基 本 的 考 え 方 は 以 下 の と お り 。

( 1 )  「 ソ フ ト ウ エ ア に よ る 情 報 処 理 が 、 ハ ー ド ウ エ ア 資 源 を 用 い て 具 体 的

に 実 現 さ れ て い る 」 場 合 、 当 該 ソ フ ト ウ エ ア は「 自 然 法 則 を 利 用 し た

技 術 的 思 想 の 創 作 」 と い う こ と が で き る （「I I I .  事 例 」 の 事 例 2 - 1 ～2 -

5 参照）。

（ 説 明 ）

　 「 ソ フ ト ウ エ ア に よ る 情 報 処 理 が ハ ー ド ウ エ ア 資 源 を 用 い て 具 体 的 に 実 現 さ

れ て い る 」 と は 、 ソ フ ト ウ エ ア が コ ン ピ ュ ー タ に 読 み 込 ま れ る こ と に よ り 、 ソ
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フ ト ウ エ ア と ハ ー ド ウ エ ア 資 源 と が 協 働 し た 具 体 的 手 段 に よ っ て 、 使 用 目 的 に

応 じ た 特 有 の 情 報 処 理 装 置（ 機 械 ） 又 は そ の 動 作 方 法 が 構 築 さ れ る こ と を い う 。

　 そ し て 、 上 記 使 用 目 的 に 応 じ た 特 有 の 情 報 処 理 装 置 （ 機 械 ） 又 は そ の 動 作 方

法 は 「 自 然 法 則 を 利 用 し た 技 術 的 思 想 の 創 作 」 と い う こ と が で き る か ら 、「 ソ

フ ト ウ エ ア に よ る 情 報 処 理 が 、 ハ ー ド ウ エ ア 資 源 を 用 い て 具 体 的 に 実 現 さ れ て

い る 」 場 合 に は 、 当 該 ソ フ ト ウ エ ア は 「 自 然 法 則 を 利 用 し た 技 術 的 思 想 の 創 作 」

と い う こ と が で き る 。

参 考 ：「 自 然 法 則 を 利 用 し た 技 術 的 思 想 の 創 作 」 と い え る た め に は 、 請 求 項 に

係 る 発 明 が 一 定 の 目 的 を 達 成 で き る 具 体 的 な も の で な け れ ば な ら な い 。（ 技 術

は 一 定 の 目 的 を 達 成 す る た め の 具 体 的 手 段 で あ っ て 、 実 際 に 利 用 で き る も の で 、

… 客 観 性 を 持 つ も の で あ る 。［ 平 成 9 年 （ 行 ケ ） 第 2 0 6 号（ 東 京 高 判 平 成 1 1 年

5 月 2 6 日 判 決 言 渡 ）］）

( 2 )  更 に 、 当 該 ソ フ ト ウ エ ア が 上 記 ( 1 ) を 満 た す 場 合 、 当 該 ソ フ ト ウ エ ア と

協 働 し て 動 作 す る 情 報 処 理 装 置 （ 機 械 ） 及 び そ の 動 作 方 法 、 当 該 ソ フ

ト ウ エ ア を 記 録 し た コ ン ピ ュ ー タ 読 み 取 り 可 能 な 記 録 媒 体 も ま た 、「 自

然 法 則 を 利 用 し た 技 術 的 思 想 の 創 作 」 で あ る 。

2 .2  判 断 の 具 体 的 な 手 順

　 ソ フ ト ウ エ ア 関 連 発 明 に お い て 、 請 求 項 に 係 る 発 明 が 「 自 然 法 則 を

利 用 し た 技 術 的 思 想 の 創 作 」 で あ る か 否 か （ 特 許 法 上 の 「 発 明 」 で あ

る か 否 か ） を 判 断 す る 具 体 的 な 手 法 は 以 下 の と お り 。

( 1 )  請 求 項 に 記 載 さ れ た 事 項 に 基 づ い て 、 請 求 項 に 係 る 発 明 を 把 握 す る 。

な お 、 把 握 さ れ た 発 明 が 「 自 然 法 則 を 利 用 し た 技 術 的 思 想 の 創 作 」 で

あ る か 否 か の 判 断 に 際 し 、 ソ フ ト ウ エ ア 関 連 発 明 に 特 有 の 判 断 、 取 扱

い が 必 要 で な い 場 合 に は 、 第 I I 部第 1 章「 産 業 上 利 用 す る こ と が で き

る 発 明 」 に よ り 判 断 を 行 う 。（ 注 ）

( 2 )  請 求 項 に 係 る 発 明 に お い て 、 ソ フ ト ウ エ ア に よ る 情 報 処 理 が 、 ハ ー ド

ウ エ ア 資 源 （ 例 ：C P U 等 の 演 算 手 段 、 メ モ リ 等 の 記 憶 手 段 ） を 用 い て

具 体 的 に 実 現 さ れ て い る 場 合 、 つ ま り 、 ソ フ ト ウ エ ア と ハ ー ド ウ エ ア

資 源 と が 協 働 し た 具 体 的 手 段 に よ っ て 、 使 用 目 的 に 応 じ た 情 報 の 演 算

又 は 加 工 を 実 現 す る こ と に よ り 、 使 用 目 的 に 応 じ た 特 有 の 情 報 処 理 装
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置 （ 機 械 ） 又 は そ の 動 作 方 法 が 構 築 さ れ る 場 合 、 当 該 発 明 は 「 自 然 法

則 を 利 用 し た 技 術 的 思 想 の 創 作 」 で あ る 。

( 3 )  一 方 、 ソ フ ト ウ エ ア に よ る 情 報 処 理 が ハ ー ド ウ エ ア 資 源 を 用 い て 具 体

的 に 実 現 さ れ て い な い 場 合 、 当 該 発 明 は 「 自 然 法 則 を 利 用 し た 技 術 的

思 想 の 創 作 」 で は な い 。

「 ソ フ ト ウ エ ア に よ る 情 報 処 理 が ハ ー ド ウ エ ア 資 源 を 用 い て 具 体 的

に 実 現 さ れ て い な い 場 合 」 の 例

請 求 項 に

係 る 発 明

文 書 デ ー タ を 入 力 す る 入 力 手 段 、 入 力 さ れ た 文 書 デ

ー タ を 処 理 す る 処 理 手 段 、 処 理 さ れ た 文 書 デ ー タ を

出 力 す る 出 力 手 段 を 備 え た コ ン ピ ュ ー タ に お い て 、

上 記 処 理 手 段 に よ っ て 入 力 さ れ た 文 書 の 要 約 を 作 成

す る コ ン ピ ュ ー タ 。

例 1

説 明 コ ン ピ ュ ー タ に よ っ て 処 理 さ れ る 文 書 デ ー タ が 、 入

力 手 段 、 処 理 手 段 、 出 力 手 段 の 順 に 入 力 さ れ る こ と

を も っ て 、 情 報 処 理 の 流 れ が 存 在 す る と は い え て も 、
情 報 処 理 が 具 体 的 に 実 現 さ れ て い る と は い え な い 。

な ぜ な ら 、 入 力 さ れ た 文 書 の 要 約 を 作 成 す る 処 理 と

処 理 手 段 と が ど の よ う に 協 働 し て い る の か を 具 体 的

に 開 示 し て い な い か ら で あ る 。 し た が っ て 、 請 求 項

に 係 る 発 明 は 、 ソ フ ト ウ エ ア に よ る 情 報 処 理 が ハ ー
ド ウ エ ア 資 源 を 用 い て 具 体 的 に 実 現 さ れ て い な い の

で 、 自 然 法 則 を 利 用 し た 技 術 的 思 想 の 創 作 で は な く 、

「 発 明 」 に 該 当 し な い 。

請 求 項 に

係 る 発 明

数 式 y = F ( x ) に お い て 、a ≦x ≦b の 範 囲 の y の 最 小 値

を 求 め る コ ン ピ ュ ー タ 。

例 2

説 明 「 数 式 y = F ( x ) に お い て 、a ≦x ≦b の 範 囲 の y の 最 小

値 を 求 め る 」 た め に 「 コ ン ピ ュ ー タ 」 を 用 い る と い

う こ と を も っ て 、 数 式 y = F ( x ) の 最 小 値 を 求 め る 情 報
処 理 が 具 体 的 に 実 現 さ れ て い る と は い え な い 。 な ぜ

な ら 、「 コ ン ピ ュ ー タ 」 を 用 い る と い う こ と だ け で

は 、 数 式 y = F ( x ) の 最 小 値 を 求 め る 処 理 と コ ン ピ ュ ー

タ と が 協 働 し て い る と は い な い か ら で あ る 。 し た が

っ て 、 請 求 項 に 係 る 発 明 は 、 ソ フ ト ウ エ ア に よ る 情
報 処 理 が ハ ー ド ウ エ ア 資 源 を 用 い て 具 体 的 に 実 現 さ

れ て い な い の で 、 自 然 法 則 を 利 用 し た 技 術 的 思 想 の

創 作 で は な く 、「 発 明 」 に 該 当 し な い 。

（ 注 ） ソ フ ト ウ エ ア 関 連 発 明 に 特 有 の 判 断 、 取 扱 い が 必 要 で な く 、 第 I I 部 第

1 章 「 産 業 上 利 用 す る こ と が で き る 発 明 」 に よ り 判 断 を 行 う 例 を 次 に 示 す 。
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( 1 ) 「 自 然 法 則 を 利 用 し た 技 術 的 思 想 の 創 作 」 で は な い 例

請 求 項 に 係 る 発 明 が 、 第 I I 部 第1 章 の 「1 . 1  発 明 に 該 当 し な い も の の 類 型 」

の う ち い ず れ か 一 に 当 た る 場 合 、 例 え ば 、

( a )  経 済 法 則 、 人 為 的 な 取 決 め 、 数 学 上 の 公 式 、 人 間 の 精 神 活 動

( b )  デ ジ タ ル カ メ ラ で 撮 影 さ れ た 画 像 デ ー タ 、 文 書 作 成 装 置 に よ っ て 作

成 し た 運 動 会 の プ ロ グ ラ ム 、 コ ン ピ ュ ー タ プ ロ グ ラ ム リ ス ト な ど 、

情 報 の 単 な る 提 示

に 当 た る 場 合 は 、 「 自 然 法 則 を 利 用 し た 技 術 的 思 想 の 創 作 」 で は な い 。

 ( 2 ) 「 自 然 法 則 を 利 用 し た 技 術 的 思 想 の 創 作 」 で あ る 例

請 求 項 に 係 る 発 明 が 、

( a )  機 器 等 （ 例 ： 炊 飯 器 、 洗 濯 機 、 エ ン ジ ン 、 ハ ー ド デ ィ ス ク 装 置 ） に

対 す る 制 御 又 は 制 御 に 伴 う 処 理 を 具 体 的 に 行 う も の 、 又 は

( b )  対 象 の 物 理 的 性 質 又 は 技 術 的 性 質 （ 例 ： エ ン ジ ン 回 転 数 、 圧 延 温 度 ）

に 基 づ く 情 報 処 理 を 具 体 的 に 行 う も の

に 当 た る 場 合 は 、 「 自 然 法 則 を 利 用 し た 技 術 的 思 想 の 創 作 」 で あ る 。

2.3　留意事項
( 1 )  請 求 項 に 係 る 発 明 が 判 断 の 対 象 で あ る こ と か ら 、「 ソ フ ト ウ エ ア に よ る

情 報 処 理 が ハ ー ド ウ エ ア 資 源 を 用 い て 具 体 的 に 実 現 さ れ た も の 」 が 発

明 の 詳 細 な 説 明 及 び 図 面 に 記 載 さ れ て い て も 、 請 求 項 に 記 載 さ れ て い

な い 場 合 に は「 発 明 」 に 該 当 し な い と 判 断 さ れ る こ と に 注 意 を 要 す る 。

( 2 )  請 求 項 に 係 る 発 明 が 、「 自 然 法 則 を 利 用 し た 技 術 的 思 想 の 創 作 」 で は な

い 場 合 で あ っ て も 、 発 明 の 詳 細 な 説 明 の 記 載 に 基 づ い て 請 求 項 に 記 載

さ れ た 事 項 を 補 正 す る こ と に よ っ て 「 自 然 法 則 を 利 用 し た 技 術 的 思 想

の 創 作 」 と な る こ と が 可 能 で あ る 場 合 、 審 査 官 は 、 拒 絶 理 由 を 通 知 す

る 際 に 、 補 正 の 示 唆 を 併 せ て 行 う こ と が 望 ま し い 。

( 3 )  請 求 項 に 係 る 発 明 が 、「 自 然 法 則 を 利 用 し た 技 術 的 思 想 の 創 作 」 で あ る

か 否 か を 判 断 す る 場 合 、 請 求 項 に 記 載 さ れ た 発 明 の カ テ ゴ リ ー （「 方 法

の 発 明 」 又 は 「 物 の 発 明 」） に と ら わ れ ず 、 請 求 項 に 記 載 さ れ た 発 明 を

特 定 す る た め の 事 項 （ 用 語 ） の 意 義 を 解 釈 し た 上 で 判 断 す る よ う 留 意

す る 。

( 4 )  「 プ ロ グ ラ ム 言 語 」 又 は 「 プ ロ グ ラ ム リ ス ト 」 と し て 特 許 請 求 さ れ た

発 明 に つ い て は 、 そ れ ぞ れ 人 為 的 な 取 決 め 又 は 情 報 の 単 な る 提 示 に 当
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た る こ と か ら 、「 自 然 法 則 を 利 用 し た 技 術 的 思 想 の 創 作 」で は な く 、「発

明 」 に 該 当 し な い 。（第 I I 部第 1 章 1 . 1 ( 4 ) 及び ( 5 ) 参照）
例 「ｖａｒ　ｘ，ｙ，ｚ，ｕ：ｉｎｔｅｇｅｒ；

　　　ｂｅｇｉｎ　ｚ：＝0；ｕ：＝ｘ；

　　　　　　　ｒｅｐｅａｔ

　　　　　　　　　　ｚ：＝ｚ＋ｙ；ｕ：＝ｕ－1

　　　　　　　ｕｎｔｉｌ　ｕ＝0

　　　ｅｎｄ．

からなる自然数の乗算プログラムリスト。」

 2 . 4 「 構 造 を 有 す る デ ー タ 」 及 び 「 デ ー タ 構 造 」 の 扱 い

　 「 構 造 を 有 す る デ ー タ 」 （ 「 構 造 を 有 す る デ ー タ を 記 録 し た コ ン ピ

ュ ー タ 読 み 取 り 可 能 な 記 録 媒 体 」 を 含 む ） 及 び 「 デ ー タ 構 造 」 に つ い

て は 、 「2 . 1 　 基 本 的 な 考 え 方 」 に よ り 判 断 す る 。
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3.  進歩性

3 .1 基 本 的 な 考 え 方

( 1 )  進 歩 性 の 判 断 は 、 本 願 発 明 の 属 す る 技 術 分 野 に お け る 出 願 時 の 技 術 水

準 を 的 確 に 把 握 し た 上 で 、 当 業 者 で あ れ ば ど の よ う に す る か を 常 に 考

慮 し て 、 当 業 者 が 引 用 発 明 に 基 づ い て 請 求 項 に 係 る 発 明 を 容 易 に 想 到

で き た こ と の 論 理 づ け が で き る か 否 か に よ り 行 う 。（ 第 I I 部第 2 章 2 . 4

（1 ） 参 照 ）

( 2 )  具 体 的 に は 、 請 求 項 に 係 る 発 明 及 び 引 用 発 明 （ 一 又 は 複 数 ） を 認 定 し

た 後 、 論 理 づ け に 最 も 適 し た 一 の 引 用 発 明 を 選 び 、 請 求 項 に 係 る 発 明

と 引 用 発 明 を 対 比 し て 、 請 求 項 に 係 る 発 明 の 発 明 を 特 定 す る た め の 事

項 と 引 用 発 明 を 特 定 す る た め の 事 項 と の 一 致 点 及 び 相 違 点 を 明 ら か に

し た 上 で 、 こ の 引 用 発 明 や 他 の 引 用 発 明 （ 周 知 慣 用 技 術 も 含 む ） の 内

容 及 び 技 術 常 識 か ら 、 請 求 項 に 係 る 発 明 に 対 し て 進 歩 性 の 存 在 を 否 定

し 得 る 論 理 の 構 築 を 試 み る（ 注 ）。 例 え ば 、 請 求 項 に 係 る 発 明 が 、 引 用

発 明 か ら の 最 適 な 構 成 の 選 択 あ る い は 設 計 変 更 や 単 な る 寄 せ 集 め に 該

当 す る か 否 か を 検 討 し た り 、 あ る い は 、 引 用 発 明 の 内 容 に 動 機 づ け と

な り 得 る も の が あ る か 否 か を 検 討 す る 。（第 I I 部第 2 章 2 . 4 （2 ） 参 照 ）

（ 注 ） こ の 場 合 に お い て 、 請 求 項 に 係 る 発 明 を 、 人 為 的 取 決 め 等 と 自 動 化 手

法 に 分 け て 一 致 点 お よ び 相 違 点 を 明 ら か に す る の は 適 切 で は な く 、 請 求 項 に

係 る 発 明 を 全 体 と し て と ら え る こ と が 求 め ら れ る 。

( 3 )  ま た 、 引 用 発 明 と 比 較 し た 有 利 な 効 果 が 明 細 書 等 の 記 載 か ら 明 確 に 把

握 さ れ る 場 合 に は 、 進 歩 性 の 存 在 を 肯 定 的 に 推 認 す る の に 役 立 つ 事 実

と し て 、 こ れ を 参 酌 す る 。（ 第 I I 部第 2 章 2 . 4 （2 ） 参 照 ）

( 4 )  そ の 結 果 、 論 理 づ け が で き た 場 合 に は 請 求 項 に 係 る 発 明 の 進 歩 性 は 否

定 さ れ 、 論 理 づ け が で き な い 場 合 に は 進 歩 性 は 否 定 さ れ な い 。（ 第 I I

部 第 2 章 2 . 4 ( 2 )参照）

( 5 )  な お 、 所 定 の 目 的 を 達 成 す る た め に あ る 分 野 に 利 用 さ れ て い る 方 法 、

手 段 等 を 組 み 合 わ せ た り 特 定 の 分 野 に 適 用 し た り す る こ と は 、 ソ フ ト

ウ エ ア の 技 術 分 野 で は 普 通 に 試 み ら れ て い る こ と で あ る 。し た が っ て 、

種 々 の 分 野 に 利 用 さ れ て い る 技 術 を 組 み 合 わ せ た り 特 定 の 分 野 に 適 用
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し た り す る こ と は 当 業 者 の 通 常 の 創 作 活 動 の 範 囲 内 の も の で あ る か ら 、

組 み 合 わ せ や 適 用 に 技 術 的 な 困 難 性 （ 技 術 的 な 阻 害 要 因 ） が な い 場 合

に は 、 特 段 の 事 情 （ 顕 著 な 技 術 的 効 果 等 ） が な い 限 り 、 進 歩 性 は 否 定

さ れ る 。

3.2  発明が解決しようとする課題
　ソフトウエア化、コンピュータ化に伴う課題は、コンピュータ技術に共

通な一般的課題であることが多い。「ＡＩ（人工知能）又はファジィ理論

により判断を高度化すること」、「ＧＵＩ（グラフィカル・ユーザー・イン

ターフェイス）により入力を容易化すること」などがその例である。

　これらの、コンピュータ技術の分野で知られていた一般的課題を踏まえ

た上で、進歩性を判断する。

3 .3  当業者

　 特 定 分 野 に 関 す る ソ フ ト ウ エ ア 関 連 発 明 に お け る 当 業 者 は 、 そ の 特 定

分 野 に 関 す る 技 術 常 識 や 一 般 常 識 （ 顕 著 な 事 実 を 含 む ） と 、 コ ン ピ ュ ー

タ 技 術 分 野 の 技 術 常 識 （ 例 え ば シ ス テ ム 化 技 術 ） を 有 し 、 研 究 、 開 発 の

た め の 通 常 の 技 術 的 手 段 を 用 い る こ と が で き 、 設 計 変 更 な ど の 通 常 の 創

作 能 力 を 発 揮 で き 、 か つ 、 そ の 発 明 の 属 す る 技 術 分 野 （ 特 定 分 野 と コ ン

ピ ュ ー タ 技 術 分 野 ） の 出 願 時 の 技 術 水 準 に あ る も の の す べ て を 自 ら の 知

識 と す る こ と が で き る 者 を 想 定 し た も の で あ る 。（ 第 I I 部第 2 章 2 . 2 （2 ）

参 照 ）

3 .4  当 業 者 の 通 常 の 創 作 能 力 の 発 揮 に 当 た る 例

( 1 )  他 の 特 定 分 野 へ の 適 用

　 特 定 分 野 に 関 す る ソ フ ト ウ エ ア 関 連 発 明 に 用 い ら れ て い る 手 順 又 は 手

段 は 、 適 用 分 野 に 関 わ ら ず 機 能 又 は 作 用 が 共 通 し て い る こ と が 多 い 。 そ

の よ う な 場 合 、 あ る 特 定 分 野 に 関 す る ソ フ ト ウ エ ア 関 連 発 明 の 手 順 又 は

手 段 を 、 別 の 特 定 分 野 に 適 用 し よ う と す る こ と は 、 当 業 者 の 通 常 の 創 作

能 力 の 発 揮 に 当 た る 。

例 1 「 フ ァ イ ル 検 索 シ ス テ ム 」 の 引 用 発 明 が 存 在 し た 場 合 、 そ の 機
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能 又 は 作 用 が 共 通 し て い る 手 段 （ 検 索 の た め の 具 体 的 構 成 ） を

医 療 情 報 シ ス テ ム に 適 用 し て 、「 医 療 情 報 検 索 シ ス テ ム 」 を 創 作

す る こ と は 、 当 業 者 の 通 常 の 創 作 能 力 の 発 揮 に 当 た る 。

例 2 「 医 療 情 報 検 索 シ ス テ ム 」 の 引 用 発 明 が 存 在 し た 場 合 、 そ れ と

機 能 又 は作 用 が 共 通 し て い る 手 段 を 「 商 品 情 報 検 索 シ ス テ ム 」

に 適 用 す る こ と は 、 当 業 者 の 通 常 の 創 作 能 力 の 発 揮 に 当 た る 。

( 2)  周 知 慣 用 手 段 の 付 加 又 は 均 等 手 段 に よ る 置 換

　 コ ン ピ ュ ー タ ・ シ ス テ ム の 構 成 要 素 と し て 通 常 用 い ら れ る も の（ 周 知

慣 用 手 段 ） を 付 加 し た り 、 コ ン ピ ュ ー タ ・ シ ス テ ム の 構 成 要 素 の 一 部 を

均 等 手 段 に 置 換 し よ う と す る こ と は 、 当 業 者 の 通 常 の 創 作 能 力 の 発 揮 に

当 た る 。

例 シ ス テ ム の 入 力 手 段 と し て 、 キ ー ボ ー ド の 他 に 、 数 字 コ ー ド の
入 力 の た め に 画 面 上 の 項 目 表 示 を マ ウ ス で 選 択 し て 入 力 す る 手

段 や バ ー コ ー ド で 入 力 す る 手 段 を 付 加 す る こ と は 、 当 業 者 の 通

常 の 創 作 能 力 の 発 揮 に 当 た る 。

(3)ハードウエアで行っている機能のソフトウエア化

　回路などのハードウエアで行っている機能をソフトウエアで実現しよ

うとすることは、当業者の通常の創作能力の発揮に当たる。

例 ハードウエアであるコード比較回路で行っているコード比較を

ソフトウエアで行うことは、当業者の通常の創作能力の発揮に

当たる。

(4)人間が行っている業務のシステム化

　 引 用 発 明 に は 、 特 定 分 野 に お い て 人 間 が 行 っ て い る 業 務 に つ い て の 開

示 が あ る も の の 、 そ の 業 務 を ど の よ う に シ ス テ ム 化 す る か が 開 示 さ れ て

い な い 場 合 が あ る 。

　 こ の よ う な 場 合 で あ っ て も 、特定分野において人間が行っている業務

をシステム化し、コンピュータにより実現しようとすることは、通常の

システム分析手法及びシステム設計手法を用いた日常的作業で可能な程

度のことであれば、当業者の通常の創作能力の発揮に当たる。

  　（説明）

  　　システムの開発は、通常、

  　　　　　　計画立案（準備）→　システム分析　→　システム設計

  　　という過程を経て行われる。

  システム分析では、例えば、既存の業務を分析し、それを文書化

することが行われる。人間の行っている業務も分析の対象になる。

  このようなシステム開発の実際からみると、システム分析により
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既存の業務をシステム化することは、当業者の通常の創作能力の発

揮に当たる。

例 1 こ れ ま で Ｆ Ａ Ｘ や 電 話 で 注 文 を 受 け て い た こ と を 、 イ ン タ ー ネ

ッ ト ・ ホ ー ム ペ ー ジ で 注 文 を 受 け る よ う に す る こ と は 、 当 業 者
の 通 常 の 創 作 能 力 の 発 揮 に 当 た る 。

例 2 雑 誌 社 が 、 雑 誌 に 読 者 の 売 買 申 込 情 報 を 掲 載 し て い た こ と （ 所

謂 、「 売 り ま す ・ 買 い ま す 」 コ ー ナ ー を 掲 載 し て い た こ と ） を 、
雑 誌 社 の イ ン タ ー ネ ッ ト ・ ホ ー ム ペ ー ジ に 読 者 の 売 買 申 込 情 報

を 掲 載 す る よ う に す る こ と は 、 当 業 者 の 通 常 の 創 作 能 力 の 発 揮

に 当 た る 。

( 5) 一 般 に よ く 知 ら れ た 事 象 を コ ン ピ ュ ー タ 仮 想 空 間 上 で 再 現 す る こ と

　 一 般 に よ く 知 ら れ た 事 象 を 、 コ ン ピ ュ ー タ 仮 想 空 間 上 で 再 現 し よ う と

す る こ と は 、 通 常 の シ ス テ ム 分 析 手 法 及 び シ ス テ ム 設 計 手 法 を 用 い た 日

常 的 作 業 で 可 能 な 程 度 の こ と で あ れ ば 、 当 業 者 の 通 常 の 創 作 能 力 の 発 揮

に 当 た る 。

例 1 「 テ ニ ス ゲ ー ム 装 置 」 に お い て 、 単 に 、 ハ ー ド コ ー ト に お け る
バ ウ ン ド 後 の テ ニ ス ボ ー ル の 球 速 を 、 ク レ ー コ ー ト の 場 合 よ り

も 速 く 設 定 す る こ と は 、 当 業 者 の 通 常 の 創 作 能 力 の 発 揮 に 当 た

る 。

例 2 「 レ ー シ ン グ ゲ ー ム 装 置 」 に お い て 、 単 に 、 路 面 の 状 態 に 応 じ
て ス ピ ン が 起 こ る 確 率 を 変 化 さ せ る こ と は 、 当 業 者 の 通 常 の 創

作 能 力 の 発 揮 に 当 た る 。

例 3 電 卓 や コ ピ ー 機 等 に 備 え ら れ た 既 知 の 入 出 力 イ ン タ ー フ ェ イ ス

（ ボ タ ン や 表 示 部 等 の 形 状 、 及 び そ れ ら の 位 置 関 係 ） を 、 単 に 、

コ ン ピ ュ ー タ の 画 面 上 で グ ラ フ ィ カ ル に 再 現 す る こ と は 、 当 業
者 の 通 常 の 創 作 能 力 の 発 揮 に 当 た る 。

( 6) 一 般 に よ く 知 ら れ た 事 実 又 は 慣 習 に 基 づ く 設 計 上 の 変 更

　 請 求 項 に 係 る 発 明 と 引 用 発 明 と の 相 違 点 が 一 般 に よ く 知 ら れ た 事 実 又

は 慣 習 に 基 づ く も の で あ る 場 合 、 そ の 相 違 点 が 、 他 の 公 知 の 引 用 発 明 、

技 術 常 識 、 及 び 一 般 常 識 （ 顕 著 な 事 実 を 含 む ） 等 を 考 慮 し た 上 で 、 本 来

当 業 者 が 適 宜 取 決 め る べ き 性 格 の も の で あ っ て 、 か つ 組 み 合 わ せ に 技 術

的 阻 害 要 因 が な い と き に は 、 そ の 相 違 点 は 当 業 者 が 必 要 に 応 じ て 定 め る

設 計 上 の 変 更 に 過 ぎ ず 、 当 業 者 の 通 常 の 創 作 能 力 の 発 揮 に 当 た る 。

例 1 売 買 契 約 が 成 立 し た と き に 売 り 手 が 買 い 手 に 対 し て 感 謝 の 気 持

ち を 表 明 す る こ と は 一 般 常 識 で あ り 、 か つ 、 電 子 商 取 引 装 置 お

い て メ ッ セ ー ジ を 出 力 す る 機 能 を 付 加 す る こ と は 周 知 慣 用 手 段

の 付 加 に 該 当 す る か ら 、「 表 示 手 段 を 有 す る 電 子 商 取 引 装 置 」 に

お い て 、 商 品 を 購 入 後 に 「 お 買 い 上 げ あ り が と う ご ざ い ま し た 」
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と い う メ ッ セ ー ジ を 出 力 す る 手 段 を 付 加 す る こ と は 、 当 業 者 の

通 常 の 創 作 能 力 の 発 揮 に 当 た る 。

例 2 コ ン ピ ュ ー タ を 用 い な い 商 取 引 に お い て ク ー リ ン グ オ フ 制 度（ 商
品 の 購 入 申 込 後 で あ っ て も 、 一 定 期 間 内 で あ れ ば 、 商 品 の 購 入

申 込 を 撤 回 で き る も の と す る 制 度 ） が あ る こ と は 一 般 常 識 で あ

り 、 か つ 、 コ ン ピ ュ ー タ を 用 い る 商 取 引 （ 電 子 商 取 引 ） で あ る

か 否 か に 関 わ ら ず 消 費 者 保 護 の 観 点 か ら ク ー リ ン グ オ フ 制 度 を

設 け る こ と が 好 ま し い こ と も 一 般 常 識 で あ る と い え る か ら 、「 電
子 商 取 引 装 置 」 に お い て 、 ク ー リ ン グ オ フ 制 度 を 付 加 す る こ と

そ れ 自 体 は 、 当 業 者 の 通 常 の 創 作 能 力 の 発 揮 に 当 た る 。

（7）「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」への記録

　請求項に係る発明と引用発明との相違点が当業者の通常の創作能力の

発揮の範囲内のみにあり進歩性が否定される場合において、請求項に更

に、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」への記録という限定が追

加されたとしても、この限定の追加をもって請求項に係る発明の進歩性

が肯定的に推認されることはない。

( 8 ) 情 報 を 伝 送 可 能 な 媒 体

　 請 求 項 に 係 る 発 明 が 、「 所 定 の 情 報 を 伝 送 可 能 な 媒 体 」 の よ う に 、「 情

報 を 伝 送 す る 」 と い う 媒 体 が 固 有 に 有 す る 機 能 に よ っ て の み 特 定 さ れ て

い る 場 合 は 、 新 規 性 又 は 進 歩 性 の 欠 如 に よ り 特 許 を 受 け る こ と が で き な

い 。

　 プ ロ グ ラ ム や デ ー タ な ど の 情 報 を 伝 送 可 能 で あ る こ と は 、 通 常 の 通 信

網 、 通 信 線 路 な ど が 固 有 に 有 す る 機 能 で あ る か ら 、 所 定 の 情 報 を 伝 送 可

能 で あ る と い う 事 項 が 物 と し て の 「 伝 送 媒 体 」 を 特 定 す る た め に 役 立 た

な い 場 合 に は 、 通 常 の 通 信 網 、 通 信 線 路 と 相 違 し な い も の と な り 、 新 規

性 を 有 し な い 。

3.5  発明の効果
　コンピュータによってシステム化することによって得られる、「速く処

理できる」、「大量のデータを処理できる」、「誤りを少なくできる」、「均一

な結果が得られる」などの一般的な効果は、コンピュータ化に伴う当然の

効果であることが多く、通常は、技術水準から予測できない効果とはいえ

ない。
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3 .6  留意事項

( 1 ) 商 業 的 成 功 又 は こ れ に 準 じ る 事 実 の 参 酌

　 商 業 的 成 功 又 は こ れ に 準 じ る 事 実 は 、 進 歩 性 の 存 在 を 肯 定 的 に 推 認 す

る の に 役 立 つ 事 実 と し て 参 酌 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 出 願 人 の 主 張

又 は 立 証 に よ り 、 こ の 事 実 が 請 求 項 に 係 る 発 明 の 特 徴 に 基 づ く も の で あ

り 、 販 売 技 術 や 宣 伝 等 、 そ れ 以 外 の 原 因 に よ る も の で な い と の 心 証 が 得

ら れ た 場 合 に 限 る 。（第 I I 部第 2 章 2 . 8 ( 6 ) 参 照）

(2 ) デ ー タ の 内 容( コ ン テ ン ツ ） に の み 特 徴 が あ る 場 合 の 取 り 扱 い

　 請 求 項 に 係 る 発 明 と 公 知 の 引 用 発 明 と の 相 違 点 と し て が デ ー タ の 内 容

（ コ ン テ ン ツ ） が 挙 げ ら れ た 場 合 、 こ の 相 違 点 に よ っ て 請 求 項 に 係 る 発

明 の 新 規 性 が 肯 定 的 に 推 認 さ れ る こ と は な い 。（ 事 例 3 - 1 ( 3 ) ( i i ) 参 照）

例 1 あ る 「 デ ー タ 構 造 Ａ を 処 理 す る 成 績 管 理 装 置 」 と い う 発 明 が 存

在 し た 場 合 、 デ ー タ 構 造 Ａ に 、 学 生 の 成 績 管 理 デ ー タ を 格 納 し
て も 、 競 走 馬 の 成 績 管 理 デ ー タ を 格 納 し て も 、「 デ ー タ 構 造 Ａ を

処 理 す る 成 績 管 理 装 置 」 と し て は 何 ら 変 わ ら な い の で あ る か ら 、

新 規 性 が 否 定 さ れ る 。

例 2 あ る デ ー タ 構 造 Ｂ を 有 す る 「 作 曲 者 Ｃ に よ る 音 楽 を 記 録 し た コ

ン ピ ュ ー タ 読 み 取 り 可 能 な 記 録 媒 体 」 が 格 納 さ れ た 情 報 処 理 装

置 が 存 在 し た 場 合 、 同 一 の デ ー タ 構 造 Ｂ を 有 す る 「 作 曲 者 Ｄ に

よ る 音 楽 を 記 録 し た コ ン ピ ュ ー タ 読 み 取 り 可 能 な 記 録 媒 体 」 が

格 納 さ れ た 情 報 処 理 装 置 と し て も 、「 あ る デ ー タ 構 造 Ｂ を 有 す る
音 楽 を 記 録 し た コ ン ピ ュ ー タ 読 み 取 り 可 能 な 記 録 媒 体 が 格 納 さ

れ た 情 報 処 理 装 置 」 と し て は 何 ら 変 わ ら な い の で あ る か ら 、 新

規 性 が 否 定 さ れ る 。
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I I I . 事例

　 こ こ に 示 し た 事 例 は 、 「 ソ フ ト ウ エ ア 関 連 発 明 の 審 査 基 準 」 の 理 解

を 容 易 に す る た め の 補 助 的 手 段 と し て の み 作 成 さ れ た も の で あ る 。

し た が っ て 、 あ く ま で も 本 文 の 理 解 を 補 助 す る も の で あ り 、 事 例 に 記

載 さ れ た 事 項 を 解 釈 す る こ と に よ っ て 本 文 に 記 載 さ れ て い な い 事 項 を 導

き 出 す べ き で は な い 。

　 ま た 、 こ れ ら の 事 例 は 、 記 載 要 件 の 判 断 、「 発 明 」 に 該 当 す る か 否 か の

判 断 及 び 進 歩 性 の 判 断 を 示 す た め の も の で あ っ て 、 明 細 書 の モ デ ル を 示

す も の で は な い 。

( 1 )記 載 要 件 の 判 断 例 （「 伝 送 媒 体 」 に 関 す る 記 載 要 件 の 判 断 例 ）
事 例 発 明 の 名 称 摘 要

1 - 1 プ ロ グ ラ ム を 伝 送 す る

媒 体

特 許 請 求 の 範 囲 と 発 明 の 詳 細 な 説 明 と の

間 で 媒 体 に つ い て の 記 載 が 整 合 し な い も

の
1 - 2 情 報 伝 送 媒 体 情 報 伝 送 媒 体 の 定 義 が 不 明 確 な も の
1 - 3 情 報 記 録 伝 送 媒 体 記 録 媒 体 と 伝 送 媒 体 が 択 一 的 に 表 現 さ れ

て い る も の
1 - 4 提 供 媒 体 同 上
1 - 5 プ ロ グ ラ ム を 担 持 し た

コ ン ピ ュ ー タ 読 み 取 り
可 能 な 媒 体

同 上

( 2 )「 発 明 」 に 該 当 す る か 否 か の 判 断 例

( a )ソ フ ト ウ エ ア に よ る 情 報 処 理 が ハ ー ド ウ エ ア 資 源 を 用 い て 具 体 的 に 実

現 さ れ て い る も の

事 例 発 明 の 名 称 摘 要
2 - 1 計 算 方 法 及 び 計 算 装 置 ソ フ ト ウ エ ア に よ る 数 式 計 算 処 理 が 、

ハ ー ド ウ エ ア 資 源 を 用 い て 具 体 的 に 実

現 さ れ て い る も の （ 数 学 分 野 ）
2 - 2 ネ ッ ト ワ ー ク 配 信 記 事

保 存 方 法

ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 配 信 さ れ る 記 事

の ソ フ ト ウ エ ア に よ る 保 存 処 理 が 、 ハ

ー ド ウ エ ア 資 源 を 用 い て 具 体 的 に 実 現
さ れ て い る も の （ ビ ジ ネ ス 分 野 ）

2 - 3 商 品 の 売 上 げ 予 測 用 プ

ロ グ ラ ム 及 び 当 該 予 測

プ ロ グ ラ ム を 記 録 し た
コ ン ピ ュ ー タ 読 み 取 り

ソ フ ト ウ エ ア に よ る 商 品 の 売 上 げ 予 測

処 理 が 、 ハ ー ド ウ エ ア 資 源 を 用 い て 具

体 的 に 実 現 さ れ て い る も の （ ビ ジ ネ ス
分 野 ）
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可 能 な 記 録 媒 体 、 並 び

に 商 品 の 売 上 げ 予 測 装

置
2 - 4 ポ イ ン ト サ ー ビ ス 方 法 ポ イ ン ト サ ー ビ ス の ソ フ ト ウ エ ア に よ

る 贈 答 処 理 が 、 ハ ー ド ウ エ ア 資 源 を 用

い て 具 体 的 に 実 現 さ れ て い る も の （ ビ

ジ ネ ス 分 野 ）
2 - 5 ゲ ー ム 装 置 カ ー ド ゲ ー ム 装 置 に お け る 「 役 」 の ソ

フ ト ウ エ ア に よ る 計 算 処 理 が 、 ハ ー ド

ウ エ ア 資 源 を 用 い て 具 体 的 に 実 現 さ れ

て い る も の （ ゲ ー ム 分 野 ）

(b) 「 発 明 」 で あ る こ と の 判 断 の 参 考 事 例

事 例 発 明 の 名 称 摘 要

2 - 6 自 動 車 エ ン ジ ン 用 燃 料
噴 射 量 制 御 装 置 及 び 方

法

・ 機 器 等 に 対 す る 制 御 又 は 制 御 に 伴 う 処
理 を 具 体 的 に 行 う も の

・ 対 象 の 物 理 的 性 質 又 は 技 術 的 性 質 に

基 づ く 情 報 処 理 を 具 体 的 に 行 う も の
2 - 7 コ ン ピ ュ ー タ に よ る 画

像 処 理 方 法

対 象 の 物 理 的 性 質 又 は 技 術 的 性 質 に 基

づ く 情 報 処 理 を 具 体 的 に 行 う も の

( 3 )進 歩 性 の 判 断 例
事 例 発 明 の 名 称 摘 要

3 - 1 化 学 物 質 検 索 装 置 他 の 特 定 分 野 へ の 適 用 が 容 易 な も の
3 - 2 伝 票 承 認 シ ス テ ム 人 間 が 行 っ て い る 業 務 の シ ス テ ム 化 が

容 易 な も の
3 - 3 ポ イ ン ト サ ー ビ ス 方 法 人 間 が 行 っ て い る 業 務 の シ ス テ ム 化 、

及 び 、 人 為 的 取 決 め 等 に 基 づ く 設 計 上

の 変 更 が 容 易 な も の
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1 .  記 載 要 件 の 判 断 例 （「 伝 送 媒 体 」 に 関 す る 記 載 要 件 の 判 断 例 ）

事 例 1 - 1  プ ロ グ ラ ム を 伝 送 す る 媒 体

（ 特 許 請 求 の 範 囲 と 発 明 の 詳 細 な 説 明 と の 間 で 媒 体 に つ い て の 記 載 が 整

合 し な い も の ）

【 発 明 の 名 称 】

　 プ ロ グ ラ ム を 伝 送 す る 媒 体

【 特 許 請 求 の 範 囲 】

【 請 求 項 1 】

　 情 報 処 理 装 置 に 機 能 Ａ 、 機 能 Ｂ 、 機 能 Ｃ … を 実 現 さ せ る た め の プ

ロ グ ラ ム を 伝 送 す る 媒 体 。

【 発 明 の 詳 細 な 説 明 の 抜 粋 】

　 可 搬 情 報 媒 体 は 、 Ｃ Ｄ － Ｒ Ｏ Ｍ 等 の コ ン ピ ュ ー タ 読 み 取 り 可 能 な

も の で あ っ て 、 本 実 施 例 の 処 理 機 能 を 記 述 し た プ ロ グ ラ ム が 記 録 さ

れ て い る 。

　 こ の よ う な 媒 体 は 、 そ れ が 利 用 さ れ る 情 報 処 理 装 置 と は 独 立 し て

取 引 さ れ 、 市 場 を 流 通 さ せ る こ と が 可 能 で あ っ て 、 例 え ば 、 イ ン タ

ー ネ ッ ト 等 を 介 し て 電 子 的 に 注 文 を 受 け れ ば 、 国 内 に 限 ら ず 海 外 に

向 け て 発 送 す る こ と も で き る 。

［ 説 明 ］

　 請 求 項1 の 記 載 で は 特 定 の プ ロ グ ラ ム を 「 伝 送 す る 媒 体 」 と し て 一

応 は 明 確 で あ る が 、 発 明 の 詳 細 な 説 明 に あ る 可 搬 情 報 媒 体 は プ ロ グ

ラ ム を 「 記 録 」 し た も の で あ る 旨 記 載 し て い る 。 こ れ に よ っ て プ ロ

グ ラ ム と 媒 体 と の 関 係 を 示 す 用 語 で あ る 「 伝 送 」 （ 特 許 請 求 の 範 囲 ）

と 「 記 録 」 （ 発 明 の 詳 細 な 説 明 ） と で は 、 両 者 の 記 載 内 容 が 整 合 し

な い た め 、 特 許 を 受 け よ う と す る 発 明 が 不 明 確 で あ る 。 し た が っ て 、

特 許 法 第3 6 条 第6 項 第2 号 に 違 反 す る 。

　 ま た 、 発 明 の 詳 細 な 説 明 に は 、 他 に も 媒 体 に 関 し て「 取 引 」 、「 流

通 」 、「 発 送 」 す る 旨 の 記 載 も 存 在 し て い る が 、 こ れ ら は い ず れ も 、

情 報 が 記 録 さ れ た Ｃ Ｄ － Ｒ Ｏ Ｍ 等 の 「 記 録 媒 体 」 の 取 引 、 流 通 、 発

送 を 意 図 し た も の で あ り 、 こ れ ら の 記 載 は 、 特 許 を 受 け よ う と す る

発 明 に 記 載 さ れ た 「 伝 送 」 と い う 用 語 の 把 握 に お い て 考 慮 さ れ る も

の で は な い こ と に 留 意 す る 必 要 が あ る 。
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　 な お 、 本 例 は 、 請 求 項 記 載 の 「 伝 送 す る 媒 体 」 が 発 明 の 詳 細 な 説

明 に お い て 「 記 録 し た 媒 体 」 で あ る 旨 定 義 さ れ て い る 場 合 に つ い て

述 べ た が 、 逆 に 、 請 求 項 に 「 記 録 し た 媒 体 」 と 記 載 さ れ 、 発 明 の 詳

細 な 説 明 に お い て 「 伝 送 す る 媒 体 」 で あ る 旨 定 義 さ れ て い る 場 合 も

同 様 で あ る 。
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事 例 1 - 2  情 報 伝 送 媒 体

（ 情 報 伝 送 媒 体 の 定 義 が 不 明 確 な も の ）

【 発 明 の 名 称 】

　 情 報 伝 送 媒 体

【 特 許 請 求 の 範 囲 】

【 請 求 項 1 】

情 報 処 理 シ ス テ ム で 使 用 さ れ る 伝 送 媒 体 で あ っ て 、 前 記 シ ス テ ム を

手 段 Ａ 、 手 段 Ｂ 、 手 段 Ｃ … と し て 機 能 さ せ る た め の プ ロ グ ラ ム を 伝

送 す る こ と を 特 徴 と す る 情 報 伝 送 媒 体 。

【 発 明 の 詳 細 な 説 明 の 抜 粋 】

　 な お 、 本 発 明 の 制 御 手 法 は 、 そ れ を 表 現 す る プ ロ グ ラ ム を 伝 送 す

る 伝 送 媒 体 を 使 用 し た 情 報 処 理 シ ス テ ム と し て 述 べ て き た が 、 前 記

伝 送 媒 体 に は 、 汎 用 コ ン ピ ュ ー タ が 読 み 書 き 可 能 な 、 情 報 格 納 手 段

（ 半 導 体 メ モ リ 、 フ ロ ッ ピ ー デ ィ ス ク 、 ハ ー ド デ ィ ス ク 等 ） 又 は 光

読 出 手 段 （ Ｃ Ｄ － Ｒ Ｏ Ｍ 、 Ｄ Ｖ Ｄ 等 ） 等 の 記 録 媒 体 の 他 、 プ ロ グ ラ

ム 情 報 を 搬 送 波 と し て 伝 搬 さ せ て 供 給 す る た め の コ ン ピ ュ ー タ ネ ッ

ト ワ ー ク （ Ｌ Ａ Ｎ 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 等 の Ｗ Ａ Ｎ 、 無 線 通 信 ネ ッ ト ワ

ー ク 等 ） シ ス テ ム に お け る 通 信 媒 体 （ 光 フ ァ イ バ や 無 線 回 線 等 ） も

含 ま れ る 。

［ 説 明 ］

　 請 求 項1 の 記 載 は 、 特 定 の プ ロ グ ラ ム を 伝 送 す る 媒 体 と し て 一 応 は

明 確 で あ る が 、 発 明 の 詳 細 な 説 明 に お い て 、 請 求 項1 記 載 の 情 報 伝 送

媒 体 が 「 記 録 媒 体 」 や 「 通 信 媒 体 」 を 含 む 旨 定 義 し て い る 。 こ れ に

よ っ て 、 請 求 項1 に お け る プ ロ グ ラ ム の 伝 送 と は 、 プ ロ グ ラ ム の 記 録

及 び プ ロ グ ラ ム の 通 信 の 両 者 の 概 念 を 含 む も の と し て 、 そ の 用 語 を

（ 通 常 の 意 味 よ り 広 く ） 独 自 に 定 義 し て い る と 判 断 さ れ 、 そ の 用 語

を 通 常 の 意 味 に 解 す べ き か 独 自 に 定 義 し た 意 味 に 解 す べ き か が 不 明

で あ る た め 、 特 許 を 受 け よ う と す る 発 明 が 不 明 確 で あ る 。 し た が っ

て 、 特 許 法 第3 6 条 第6 項 第 2 号 に 違 反 す る 。
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事 例 1 - 3  情 報 記 録 伝 送 媒 体

（ 記 録 媒 体 と 伝 送 媒 体 が 択 一 的 に 表 現 さ れ て い る も の ）

【 発 明 の 名 称 】

　 情 報 記 録 伝 送 媒 体

【 特 許 請 求 の 範 囲 】

【 請 求 項 1 】

　 コ ン ピ ュ ー タ に 手 順 Ａ 、 手 順 Ｂ 、 手 順 Ｃ … を 実 行 さ せ る た め の コ

ン ピ ュ ー タ 読 み 取 り 可 能 な プ ロ グ ラ ム を 記 録 又 は 伝 送 す る こ と を 特

徴 と す る 情 報 記 録 伝 送 媒 体 。

【 発 明 の 詳 細 な 説 明 の 抜 粋 】

　 本 明 細 書 記 載 の 処 理 動 作 を 実 現 す る プ ロ グ ラ ム を コ ン ピ ュ ー タ で

実 行 す る 際 に は 、 コ ン ピ ュ ー タ 内 の ハ ー ド デ ィ ス ク 装 置 等 の 補 助 記

憶 装 置 に プ ロ グ ラ ム を 格 納 し て お き 、 メ イ ン メ モ リ に ロ ー ド し て 実

行 す る 。 ま た 、 そ の よ う な プ ロ グ ラ ム は 、 Ｃ Ｄ － Ｒ Ｏ Ｍ 等 の 可 搬 型

記 録 媒 体 に プ ロ グ ラ ム を 格 納 し て 売 買 し た り 、 ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し

て 接 続 さ れ た コ ン ピ ュ ー タ の 記 録 装 置 に 格 納 し て お き 、 ネ ッ ト ワ ー

ク を 通 じ て 他 の コ ン ピ ュ ー タ に 転 送 す る こ と も で き る 。

［ 説 明 ］

　 請 求 項1 や 発 明 の 詳 細 な 説 明 の 記 載 か ら 把 握 さ れ る 「 情 報 を 記 録 」

す る こ と と 、 「 情 報 を 伝 送 」 す る こ と は 、 互 い に 類 似 の 性 質 又 は 機

能 を 有 す る 事 項 で は な く 、 特 許 を 受 け よ う と す る 発 明 を 特 定 す る た

め の 事 項 に 関 し て 、 上 記 互 い に 類 似 の 性 質 又 は 機 能 を 有 し て い な い

事 項 が 択 一 的 に 表 現 さ れ て い る た め 、 一 の 請 求 項 に 記 載 さ れ た 事 項

に 基 づ い て 、 一 の 技 術 的 思 想 と し て の 発 明 を 明 確 に 把 握 す る こ と が

で き な い 。 し た が っ て 、 特 許 法 第3 6 条 第6 項 第2 号 に 違 反 す る 。

　 な お 、 上 記 「 補 助 記 憶 装 置 」 や 上 記 「 記 録 装 置 」 は 、 あ く ま で「 記

録 し た 媒 体 」 に 対 応 す る も の で あ っ て 、 そ こ か ら プ ロ グ ラ ム を 伝 送

し て い る 旨 の 記 載 が 存 在 し た と し て も 、 そ の 装 置 自 体 が 「 情 報 を 伝

送 す る 」 機 能 を 有 し て い な い 以 上 、 こ れ ら の 装 置 は 「 記 録 又 は 伝 送

す る 媒 体 」 に 対 応 す る も の で は な い こ と に 留 意 す る 必 要 が あ る 。
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事 例 1 - 4  提 供 媒 体

（ 記 録 媒 体 と 伝 送 媒 体 が 択 一 的 に 表 現 さ れ て い る も の ）

【 発 明 の 名 称 】

　 提 供 媒 体

【 特 許 請 求 の 範 囲 】

【 請 求 項 1 】

　 手 段 Ａ 、 手 段 Ｂ 、 手 段 Ｃ … を 備 え た 情 報 処 理 装 置 と し て コ ン ピ ュ

ー タ を 機 能 さ せ る た め の 提 供 媒 体 で あ っ て 、

　 前 記 コ ン ピ ュ ー タ に ス テ ッ プ ａ と 、 ス テ ッ プ ｂ と 、 ス テ ッ プ ｃ …

を 含 む 処 理 を 実 行 さ せ る た め の コ ン ピ ュ ー タ 読 み 出 し 可 能 な プ ロ グ

ラ ム を 提 供 す る 提 供 媒 体 。

【 発 明 の 詳 細 な 説 明 の 抜 粋 】

　 な お 、 本 実 施 例 の 処 理 を 実 行 す る コ ン ピ ュ ー タ ・ プ ロ グ ラ ム を ユ

ー ザ に 提 供 す る 提 供 媒 体 は 様 々 な 形 式 の コ ン ピ ュ ー タ 読 み 出 し 可 能

媒 体 と し て 頒 布 可 能 で あ っ て 、 本 発 明 は 実 際 の 頒 布 の た め に 使 用 さ

れ る 特 定 の タ イ プ の 媒 体 に 関 係 な く 適 用 さ れ う る 。 こ う し た コ ン ピ

ュ ー タ 読 み 出 し 可 能 媒 体 の 例 に は 、 フ ロ ッ ピ ー デ ィ ス ク 、 Ｃ Ｄ － Ｒ

Ｏ Ｍ な ど の 記 録 可 能 な タ イ プ の 媒 体 、 並 び に 、 デ ジ タ ル 及 び ア ナ ロ

グ 通 信 リ ン ク な ど の 伝 送 タ イ プ の 媒 体 が 含 ま れ る 。

［ 説 明 ］

　 請 求 項1 に お け る 「 提 供 す る 」 媒 体 と い う 記 載 だ け で は 、 情 報 と 媒

体 と の 関 係 が 不 明 確 で あ る た め 、 発 明 の 詳 細 な 説 明 に お け る 説 明 を

当 業 者 の 技 術 常 識 を も っ て 考 慮 し て み る と 、 特 許 を 受 け よ う と す る

発 明 と し て の 媒 体 は 、 情 報 を 記 録 す る 媒 体 に 加 え 、 情 報 を 伝 送 す る

媒 体 も 含 む も の と 解 さ れ る 。 そ の 結 果 、 特 許 を 受 け よ う と す る 発 明

を 特 定 す る た め の 事 項 に 関 し て 、 互 い に 類 似 の 性 質 又 は 機 能 を 有 し

て い な い 事 項 が 択 一 的 に 表 現 さ れ て い る た め 、 一 の 請 求 項 に 記 載 さ

れ た 事 項 に 基 づ い て 、 一 の 技 術 的 思 想 と し て の 発 明 を 明 確 に 把 握 す

る こ と が で き な い 。 し た が っ て 、 特 許 法 第3 6 条 第 6 項 第 2 号 に 違 反 す

る 。
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事 例 1 - 5  プ ロ グ ラ ム を 担 持 し た コ ン ピ ュ ー タ 読 み 取 り 可 能 な 媒 体

（ 記 録 媒 体 と 伝 送 媒 体 が 択 一 的 に 表 現 さ れ て い る も の ）

【 発 明 の 名 称 】

　 プ ロ グ ラ ム を 担 持 し た コ ン ピ ュ ー タ 読 み 取 り 可 能 な 媒 体

【 特 許 請 求 の 範 囲 】

【 請 求 項 1 】

　 コ ン ピ ュ ー タ を 制 御 す る た め の プ ロ グ ラ ム を 担 持 し た コ ン ピ ュ ー

タ 読 み 取 り 可 能 な 媒 体 で あ っ て 、 前 記 コ ン ピ ュ ー タ に 手 順 Ａ 、 手 順

Ｂ 、 手 順 Ｃ … を 実 行 さ せ る た め の プ ロ グ ラ ム を 少 な く と も 備 え る こ

と を 特 徴 と す る 媒 体 。

【 発 明 の 詳 細 な 説 明 の 抜 粋 】

　 本 実 施 例 を 実 現 さ せ る た め の コ ン ピ ュ ー タ ・ プ ロ グ ラ ム は ハ ー ド

デ ィ ス ク や 半 導 体 メ モ リ の よ う に 固 定 的 に プ ロ グ ラ ム を 担 持 す る 媒

体 か ら で も 、 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク の よ う に 流 動 的 に プ ロ グ ラ ム を 担 持

す る 媒 体 か ら で も 、 コ ン ピ ュ ー タ に 供 給 す る こ と が で き る 。

［ 説 明 ］

　 請 求 項1 の 「 担 持 」 と い う 用 語 が 有 す る 通 常 の 意 味 は 「 記 録 」 と 類

似 す る 意 味 と し て 明 確 で あ る も の の 、 発 明 の 詳 細 な 説 明 に お い て 、

「 流 動 的 に プ ロ グ ラ ム を 担 持 す る 」 と 記 載 し 、 そ の 用 語 の 意 味 は「 伝

送 す る 」 と ほ ぼ 同 じ 意 味 に ま で 及 ぶ 旨 説 明 し て い る 。 そ の 結 果 、 特

許 を 受 け よ う と す る 発 明 は 、 「 記 録 又 は 伝 送 す る 媒 体 」 と 解 さ れ る

か ら 、 特 許 を 受 け よ う と す る 発 明 を 特 定 す る た め の 事 項 に 関 し て 、

互 い に 類 似 の 性 質 又 は 機 能 を 有 し て い な い 事 項 が 択 一 的 に 表 現 さ れ

て い る た め 、 一 の 請 求 項 に 記 載 さ れ た 事 項 に 基 づ い て 、 一 の 技 術 的

思 想 と し て の 発 明 を 明 確 に 把 握 す る こ と が で き な い 。 し た が っ て 、

特 許 法 第3 6 条 第6 項 第2 号 に 違 反 す る 。
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2 .  「 発 明 」 に 該 当 す る か 否 か の 判 断 例

2 . 1 ソ フ ト ウ エ ア に よ る 情 報 処 理 が ハ ー ド ウ エ ア 資 源 を 用 い て 具 体 的 に 実

現 さ れ て い る も の

事 例 2 - 1  計 算 方 法 及 び 計 算 装 置 （ 数 学 分 野 ）

（ ソ フ ト ウ エ ア に よ る 数 式 計 算 処 理 が ハ ー ド ウ エ ア 資 源 を 用 い て 具 体 的

に 実 現 さ れ て い る も の ）

【 発 明 の 名 称 】

　 計 算 方 法 及 び 計 算 装 置

【 特 許 請 求 の 範 囲 】

【 請 求 項 1 】

　 自 然 数 ｎ と ｍ （ た だ し 、1 ≦ ｎ ≦ ｍ ＜ 2 5 6 ） と の 乗 算 ｓ
を 、

　 　 　 　 　
4

)()( 22 nmnm
s

−−+=

に よ っ て 計 算 す る 計 算 方 法 。

【 請 求 項 1 】
「 発 明 」 に
該 当 し な

い 。

【 請 求 項 2 】

　 自 然 数 ｎ と ｍ （ た だ し 、1 ≦ ｎ ≦ ｍ ＜ 2 5 6 ） と の 乗 算 ｓ

を 、

　 　 　 　 　
4

)()( 22 nmnm
s

−−+=

に よ っ て 計 算 す る 計 算 装 置 。

【 請 求 項 2 】
「 発 明 」 に

該 当 し な

い 。

【 請 求 項 3 】
　 自 然 数 ｎ と ｍ を 入 力 す る 入 力 手 段 （ た だ し 、1 ≦ ｎ ≦

ｍ ＜2 5 6 ） と 、

　 演 算 手 段 と 、

　 上 記 演 算 手 段 に よ る 演 算 結 果 ｓ を 出 力 す る 出 力 手 段 、

　 と を 備 え る こ と に よ っ て 、

　 　 　 　 　
4

)()( 22 nmnm
s

−−+=

を 計 算 す る 計 算 装 置 。

【 請 求 項 3 】
「 発 明 」 に

該 当 し な

い 。

【 請 求 項 4 】
　 自 然 数 ｎ と ｍ を 入 力 す る 入 力 手 段 （ た だ し 、1 ≦ ｎ ≦

ｍ ＜2 5 6 ） と 、

　 ｋ 番 目 に ｋ 2 の 値 が 格 納 さ れ た 二 乗 テ ー ブ ル （ た だ し 、

0 ≦ｋ＜5 1 1 ）と、

　 加 減 算 器 及 び シ フ ト 演 算 器 か ら な る 演 算 手 段 と 、
　 上 記 演 算 手 段 に よ る 演 算 結 果 ｓ を 出 力 す る 出 力 手 段 、

【 請 求 項 4 】
「 発 明 」 に

該 当 す る 。
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と を 備 え 、 上 記 演 算 手 段 が 上 記 二 乗 テ ー ブ ル を 参 照 し て

二 乗 の 値 を 導 出 す る こ と に よ り 、 乗 除 算 器 を 用 い る こ と

な く 、

　 　 　 　 　
4

)()( 22 nmnm
s

−−+=

を 計 算 す る 計 算 装 置 。

【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】

【 発 明 の属 す る 技 術 分 野 】

　 こ の 発 明 は 、 初 期 の 8 ビ ッ ト Ｃ Ｐ Ｕ な ど 、 加 減 算 器 や ビ ッ ト シ フ ト

演 算 器 を 有 す る も の の 、 乗 除 算 器 を 有 し な い 上 に 直 接 管 理 で き る メ モ リ

空 間 の 小 さ い Ｃ Ｐ Ｕ を 採 用 し た 計 算 装 置 で あ っ て も 、 高 速 な 乗 算 を 実 現

す る 計 算 装 置 に 関 す る 。

【 従 来 の 技 術 】

　 乗 除 算 器 を 有 し な い 上 に 直 接 管 理 で き る メ モ リ 空 間 の 小 さ い Ｃ Ｐ Ｕ で

あ っ て も 乗 算 が 行 え る プ ロ グ ラ ム を 作 成 す る た め に は 、 乗 算 を ソ フ ト ウ

エ ア 的 に 処 理 す る こ と が 必 要 と な る が 、 そ れ を 実 現 す る 方 法 と し て 、 従

来 、( 1 )自 然 数 ｍ を ｎ 回 加 算 す る 、( 2 )ｍ × ｎ の 乗 算 テ ー ブ ル を 参 照 す る 、

等 の 方 法 が あ っ た 。

【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】

　 し か し な が ら 、 ( 1 )の 方 法 で は 、 計 算 プ ロ グ ラ ム は 比 較 的 小 さ く て 済

む の で メ モ リ 空 間 を あ ま り 占 有 し な い も の の 、 計 算 時 間 が 自 然 数 ｎ の 値

に 依 存 し 、 計 算 時 間 が 長 く な る こ と が あ る 。 ま た 、 ( 2 ) の 方 法 で は 、 テ

ー ブ ル を 参 照 す る だ け で 済 む の で 計 算 時 間 は 少 な く て 済 む も の の 、 テ ー

ブ ル が 大 き く な り メ モ リ 空 間 を 圧 迫 す る 。 特 に 、 1 ≦ ｎ ≦ ｍ ＜2 5 6 の 場

合 、 乗 算 の 結 果 を 2 5 5 ×2 5 5 の 乗 算 テ ー ブ ル に 2 バ イ ト で 格 納 す る と 、

そ の メ モ リ 空 間 は 約 1 2 8 キ ロ バ イ ト と な り 、 8 ビ ッ ト Ｃ Ｐ Ｕ が 直 接 管 理

で き る メ モ リ 空 間 で あ る 6 4 キ ロ バ イ ト を 超 え て し ま う と い う 問 題 が あ

っ た 。

　 そ こ で 、 本 発 明 の 課 題 は 、 8 ビ ッ ト Ｃ Ｐ Ｕ な ど 、 加 減 算 器 や ビ ッ ト シ

フ ト 演 算 器 を 有 す る も の の 、 乗 除 算 器 を 有 し な い 上 に 直 接 管 理 で き る メ

モ リ 空 間 の 小 さ い Ｃ Ｐ Ｕ を 採 用 し た 計 算 装 置 に お い て も 、 メ モ リ 使 用 量

の 少 な い 高 速 な 乗 算 を 実 現 す る こ と に あ る 。

【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】

　 本 発 明 の 計 算 装 置 で は 、2 5 5 ×2 5 5 の 乗 算 テ ー ブ ル を 設 け て 乗 算 を 行

う 代 わ り に 、0 ～5 1 0 の 二 乗 テ ー ブ ル を 設 け て

　 　 　 　 　
4

)()( 22 nmnm
s

−−+=
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と い う 計 算 を 行 う こ と に よ っ て 、 上 記 課 題 を 解 決 し て い る 。

【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】

（ 省 略 ）

【 発 明 の 実 施 の 形 態 】

　 本 発 明 で は 、0 ～5 1 0 の 二 乗 テ ー ブ ル の 値 を 参 照 す る こ と よ っ て 、 乗

算 器 を 用 い る こ と な く 、（ ｍ ＋ ｎ ） 2 と（ ｍ － ｎ ） 2 の 値 を 計 算 す る 。 し

た が っ て 、 自 然 数 ｍ を ｎ 回 加 算 す る 場 合 よ り も 計 算 時 間 が 少 な く 済 み 、

し か も 、 一 定 時 間 で 計 算 さ れ る こ と が 保 証 さ れ る 。 ま た 、 こ の 二 乗 テ ー

ブ ル が 必 要 と す る メ モ リ 空 間 は 約 1 キ ロ バ イ ト （5 1 1 個×2 バ イ ト ） な

の で 、2 5 5 ×2 5 5 の 乗 算 テ ー ブ ル が 必 要 と す る 約 1 2 8 キ ロ バ イ ト （ 2 5 6

個× 2 5 6 個×2 バ イ ト ） の メ モ リ 空 間 よ り 遥 か に 少 な く て 済 み 、 し か も 、

8 ビ ッ ト Ｃ Ｐ Ｕ が 直 接 管 理 で き る メ モ リ 空 間 で あ る 6 4 キ ロ バ イ ト 内 で

収 め る こ と が で き る 。

　 ま た 、4 に よ る 除 算 は 、 右 ビ ッ ト シ フ ト 演 算 を 2 ビ ッ ト 分 行 う こ と に

よ っ て 実 現 す る こ と が で き る 。 例 え ば 、1 0 進数の 1 2 （2 進数の 1 1 0 0 ）

に 対 し て 右 ビ ッ ト シ フ ト 演 算 を 行 う 場 合 、

　 　 　1 2 ＝ 1 1 0 0

　 　 　 　6 ＝ 0 1 1 0 　 右 ビ ッ ト シ フ ト 演 算 （1 回目）

　 　 　 　3 ＝ 0 0 1 1 　 右 ビ ッ ト シ フ ト 演 算 （2 回目）

と な る 。 こ の こ と か ら 解 か る よ う に 、 右 ビ ッ ト シ フ ト 演 算 を 2 回 行 う

こ と に よ り 、1 2 （1 0 進 数 ） が 3 （1 0 進 数 ） と な っ て お り 、4 に よ る 除

算 が 実 現 さ れ て い る 。

　 し た が っ て 、8 ビ ッ ト Ｃ Ｐ Ｕ な ど 、 加 減 算 器 や ビ ッ ト シ フ ト 演 算 器 を

有 す る も の の 、 乗 除 算 器 を 有 し な い 上 に 直 接 管 理 で き る メ モ リ 空 間 の 小

さ い Ｃ Ｐ Ｕ を 採 用 し た 計 算 装 置 に お い て も 、 計 算 時 間 が 少 な く 、 し か も

メ モ リ 使 用 量 の 少 な い 乗 算 が 実 現 さ れ た 。

【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】

（ 省 略 ）

【 図 面 】

（ 省 略 ）

［ 結 論 ］

【 請 求 項 1 】「 発 明 」 に 該 当 し な い
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【 請 求 項 2 】「 発 明 」 に 該 当 し な い

【 請 求 項 3 】「 発 明 」 に 該 当 し な い

【 請 求 項 4 】「 発 明 」 に 該 当 す る

［ 説 明 ］

　 【 請 求 項 1 】 に 係 る 発 明 は 、

「 自 然 数 ｎ と ｍ （ た だ し 、1 ≦ ｎ ≦ ｍ ＜2 5 6 ） と の 乗 算 ｓ を 、

　 　 　 　 　
4

)()( 22 nmnm
s

−−+=

に よ っ て 計 算 す る 計 算 方 法 。」

で あ る 。

【 請 求 項 1 】 に 係 る 発 明 は 、 数 式 の 計 算 そ の も の で あ り 、 自 然 法 則 を 利

用 し て い な い も の に 該 当 す る か ら 、「 発 明 」 に 該 当 し な い 。

　 【 請 求 項 2 】 に 係 る 発 明 は 、

「 自 然 数 ｎ と ｍ （ た だ し 、1 ≦ ｎ ≦ ｍ ＜2 5 6 ） と の 乗 算 ｓ を 、

　 　 　 　 　
4

)()( 22 nmnm
s

−−+=

に よ っ て 計 算 す る 計 算 装 置 。」

で あ る 。

　 　 　 　 　
4
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　 な る 乗 算 を 実 現 す る た め の 計 算 式 を 、 計 算 装 置 に よ っ て 計 算 す る と い

う だ け で は 、 計 算 処 理 を 実 行 す る ソ フ ト ウ エ ア と ハ ー ド ウ エ ア 資 源 と が

協 働 し て い る と は い え な い か ら 、【 請 求 項 2 】 に 係 る 発 明 は 、 ソ フ ト ウ

エ ア に よ る 情 報 処 理 が ハ ー ド ウ エ ア 資 源 を 用 い て 具 体 的 に 実 現 さ れ て い

る と は い え な い 。

　 し た が っ て 、【 請 求 項 2 】 に 係 る 発 明 は 、「 発 明 」 に 該 当 し な い 。

　 【 請 求 項 3 】 に 係 る 発 明 は 、

「 自 然 数 ｎ と ｍ を 入 力 す る 入 力 手 段 （ た だ し 、1 ≦ ｎ ≦ ｍ ＜2 5 6 ） と 、

演 算 手 段 と 、

上 記 演 算 手 段 に よ る 演 算 結 果 ｓ を 出 力 す る 出 力 手 段 、

と を 備 え る こ と に よ っ て 、

　 　 　 　 　
4

)()( 22 nmnm
s

−−+=

を 計 算 す る 計 算 装 置 。」
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で あ る 。

　 【 請 求 項 3 】 に 係 る 発 明 に は 、 入 力 手 段 、 演 算 手 段 、 出 力 手 段 が 含 ま

れ て い る も の の 、 こ れ ら のハ ー ド ウ エ ア 資 源 は 乗 算 計 算 を 実 行 す る ソ フ

ト ウ エ ア と 何 ら 協 働 し て い な い か ら 、 ソ フ ト ウ エ ア に よ る 情 報 処 理 が ハ

ー ド ウ エ ア 資 源 を 用 い て 具 体 的 に 実 現 さ れ て い る と は い え な い 。

　 し た が っ て 、【 請 求 項 3 】 に 係 る 発 明 は 「発 明 」 に 該 当 し な い 。

　 【 請 求 項 4 】 に 係 る 発 明 は 、

「 自 然 数 ｎ と ｍ を 入 力 す る 入 力 手 段 （ た だ し 、1 ≦ ｎ ≦ ｍ ＜2 5 6 ） と 、

ｋ 番 目 に ｋ 2 の 値 が 格 納 さ れ た 二 乗 テ ー ブ ル（ た だ し 、0 ≦ ｋ＜5 1 1 ）と、

加 減 算 器 及 び シ フ ト 演 算 器 か ら な る 演 算 手 段 と 、

上 記 演 算 手 段 に よ る 演 算 結 果 ｓ を 出 力 す る 出 力 手 段 、

と を 備 え 、 上 記 演 算 手 段 が 上 記 二 乗 テ ー ブ ル を 参 照 し て 二 乗 の 値 を 導 出

す る こ と に よ り 、 乗 除 算 器 を 用 い る こ と な く 、

　 　 　 　 　
4

)()( 22 nmnm
s
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を 計 算 す る 計 算 装 置 。」

で あ る 。

　 【 請 求 項 4 】 に 係 る 発 明 は 、 乗 除 算 器 を 有 し な い 、 加 減 算 器 及 び シ フ

ト 演 算 器 か ら な る 演 算 手 段 を 備 え た 計 算 装 置 で あ っ て も 、 二 乗 テ ー ブ ル

を 設 け る こ と に よ り 、 上 記 演 算 手 段 が 該 二 乗 テ ー ブ ル を 用 い て 二 乗 の 値
2)( nma += ， 2)( nmb −= を 導 出 し 、 該 導 出 さ れ た 二 乗 の 値 を 数 式

2)(
4

)()( 22

>>−=−−+= ba
nmnm

s 　（> > 2 は 右 ビ ッ ト シ フ ト を 2 回 行 う 記 号 ）

に し た が っ て 加 減 算 器 に よ っ て 減 算 し た 後 に シ フ ト 演 算 器 に よ っ て 右 ビ

ッ ト シ フ ト 演 算 を し て お り 、 ソ フ ト ウ エ ア と ハ ー ド ウ エ ア 資 源 と が 協 働

し た 情 報 処 理 装 置 が 実 現 さ れ て い る 。 し た が っ て 、 ソ フ ト ウ エ ア に よ る

情 報 処 理 が ハ ー ド ウ エ ア 資 源 を 用 い て 具 体 的 に 実 現 さ れ て い る と い え る 。

　 し た が っ て 、【 請 求 項 4 】 に 係 る 発 明 は 「 発 明 」 に 該 当 す る 。

（ 注 ） な お 、【 請 求 項 1 】 に 係 る 発 明 が 「 発 明 」 に 該 当 す る か 否 か を 判

断 す る に あ た っ て は 、 ソ フ ト ウ エ ア 関 連 発 明 特 有 の 判 断 や 取 扱 い が 必 要

で な い こ と か ら 、「 産 業 上 利 用 す る こ と が で き る 発 明 の 審 査 基 準 」 に よ

り 判 断 を 行 っ た 。
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事 例 2 - 2  ネ ッ ト ワ ー ク 配 信 記 事 保 存 方 法 （ ビ ジ ネ ス 分 野 ）

（ ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 配 信 さ れ る 記 事 の ソ フ ト ウ エ ア に よ る 保 存 処 理

が ハ ー ド ウ エ ア 資 源 を 用 い て 具 体 的 に 実 現 さ れ て い る も の ）

【 発 明 の 名 称 】

ネ ッ ト ワ ー ク 配 信 記 事 保 存 方 法

【 特 許 請 求 の 範 囲 】

【 請 求 項 1 】

　 受 信 手 段 が 、 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 配 信 さ れ る 記

事 を 受 信 す る ス テ ッ プ 、
　 表 示 手 段 が 、 受 信 し た 記 事 を 表 示 す る ス テ ッ プ 、

　 ユ ー ザ が 、 該 記 事 の 文 章 中 に 所 定 の キ ー ワ ー ド が 存 在

す る か 否 か を 判 断 し 、 存 在 し た 場 合 に 保 存 指 令 を 記 事 保

存 実 行 手 段 に 与 え る ス テ ッ プ 、

　 前 記 記 事 保 存 実 行 手 段 が 、 保 存 指 令 が 与 え ら れ た 記 事
を 記 事 記 憶 手 段 に 記 憶 す る ス テ ッ プ か ら 構 成 さ れ る ネ ッ

ト ワ ー ク 配 信 記 事 保 存 方 法 。

【 請 求 項 1 】
「 発 明 」 に

該 当 し な
い 。

【 請 求 項 2 】

　 受 信 手 段 が 、 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 配 信 さ れ る 記

事 を 受 信 す る ス テ ッ プ 、
　 表 示 手 段 が 、 受 信 し た 記 事 を 表 示 す る ス テ ッ プ 、

　 記 事 保 存 判 断 手 段 が 、 該 記 事 の 文 章 中 に 所 定 の キ ー ワ

ー ド が 存 在 す る か 否 か を 判 断 し 、 存 在 し た 場 合 に 保 存 指

令 を 記 事 保 存 実 行 手 段 に 与 え る ス テ ッ プ 、

　 前 記 記 事 保 存 実 行 手 段 が 、 保 存 指 令 が 与 え ら れ た 記 事
を 記 事 記 憶 手 段 に 記 憶 す る ス テ ッ プ か ら 構 成 さ れ る ネ ッ

ト ワ ー ク 配 信 記 事 保 存 方 法 。

【 請 求 項 2 】
「 発 明 」 に

該 当 す る 。

【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】

【 発 明 の 属 す る 技 術 分 野 】

　 本 発 明 は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 等 の 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 配 信 さ れ る

記 事 を 保 存 す る 方 法 に 関 す る 。

【 従 来 の 技 術 】

　 イ ン タ ー ネ ッ ト 等 の 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 、 記 事 を 配 信 す る 方 法

は 既 に 知 ら れ て お り 、 こ の 記 事 を す べ て 保 存 し て お く 技 術 も 既 に 知 ら れ

て い る 。

【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】

　 し か し 、 配 信 さ れ た 記 事 中 に 保 存 が 必 要 な も の は そ れ ほ ど な い も の も

多 く 、 全 て の 配 信 記 事 を 取 っ て お く こ と は 記 憶 容 量 の 無 駄 で あ る 。
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　 本 発 明 は 、 配 信 さ れ た 記 事 の う ち 、 保 存 す る 必 要 が あ る も の を 選 択 し

て 保 存 す る こ と に よ り 、 保 存 に 使 わ れ る 記 憶 容 量 を 削 減 す る こ と を 目 的

と す る 。

【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】

（ 省 略 ）

【 発 明 の 実 施 の 形 態 】

　 本 発 明 の 第 1 の 実 施 例 は 、 配 信 さ れ た 記 事 が 保 存 す る 必 要 が あ る も の

か ど う か の 判 断 を 、 所 定 の キ ー ワ ー ド が 含 ま れ て い る か 否 か を 基 準 と し

て ユ ー ザ が 行 う 方 法 で あ る 。

　 ま ず 、 モ デ ム 等 の 受 信 手 段 が 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 等 の 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク

を 介 し て 配 信 さ れ る 記 事 を 受 信 す る 。 受 信 し た 記 事 は コ ン ピ ュ ー タ の 一

時 記 憶 手 段 に 格 納 し て お く 。

　 次 に 、 受 信 し た 記 事 を デ ィ ス プ レ イ 等 の 表 示 手 段 に 表 示 す る 。

　 そ し て 、 受 信 し 、 表 示 さ れ た 記 事 の 文 章 中 に 所 定 の キ ー ワ ー ド が 存 在

す る か ど う か を 、 ユ ー ザ が 判 断 し 、 存 在 す る と 判 断 さ れ た 場 合 に は 、 記

事 保 存 指 令 を 記 事 保 存 実 行 手 段 に 与 え る 。 こ の 具 体 的 実 現 は 、 ユ ー ザ が

記 事 を 読 ん で 記 事 中 に 予 め 決 め て お い た キ ー ワ ー ド が あ る か ど う か を 判

断 し 、 予 め 決 め て お い た キ ー ワ ー ド が あ る 記 事 を キ ー ボ ー ド ・ マ ウ ス 等

を 用 い て 指 定 し 、 該 指 定 を 記 事 保 存 指 令 と す る 構 成 と す れ ば よ い 。

　 更 に 、 記 事 保 存 実 行 手 段 は 、 記 事 保 存 指 令 が 記 事 保 存 判 断 手 段 か ら 与

え ら れ た 場 合 に 、 該 記 事 を 記 事 記 憶 手 段 に 格 納 す る 。

　 本 発 明 の 第 2 の 実 施 例 は 、 配 信 さ れ た 記 事 が 保 存 す る 必 要 が あ る も の

か ど う か の 判 断 を 、 所 定 の キ ー ワ ー ド が 含 ま れ て い る か 否 か を 基 準 と し

て コ ン ピ ュ ー タ が 行 う 方 法 で あ る 。

　 ま ず 、 モ デ ム 等 の 受 信 手 段 が 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 等 の 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク

を 介 し て 配 信 さ れ る 記 事 を 受 信 す る 。 受 信 し た 記 事 は コ ン ピ ュ ー タ の 一

時 記 憶 手 段 に 格 納 し て お く 。

　 次 に 、 受 信 し た 記 事 を デ ィ ス プ レ イ 等 の 表 示 手 段 に 表 示 す る 。

　 そ し て 、 受 信 し 、 表 示 さ れ た 記 事 の 文 章 中 に 所 定 の キ ー ワ ー ド が 存 在

す る か ど う か を 、 記 事 保 存 判 断 手 段 が 判 断 し 、 存 在 す る と 判 断 さ れ た 場

合 に は 、記 事 保 存 指 令 を 記 事 保 存 実 行 手 段 に 与 え る 。こ の 具 体 的 実 現 は 、

所 定 の キ ー ワ ー ド を 予 め メ モ リ 等 の 記 憶 手 段 に 記 憶 し て お き 、 一 時 記 憶

手 段 に 格 納 さ れ て い る 受 信 し た 記 事 の 文 章 と 、 記 憶 さ れ て い る 所 定 の キ

ー ワ ー ド と の マ ッ チ ン グ を 行 っ て 、 キ ー ワ ー ド が 文 章 中 に 存 在 す る か 否

か の 判 断 を 行 う よ う 構 成 す れ ば よ い 。

　 更 に 、 記 事 保 存 実 行 手 段 は 、 記 事 保 存 指 令 が 記 事 保 存 判 断 手 段 か ら 与
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え ら れ た 場 合 に 、 該 記 事 を 記 事 記 憶 手 段 に 格 納 す る 。

【 発 明 の 効 果 】

　 本 発 明 に よ れ ば 、 ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 配 信 さ れ た 記 事 の う ち 、 保 存

す る 必 要 が あ る 記 事 の み を 保 存 す る こ と が で き る の で 、 記 事 を 取 っ て お

く た め の 記 憶 容 量 が 削 減 で き る 。

【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】

（ 省 略 ）

【 図 面 】

（ 省 略 ）

［ 結 論 ］

【 請 求 項 1 】「 発 明 」 に 該 当 し な い

【 請 求 項 2 】「 発 明 」 に 該 当 す る

［ 説 明 ］

　 【 請 求 項 1 】 に 係 る 発 明 は 、

　 「 受 信 手 段 が 、 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 配 信 さ れ る 記 事 を 受 信 す る

ス テ ッ プ 、

　 表 示 手 段 が 、 受 信 し た 記 事 を 表 示 す る ス テ ッ プ 、

　 ユ ー ザ が 、 該 記 事 の 文 章 中 に 所 定 の キ ー ワ ー ド が 存 在 す る か 否 か を 判

断 し 、 存 在 し た 場 合 に 保 存 指 令 を 記 事 保 存 実 行 手 段 に 与 え る ス テ ッ プ 、

　 前 記 記 事 保 存 実 行 手 段 が 、 保 存 指 令 が 与 え ら れ た 記 事 を 記 事 記 憶 手 段

に 記 憶 す る ス テ ッ プ か ら 構 成 さ れ る ネ ッ ト ワ ー ク 配 信 記 事 保 存 方 法 。」

で あ る 。

　 【 請 求 項 1 】 に 係 る 発 明 は 、 記 事 の 文 章 中 に 所 定 の キ ー ワ ー ド が 存 在

す る か 否 か を 判 断 し 、 存 在 し た 記 事 を 保 存 す る と い う 、 人 間 の 精 神 活 動

に 基 づ い て 行 わ れ る 処 理 で あ り 、 ま た 、【 請 求 項 1 】 に 係 る 発 明 は コ ン

ピ ュ ー タ の 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク を 利 用 し て い る も の の 、 ソ フ ト ウ エ ア と ハ

ー ド ウ エ ア 資 源 と が 協 働 す る こ と に よ り 構 築 さ れ た 情 報 処 理 シ ス テ ム の

動 作 方 法 と は い え な い の で 、 ソ フ ト ウ エ ア に よ る 情 報 処 理 が ハ ー ド ウ エ

ア 資 源 を 用 い て 具 体 的 に 実 現 さ れ て い る と は い え な い 。

　 し た が っ て 、【 請 求 項 1 】 に 係 る 発 明 は 、「 発 明 」 に は 該 当 し な い 。

　 【 請 求 項 2 】 に 係 る 発 明 は 、

「 受 信 手 段 が 、 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 配 信 さ れ る 記 事 を 受 信 す る ス

テ ッ プ 、
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　 表 示 手 段 が 、 受 信 し た 記 事 を 表 示 す る ス テ ッ プ 、

　 記 事 保 存 判 断 手 段 が 、 該 記 事 の 文 章 中 に 所 定 の キ ー ワ ー ド が 存 在 す る

か 否 か を 判 断 し 、 存 在 し た 場 合 に 保 存 指 令 を 記 事 保 存 実 行 手 段 に 与 え る

ス テ ッ プ 、

　 前 記 記 事 保 存 実 行 手 段 が 、 保 存 指 令 が 与 え ら れ た 記 事 を 記 事 記 憶 手 段

に 記 憶 す る ス テ ッ プ か ら 構 成 さ れ る ネ ッ ト ワ ー ク 配 信 記 事 保 存 方 法 。」

で あ る 。

　 【 請 求 項 2 】 に 係 る 発 明 は 、 記 事 の 文 章 中 に 所 定 の キ ー ワ ー ド が 存 在

す る か 否 か を 判 断 し 、 存 在 し た 記 事 を 保 存 す る と い う 処 理 が 、 保 存 判 断

手 段 、 記 事 保 存 実 行 手 段 及 び 記 事 記 憶 手 段 と い う 、 ソ フ ト ウ エ ア と ハ ー

ド ウ エ ア 資 源 と が 協 働 し た 具 体 的 手 段 に よ っ て 実 現 さ れ た も の で あ る か

ら 、 ソ フ ト ウ エ ア に よ る 情 報 処 理 が ハ ー ド ウ エ ア 資 源 を 用 い て 具 体 的 に

実 現 さ れ て い る と い え る 。

　 し た が っ て 、【 請 求 項 2 】 に 係 る 発 明 は 、「 発 明 」 に 該 当 す る 。
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事 例 2 - 3  商 品 の 売 上 げ 予 測 プ ロ グ ラ ム （ ビ ジ ネ ス 分 野 ）

（ ソ フ ト ウ エ ア に よ る 商 品 の 売 上 げ 予 測 処 理 が ハ ー ド ウ エ ア 資 源 を 用 い

て 具 体 的 に 実 現 さ れ て い る も の ）

【発明の名称】

　商 品 の 売 上 げ 予 測 プ ロ グ ラ ム 及 び 当 該 予 測 プ ロ グ ラ ム を 記 録 し た コ ン

ピ ュ ー タ 読 み 取 り 可 能 な 記 録 媒 体 、 並 び に 商 品 の 売 上 げ 予 測 装 置

【特許請求の範囲】

【 請 求 項 1 】

　 種 々 の 商 品 の 売 上 げ を 予 測 す る た め に コ ン ピ ュ ー タ

を 、

　 売 上 げ を 予 測 し よ う と す る 日 を 入 力 す る 手 段 、

　 予 め 過 去 の 売 上 げ 実 績 デ ー タ を 記 録 し て お く 売 上 げ デ
ー タ 記 録 手 段 、

　 予 め 変 動 条 件 デ ー タ を 記 録 し て お く 変 動 条 件 デ ー タ 記

録 手 段 、

　 予 め 補 正 ル ー ル を 記 録 し て お く 補 正 ル ー ル 記 録 手 段 、

　 過 去 数 週 間 の 予 測 し よ う と す る 日 と 同 じ 曜 日 の 売 上 げ
実 績 デ ー タ を 売 上 げ デ ー タ 記 録 手 段 か ら 読 み 出 し 平 均 し

て 第 1 の 予 測 値 を 得 る 手 段 、

　 変 動 条 件 デ ー タ 記 録 手 段 か ら 商 品 の 売 上 げ を 予 測 し よ

う と す る 日 の 変 動 条 件 デ ー タ を 読 み 出 し 、 該 変 動 条 件 デ

ー タ に 基 づ き 補 正 ル ー ル 記 録 手 段 に 記 録 さ れ た 補 正 ル ー
ル の 中 か ら 適 用 す べ き 補 正 ル ー ル を 選 択 す る 手 段 、

　 適 用 す べ き 補 正 ル ー ル に 基 づ き 第 1 の 予 測 値 を 補 正 し

て 第 2 の 予 測 値 を 得 る 手 段 、

　 第 2 の 予 測 値 を 出 力 す る 手 段 、

と し て 機 能 さ せ る た め の 商 品 の 売 上 げ 予 測 プ ロ グ ラ ム 。

【 請 求 項 1 】
「 発 明 」 に

該 当 す る 。

【 請 求 項 2 】

　 種 々 の 商 品 の 売 上 げ を 予 測 す る た め に コ ン ピ ュ ー タ

を 、

　 売 上 げ を 予 測 し よ う と す る 日 を 入 力 す る 手 段 、

　 予 め 過 去 の 売 上 げ 実 績 デ ー タ を 記 録 し て お く 売 上 げ デ
ー タ 記 録 手 段 、

　 予 め 変 動 条 件 デ ー タ を 記 録 し て お く 変 動 条 件 デ ー タ 記

録 手 段 、

　 予 め 補 正 ル ー ル を 記 録 し て お く 補 正 ル ー ル 記 録 手 段 、

　 過 去 数 週 間 の 予 測 し よ う と す る 日 と 同 じ 曜 日 の 売 上 げ
実 績 デ ー タ を 売 上 げ デ ー タ 記 録 手 段 か ら 読 み 出 し 平 均 し

て 第 1 の 予 測 値 を 得 る 手 段 、

【 請 求 項 2 】
「 発 明 」 に

該 当 す る 。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43

　 変 動 条 件 デ ー タ 記 録 手 段 か ら 商 品 の 売 上 げ を 予 測 し よ

う と す る 日 の 変 動 条 件 デ ー タ を 読 み 出 し 、 該 変 動 条 件 デ

ー タ に 基 づ き 補 正 ル ー ル 記 録 手 段 に 記 録 さ れ た 補 正 ル ー

ル の 中 か ら 適 用 す べ き 補 正 ル ー ル を 選 択 す る 手 段 、

　 適 用 す べ き 補 正 ル ー ル に 基 づ き 第 1 の 予 測 値 を 補 正 し
て 第 2 の 予 測 値 を 得 る 手 段 、

　 第 2 の 予 測 値 を 出 力 す る 手 段 、

と し て 機 能 さ せ る た め の 商 品 の 売 上 げ 予 測 プ ロ グ ラ ム を

記 録 し た コ ン ピ ュ ー タ 読 み 取 り 可 能 な 記 録 媒 体 。

【請求項 3】
　種々の商品の売上げを予測する装置であって、

　売上げを予測しようとする日を入力する手段、

　予め過去の売上げ実績データを記録しておく売上げデ

ータ記録手段、

　予め変動条件データを記録しておく変動条件データ記
録手段、

　予め補正ルールを記録しておく補正ルール記録手段、

　過去数週間の予測しようとする日と同じ曜日の売上げ

実績データを売上げデータ記録手段から読み出し平均し

て第 1 の予測値を得る手段、
　変動条件データ記録手段から商品の売上げを予測しよ

うとする日の変動条件データを読み出し、該変動条件デ

ータに基づき補正ルール記録手段に記録された補正ルー

ルの中から適用すべき補正ルールを選択する手段、

　適用すべき補正ルールに基づき第 1 の予測値を補正し
て第 2 の予測値を得る手段、

　第 2 の予測値を出力する手段、

からなる商品の売上げ予測装置。

【 請 求 項 3 】
「 発 明 」 に

該 当 す る。

【発明の詳細な説明】

【発明の属する技術分野】

　本発明は、小売店の商品発注に必要な売上げの予測値を得るためのシ

ステムに関し、特に、スーパーマーケットなどの量販店が需要変動の大

きい日配品などの種々の商品の特定の日における売上げを予測するため

に好適な売上げ予測システムに関する。

【従来の技術】

　スーパーマーケットのような量販店における日配品などの商品の売上

げは、曜日、日にち、天気、競合店の状況（サービスデー、閉店日など）、

地域コミュニティ内で開催されるイベントなどの要因による需要変動が

大きい。そこで、商品を発注する際には、在庫管理責任者の経験から将

来の売上げを予測し、発注を行っていた。

　このため、在庫管理責任者の経験が浅い場合には、予測に時間がかか
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るという問題があった。また、変動要因の見逃しなどが起こりやすく、

予測の精度が悪いという問題もあった。

【発明が解決しようとする課題】

　したがって、本発明が解決しようとする課題は、在庫管理責任者の経

験に頼らず、一定の予測結果を短時間で得ることができる売上げ予測シ

ステムを提供することにある。

【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】

（ 省 略 ）

【発明の実施の形態】

　第 1 図は、本発明の売上げ予測装置のシステム構成図であり、第 2 図

は該装置により実行される処理のフローである。

　まず、キーボードなどの入力装置から売上げを予測しようとする日が

入力される。

　ここで、売上げファイルには予め過去の売上げ実績が日付と曜日に対

応して記録されている。

　中央処理装置は、メインメモリ中の制御プログラムの指令を受け、売

上げファイルから過去数週間の予測しようとする日と同じ曜日のデータ

を読み出し、該過去数週間のデータの平均を算出する。算出された値は

第 1 の予測値として使用される。なお、経験的に過去 3～4 週間のデー

タの平均を用いると好ましい結果が得られることが知られている。

　次いで、中央処理装置は、メインメモリ中の制御プログラムの指令を

受け、変動条件データファイルから商品の売上げを予測しようとする日

の変動条件データ（例えば天気予報から得られた予測しようとする日の

降雨確率）を読み出し、該変動条件データに基づき補正ルールファイル

に予め記録された補正ルールの中から適用すべき補正ルールを読み出す。

（注．補正ルールとは、例えば「午前・午後とも雨の日は売上げが 3 割

減る」といったもの。実施例には補正ルールをどのように定めるかが詳

述されているとする。）

　更に、中央処理装置は、メインメモリ中の制御プログラムの指令を受

け、上記変動条件データに応じた補正ルールに基づいて第 1 の予測値を

補正して第 2 の予測値を決定する。

　第 2 の予測値は最終的な予測値としてプリンタなどの出力装置から出

力される。

【実施例】

（発明の実施の形態の各手段や補正ルールの定め方などが説明されてい

る。）
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【図面の簡単な説明】

（省略）

【図面】

　【図 1】

入力装置 出力装置

メインメモリ

制御プログラム

ファイル装置

・ 変動条件データファイル

・ 補正ルールファイル

・ 売上げデータファイル

中央処理装置
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【図 2】

［ 結 論 ］

【 請 求 項 1 】「 発 明 」 に 該 当 す る

【 請 求 項 2 】「 発 明 」 に 該 当 す る

【 請 求 項 3 】「 発 明 」 に 該 当 す る

［ 説 明 ］

　 【 請 求 項 1 】 に 係 る 発 明 は 、

　 「 種 々 の 商 品 の 売 上 げ を 予 測 す る た め に コ ン ピ ュ ー タ を 、

　 売 上 げ を 予 測 し よ う と す る 日 を 入 力 す る 手 段 、

　 予 め 過 去 の 売 上 げ 実 績 デ ー タ を 記 録 し て お く 売 上 げ デ ー タ 記 録 手 段 、

　 予 め 変 動 条 件 デ ー タ を 記 録 し て お く 変 動 条 件 デ ー タ 記 録 手 段 、

　 予 め 補 正 ル ー ル を 記 録 し て お く 補 正 ル ー ル 記 録 手 段 、

売り上げを予測しようとする日を入力

売上げデータファイルから過去数週間の予

測日と同じ曜日の売上実績データを読み出

し平均して第 1 の予測値を決定

変動条件データファイルから商品の売上げ

を予測しようとする日の変動条件データを

読み出し、該変動条件データに基づき補正

ルールファイルに記録された補正ルールの

中から適用すべき補正ルールを選択

適用すべき補正ルールに基づき第 1 の予測
値を補正して第 2 の予測値を決定

第 2 の予測値を最終的な予測値として出力
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　 過 去 数 週 間 の 予 測 し よ う と す る 日 と 同 じ 曜 日 の 売 上 げ 実 績 デ ー タ を 売

上 げ デ ー タ 記 録 手 段 か ら 読 み 出 し 平 均 し て 第 1 の 予 測 値 を 得 る 手 段 、

　 変 動 条 件 デ ー タ 記 録 手 段 か ら 商 品 の 売 上 げ を 予 測 し よ う と す る 日 の 変

動 条 件 デ ー タ を 読 み 出 し 、 該 変 動 条 件 デ ー タ に 基 づ き 補 正 ル ー ル 記 録 手

段 に 記 録 さ れ た 補 正 ル ー ル の 中 か ら 適 用 す べ き 補 正 ル ー ル を 選 択 す る 手

段 、

　 適 用 す べ き 補 正 ル ー ル に 基 づ き 第 1 の 予 測 値 を 補 正 し て 第 2 の 予 測 値

を 得 る 手 段 、

　 第 2 の 予 測 値 を 出 力 す る 手 段 、

と し て 機 能 さ せ る た め の 商 品 の 売 上 げ 予 測 プ ロ グ ラ ム 」

で あ る 。

　 【 請 求 項 1 】 に 係 る 発 明 は 、 種 々 の 変 動 条 件 と 補 正 ル ー ル に 基 づ い て

売 上 げ 実 績 を 予 測 す る と い う 処 理 が 、 複 数 の 記 憶 手 段 と 、 該 記 憶 手 段 か

ら の デ ー タ の 読 み 出 し ・ 選 択 等 を 制 御 す る 手 段 と い う 、 ソ フ ト ウ エ ア と

ハ ー ド ウ エ ア 資 源 と が 協 働 し た 具 体 的 な 手 段 に よ り 実 現 さ れ て い る か ら 、

ソ フ ト ウ エ ア に よ る 情 報 処 理 が ハ ー ド ウ エ ア 資 源 を 用 い て 具 体 的 に 実 現

さ れ て い る と い え る 。

　 し た が っ て 、【 請 求 項 1 】 に 係 る 発 明 は 、「 発 明 」 に 該 当 す る 。

【 請 求 項 2 】 に 係 る 発 明 は 、

「 種 々 の 商 品 の 売 上 げ を 予測 す る た め に コ ン ピ ュ ー タ を 、

　 売 上 げ を 予 測 し よ う と す る 日 を 入 力 す る 手 段 、

　 予 め 過 去 の 売 上 げ 実 績 デ ー タ を 記 録 し て お く 売 上 げ デ ー タ 記 録 手 段 、

　 予 め 変 動 条 件 デ ー タ を 記 録 し て お く 変 動 条 件 デ ー タ 記 録 手 段 、

　 予 め 補 正 ル ー ル を 記 録 し て お く 補 正 ル ー ル 記 録 手 段 、

　 過 去 数 週 間 の 予 測 し よ う と す る 日 と 同 じ 曜 日 の 売 上 げ 実 績 デ ー タ を 売

上 げ デ ー タ 記 録 手 段 か ら 読 み 出 し 平 均 し て 第 1 の 予 測 値 を 得 る 手 段 、

　 変 動 条 件 デ ー タ 記 録 手 段 か ら 商 品 の 売 上 げ を 予 測 し よ う と す る 日 の 変

動 条 件 デ ー タ を 読 み 出 し 、 該 変 動 条 件 デ ー タ に 基 づ き 補 正 ル ー ル 記 録 手

段 に 記 録 さ れ た 補 正 ル ー ル の 中 か ら 適 用 す べ き 補 正 ル ー ル を 選 択 す る 手

段 、

　 適 用 す べ き 補 正 ル ー ル に 基 づ き 第 1 の 予 測 値 を 補 正 し て 第 2 の 予 測 値

を 得 る 手 段 、

　 第 2 の 予 測 値 を 出 力 す る 手 段 、

と し て 機 能 さ せ る た め の 商 品 の 売 上 げ 予 測 プ ロ グ ラ ム を 記 録 し た コ ン ピ

ュ ー タ 読 み 取 り 可 能 な 記 録 媒 体 」

で あ る 。
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　 【 請 求 項 2 】 に 係 る 発 明 は 、【 請 求 項 1 】 に 係 る 発 明 （ 商 品 の 売 上 げ 予

測 プ ロ グ ラ ム ） を 記 録 し た コ ン ピ ュ ー タ 読 み 取 り 可 能 な 記 録 媒 体で あ る

か ら 、【 請 求 項 1 】 に 係 る 発 明 と 同 様 、【 請 求 項 2 】 に 係 る 発 明 も「 発 明 」

に 該 当 す る 。

　 【 請 求 項 3 】 に 係 る 発 明 は 、

「 種 々 の 商 品 の 売 上 げ を 予 測 す る 装 置 で あ っ て 、

　 売 上 げ を 予 測 し よ う と す る 日 を 入 力 す る 手 段 、

　 予 め 過 去 の 売 上 げ 実 績 デ ー タ を 記 録 し て お く 売 上 げ デ ー タ 記 録 手 段 、

　 予 め 変 動 条 件 デ ー タ を 記 録 し て お く 変 動 条 件 デ ー タ 記 録 手 段 、

　 予 め 補 正 ル ー ル を 記 録 し て お く 補 正 ル ー ル 記 録 手 段 、

　 過 去 数 週 間 の 予 測 し よ う と す る 日 と 同 じ 曜 日 の 売 上 げ 実 績 デ ー タ を 売

上 げ デ ー タ 記 録 手 段 か ら 読 み 出 し 平 均 し て 第 1 の 予 測 値 を 得 る 手 段 、

　 変 動 条 件 デ ー タ 記 録 手 段 か ら 商 品 の 売 上 げ を 予 測 し よ う と す る 日 の 変

動 条 件 デ ー タ を 読 み 出 し 、 該 変 動 条 件 デ ー タ に 基 づ き 補 正 ル ー ル 記 録 手

段 に 記 録 さ れ た 補 正 ル ー ル の 中 か ら 適 用 す べ き 補 正 ル ー ル を 選 択 す る 手

段 、

　 適 用 す べ き 補 正 ル ー ル に 基 づ き 第 1 の 予 測 値 を 補 正 し て 第 2 の 予 測 値

を 得 る 手 段 、

　 第 2 の 予 測 値 を 出 力 す る 手 段 、

か ら な る 商 品 の 売 上 げ 予 測 装 置 。」

で あ る 。

　 【 請 求 項 3 】 に 係 る 発 明 （ 売 上 げ 予 測 装 置 ） は 、【 請 求 項 1 】 に 係 る 発

明（ 商 品 の 売 上 げ 予 測 プ ロ グ ラ ム ）と 協 働 し て 動 作 す る 情 報 処 理 装 置（ 機

械 ） で あ る か ら 、【 請 求 項 1 】 に 係 る 発 明 と 同 様 、【 請 求 項 3 】 に 係 る 発

明 も 「 発 明 」 に 該 当 す る 。
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事 例 2 - 4  ポ イ ン ト サ ー ビ ス 方 法 （ ビ ジ ネ ス 分 野 ）

（ ポ イ ン ト サ ー ビ ス の ソ フ ト ウ エ ア に よ る 贈 答 処 理 が ハ ー ド ウ エ ア 資 源

を 用 い て 具 体 的 に 実 現 さ れ て い る も の ）

(1) 本 願 発 明

【 発 明 の 名 称 】

ポ イ ン ト サ ー ビ ス 方 法

【 特 許 請 求 の 範 囲 】

【 請 求 項 1 】

　 テ レ ホ ン シ ョ ッ ピ ン グ で 商 品 を 購 入 し た 金 額 に 応 じ て

ポ イ ン ト を 与 え る サ ー ビ ス 方 法 に お い て 、

　 贈 与 す る ポ イ ン ト の 量 と 贈 答 先 の 名 前 が 電 話 を 介 し て

通 知 さ れ る ス テ ッ プ 、
　 贈 答 先 の 名 前 に 基 づ い て 顧 客 リ ス ト 記 憶 手 段 に 記 憶 さ

れ た 贈 答 先 の 電 話 番 号 を 取 得 す る ス テ ッ プ 、

　 前 記 ポ イ ン ト の 量 を 、 顧 客 リ ス ト 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ

た 贈 答 先 の ポ イ ン ト に 加 算 す る ス テ ッ プ 、 及 び

　 サ ー ビ ス ポ イ ン ト が 贈 与 さ れ た こ と を 贈 答 先 の 電 話 番
号 を 用 い て 電 話 に て 贈 答 先 に 通 知 す る ス テ ッ プ と か ら な

る サ ー ビ ス 方 法 。

【 請 求 項 1 】
「 発 明 」 に

該 当 し な

い 。

【 請 求 項 2 】

　 イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 店 で 商 品 を 購 入 し た 金 額 に 応 じ て

ポ イ ン ト を 与 え る サ ー ビ ス 方 法 に お い て 、
　 贈 与 す る ポ イ ン ト の 量 と 贈 答 先 の 名 前 が イ ン タ ー ネ ッ

ト を 介 し て 通 知 さ れ る ス テ ッ プ 、

　 贈 答 先 の 名 前 に 基 づ い て 顧 客 リ ス ト 記 憶 手 段 に 記 憶 さ

れ た 贈 答 先 の 電 子 メ ー ル ア ド レ ス を 取 得 す る ス テ ッ プ 、

　 前 記 ポ イ ン ト の 量 を 、 顧 客 リ ス ト 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ
た 贈 答 先 の ポ イ ン ト に 加 算 す る ス テ ッ プ 、 及 び

　 サ ー ビ ス ポ イ ン ト が 贈 与 さ れ た こ と を 贈 答 先 の 電 子 メ

ー ル ア ド レ ス を 用 い て 電 子 メ ー ル に て 贈 答 先 に 通 知 す る

ス テ ッ プ と か ら な る サ ー ビ ス 方 法 。

【 請 求 項 2 】
「 発 明 」 に

該 当 し な
い 。

【 請 求 項 3 】
　 イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 店 で 商 品 を 購 入 し た 金 額 に 応 じ て

ポ イ ン ト を 与 え る サ ー ビ ス 方 法 に お い て 、

　 贈 与 す る ポ イ ン ト の 量 と 贈 答 先 の 名 前 が イ ン タ ー ネ ッ

ト を 介 し て サ ー バ ー に 入 力 さ れ る ス テ ッ プ 、

　 サ ー バ ー が 、 贈 答 先 の 名 前 に 基 づ い て 顧 客 リ ス ト 記 憶
手 段 に 記 憶 さ れ た 贈 答 先 の 電 子 メ ー ル ア ド レ ス を 取 得 す

る ス テ ッ プ 、

【 請 求 項 3 】
「 発 明 」 に

該 当 す る 。
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　 サ ー バ ー が 、 前 記 ポ イ ン ト の 量 を 、 顧 客 リ ス ト 記 憶 手

段 に 記 憶 さ れ た 贈 答 先 の ポ イ ン ト に 加 算 す る ス テ ッ プ 、

及 び

　 サ ー バ ー が 、 サ ー ビ ス ポ イ ン ト が 贈 与 さ れ た こ と を 贈

答 先 の 電 子 メ ー ル ア ド レ ス を 用 い て 電 子 メ ー ル に て 贈 答
先 に 通 知 す る ス テ ッ プ と か ら な る サ ー ビ ス 方 法 。

【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】

【 発 明 の 属 す る 技 術 分 野 】

　 こ の 発 明 は 、 通 信 販 売 で 用 い る ポ イ ン ト サ ー ビ ス 方 法 に 関 す る 。

【 従 来 の 技 術 】

　 従 来 か ら 顧 客 の 購 入 金 額 に 応 じ て （ 例 え ば 一 定 の 割 合 の ） サ ー ビ ス ポ

イ ン ト を 与 え 、 た ま っ た サ ー ビ ス ポ イ ン ト の 量 に 応 じ て 商 品 、 商 品 券 、

金 銭 等 に 引 き 換 え る と い う サ ー ビ ス は 行 わ れ て い る 。

【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】

　 従 来 の ポ イ ン ト サ ー ビ ス 方 法 は 、 顧 客 管 理 等 の 問 題 か ら 、 通 信 販 売 で

は 実 現 さ れ て い な か っ た 。 ま た 、 同 様 の 問 題 か ら サ ー ビ ス ポ イ ン ト は 顧

客 本 人 し か 使 う こ と が で き ず 、 例 え 家 族 で あ っ て も サ ー ビ ス ポ イ ン ト を

他 に 譲 渡 し た り す る こ と が で き な か っ た 。

【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】

　 こ の 発 明 は 、 通 信 販 売 に お い て ポ イ ン ト サ ー ビ ス を 実 現 す る た め に 、

店 側 に 顧 客 リ ス ト （ 少 な く と も 、 顧 客 名 、 累 積 サ ー ビ ス ポ イ ン ト 、 顧 客

の 連 絡 先 か ら な る ） を 用 意 し て お く こ と に よ り 顧 客 毎 の サ ー ビ ス ポ イ ン

ト を 管 理 し 、 顧 客 が 通 信 販 売 に て 商 品 を 購 入 す る こ と に 応 じ て サ ー ビ ス

ポ イ ン ト を 加 算 す る よ う 構 成 さ れ て い る 。

　 そ し て 、 顧 客 か ら 他 の 顧 客 に サ ー ビ ス ポ イ ン ト を 贈 与 す る た め に 贈 与

先 の 名 前 と 贈 与 ポ イ ン ト が 通 知 さ れ る と 、 顧 客 リ ス ト に 登 録 さ れ て い る

贈 与 先 の サ ー ビ ス ポ イ ン ト を 加 算 す る と 共 に 、 登 録 さ れ て い る 連 絡 先 に

サ ー ビ ス ポ イ ン ト が 贈 与 さ れ た こ と を 通 知 す る 。

　 こ の 発 明 に お い て 、 顧 客 と 店 と の や り 取 り を 電 話 で 行 う 場 合 に は 、 顧

客 リ ス ト に 登 録 す る 連 絡 先 は 電 話 番 号 と し て お く の が よ い 。

　 ま た 、イ ン タ ー ネ ッ ト を 介 し て 顧 客 と 店 と の や り 取 り を 行 う 場 合 に は 、

顧 客 リ ス ト に 登 録 す る 連 絡 先 は 電 子 メ ー ル ア ド レ ス と し て お く の が よ い 。

　 更 に 、 こ の 発 明 は 店 側 に サ ー バ ー を 設 け る こ と で 、 以 下 の よ う に コ ン

ピ ュ ー タ 上 の 処 理 と し て 実 現 す る こ と も で き る 。
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　 イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 店 が 有 す る サ ー バ ー に 顧 客 リ ス ト （ 少 な く と も 、

顧 客 名 、 累 積 サ ー ビ ス ポ イ ン ト 、 顧 客 の 電 子 メ ー ル ア ド レ ス か ら な る ）

を 記 憶 し た デ ー タ ベ ー ス を 設 け る こ と に よ り 顧 客 毎 の サ ー ビ ス ポ イ ン ト

を 管 理 し 、 顧 客 が イ ン タ ー ネ ッ ト 上 で 商 品 を 購 入 す る こ と に 応 じ て サ ー

ビ ス ポ イ ン ト を 加 算 す る よ う 構 成 す る 。

　 そ し て 、 顧 客 が 、 他 の 顧 客 に サ ー ビ ス ポ イ ン ト を 贈 与 し た い 場 合 は 、

電 子 メ ー ル に て 贈 与 先 の 名 前 と 贈 与 ポ イ ン ト を 前 記 サ ー バ ー に 通 知 す る

こ と に よ り 、 サ ー バ ー が 贈 与 先 の 名 前 か ら 顧 客 リ ス ト デ ー タ ベ ー ス を 検

索 し て 贈 与 さ れ た サ ー ビ ス ポ イ ン ト を 加 算 す る と 共 に 電 子 メ ー ル ア ド レ

ス を 取 り 出 し 、 自 動 的 に 贈 与 先 に サ ー ビ ス ポ イ ン ト が 贈 与 さ れ た こ と を

通 知 す る 。

【 発 明 の 実 施 の 形 態 】

　 ( 省略 )

【 実 施 例 】

　 ( 省略 )

【 発 明 の 効 果 】

　 こ の ポ イ ン ト サ ー ビ ス 方 法 に よ り 通 信 販 売 に お い て も 顧 客 に 対 す る ポ

イ ン ト サ ー ビ ス が 容 易 に 実 施 で き る よ う に な っ た 。 ま た 、 サ ー ビ ス ポ イ

ン ト を 他 者 に 贈 与 す る こ と が で き る た め サ ー ビ ス ポ イ ン ト の 使 用 価 値 が

大 き く な っ た 。

【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】

（ 省 略 ）

【 図 面 】

（ 省 略 ）

［ 結 論 ］

【 請 求 項 1 】「 発 明 」 に 該 当 し な い

【 請 求 項 2 】「 発 明 」 に 該 当 し な い

【 請 求 項 3 】「 発 明 」 に 該 当 す る

［ 説 明 ］

　 【 請 求 項 1 】 に 係 る 発 明 は 、

「 テ レ ホ ン シ ョ ッ ピ ン グ で 商 品 を 購 入 し た 金 額 に 応 じ て ポ イ ン ト を 与 え

る サ ー ビ ス 方 法 に お い て 、



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　52

　 贈 与 す る ポ イ ン ト の 量 と 贈 答 先 の 名 前 が 電 話 を 介 し て 通 知 さ れ る ス テ

ッ プ 、

　 贈 答 先 の 名 前 に 基 づ い て 顧 客 リ ス ト 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ た 贈 答 先 の 電

話 番 号 を 取 得 す る ス テ ッ プ 、

　 前 記 ポ イ ン ト の 量 を 、 顧 客 リ ス ト 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ た 贈 答 先 の ポ イ

ン ト に 加 算 す る ス テ ッ プ 、 及 び

　 サ ー ビ ス ポ イ ン ト が 贈 与 さ れ た こ と を 贈 答 先 の 電 話 番 号 を 用 い て 電 話

に て 贈 答 先 に 通 知 す る ス テ ッ プ と か ら な る サ ー ビ ス 方 法 」 で あ っ て 、

「 電 話 」、「 顧 客 リ ス ト 記 憶 手 段 」 と い う 手 段 を 使 用 す る も の で あ る が 、

こ の 発 明 は 全 体 と し て み れ ば こ れ ら 手 段 を 道 具 と し て 用 い る 人 為 的 取 決

め そ の も の で あ っ て 、「 自 然 法 則 を 利 用 し て い な い も の 」 に 該 当 す る 。

　 し た が っ て 、【 請 求 項 1 】 に 係 る 発 明 は 、「 発 明 」 に は 該 当 し な い 。

【 請 求 項 2 】 に 係 る 発 明 は 、

「 イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 店 で 商 品 を 購 入 し た 金 額 に 応 じ て ポ イ ン ト を 与 え

る サ ー ビ ス 方 法 に お い て 、

　 贈 与 す る ポ イ ン ト の 量 と 贈 答 先 の 名 前 が イ ン タ ー ネ ッ ト を 介 し て 通 知

さ れ る ス テ ッ プ 、

　 贈 答 先 の 名 前 に 基 づ い て 顧 客 リ ス ト 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ た 贈 答 先 の 電

子 メ ー ル ア ド レ ス を 取 得 す る ス テ ッ プ 、

　 前 記 ポ イ ン ト の 量 を 、 顧 客 リ ス ト 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ た 贈 答 先 の ポ イ

ン ト に 加 算 す る ス テ ッ プ 、 及 び

　 サ ー ビ ス ポ イ ン ト が 贈 与 さ れ た こ と を 贈 答 先 の 電 子 メ ー ル ア ド レ ス を

用 い て 電 子 メ ー ル に て 贈 答 先 に 通 知 す る ス テ ッ プ と か ら な る サ ー ビ ス 方

法 」 で あ っ て 、

「 イ ン タ ー ネ ッ ト 」、「 顧 客 リ ス ト 記 憶 手 段 」、「 電 子 メ ー ル 」 と い っ た 手

段 を 使 用 す る も の で あ る が 、 こ の 発 明 は 全 体 と し て み れ ば こ れ ら 手 段 を

道 具 と し て 用 い る 人 為 的 取 決 め そ の も の で あ っ て 、「 自 然 法 則 を 利 用 し

て い な い も の 」 に 該 当 す る 。

　 し た が っ て 、【 請 求 項 2 】 に 係 る 発 明 は 、「 発 明 」 に は 該 当 し な い 。

【 請 求 項 3 】 に 係 る 発 明 は 、

「 イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 店 で 商 品 を 購 入 し た 金 額 に 応 じ て ポ イ ン ト を 与 え

る サ ー ビ ス 方 法 に お い て 、

贈 与 す る ポ イ ン ト の 量 と 贈 答 先 の 名 前 が イ ン タ ー ネ ッ ト を 介 し て サ ー バ
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ー に 入 力 さ れ る ス テ ッ プ 、

サ ー バ ー が 、 贈 答 先 の 名 前 に 基 づ い て 顧 客 リ ス ト 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ た

贈 答 先 の 電 子 メ ー ル ア ド レ ス を 取 得 す る ス テ ッ プ 、

サ ー バ ー が 、 前 記 ポ イ ン ト の 量 を 、 顧 客 リ ス ト 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ た 贈

答 先 の ポ イ ン ト に 加 算 す る ス テ ッ プ 、 及 び

サ ー バ ー が 、 サ ー ビ ス ポ イ ン ト が 贈 与 さ れ た こ と を 贈 答 先 の 電 子 メ ー ル

ア ド レ ス を 用 い て 電 子 メ ー ル に て 贈 答 先 に 通 知 す る ス テ ッ プ と か ら な る

サ ー ビ ス 方 法 」 で あ る 。

　 【 請 求 項 3 】 に 係 る 発 明 は 、 サ ー バ ー に よ っ て 実 行 さ れ る ス テ ッ プ で

あ る か ら 、 ソ フ ト ウ エ ア に よ る 情 報 処 理 を 行 う も の で あ る と い え る 。

　

　 ま た 、【 請 求 項 3 】 に 係 る 発 明 は 、 サ ー バ ー が 「 顧 客 リ ス ト 記 憶 手 段 」

を 検 索 し て 贈 答 先 の 電 子 メ ー ル ア ド レ ス を 取 得 す る と 共 に 、「 顧 客 リ ス

ト 記 憶 手 段 」 に 記 憶 さ れ て い る 贈 答 先 の ポ イ ン ト に 加 算 し 、 取 得 し た 贈

答 先 の 電 子 メ ー ル ア ド レ ス に 対 し て 通 知 を 行 う と い う 処 理 を 、 ハ ー ド ウ

エ ア 資 源 で あ る コ ン ピ ュ ー タ を 用 い て 具 体 的 に 実 現 し た 情 報 処 理 シ ス テ

ム の 動 作 方 法 で あ る か ら 、 こ の 発 明 は 「 ソ フ ト ウ エ ア に よ る 情 報処 理 が

ハ ー ド ウ エ ア 資 源 を 用 い て 具 体 的 に 実 現 さ れ た も の 」 で あ る と い え る 。

　 し た が っ て 、【 請 求 項 3 】 に 係 る 発 明 は 「 発 明 」 に 該 当 す る 。

（ 注 ） な お 、【 請 求 項 1 】 乃 至 【 請 求 項 2 】 に 係 る 発 明 が 「 発 明 」 に 該

当 す る か 否 か を 判 断 す る に あ た っ て は 、 ソ フ ト ウ エ ア 関 連 発 明 特 有 の 判

断 や 取 扱 い が 必 要 で な い こ と か ら 、「 産 業 上 利 用 す る こ と が で き る 発 明

の 審 査 基 準 」 に よ り 判 断 を 行 っ た 。
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事例 2-5 ゲーム装置（ゲーム分野）
（ゲーム装置における「役」のソフトウエアによる情報処理がハードウエ

ア資源を用いて具体的に実現されているもの）

【発明の名称】

　ゲーム装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

　コンピュータを利用したカードゲーム装置において、

複数枚のカードの組み合わせの中から抽出された役の種
類に応じて異なる得点を求める得点算出手段を有するカ

ードゲーム装置。

【 請 求 項 1 】
「 発 明 」 に

該 当 し な
い 。

【請求項 2】

　コンピュータを利用したカードゲーム装置において、

複数枚のカードの組み合わせに対して所定の役データが

対応させられている役データテーブルと、役データに対
して得点データが対応させられている得点データテーブ

ルとを記憶する記憶手段と、

　選択された複数枚のカードの組み合わせを基に前記役

データテーブルを検索して対応する役データを抽出し、

該役データを基に前記得点データテーブルを検索して対
応する得点データを抽出し、抽出された前記役データの

全て及び前記得点データの合計得点を出力する手段とを

有するカードゲーム装置。

【 請 求 項 2 】
「 発 明 」 に

該 当 す る 。

【発明の詳細な説明】

【発明の属する技術分野】

  本発明は、コンピュータを利用したカードゲーム装置に関する。

【従来の技術】

  従来、コンピュータを利用したカードゲーム装置は、コンピュータに

より配られた例えば 5 枚のカードの任意の組み合わせに対して、コンピ

ュータが役となるカードの組み合わせを抽出し、抽出された役の個数に

応じて得点が決定され、その結果が表示されていた。

【発明が解決しようとする課題】

  しかしながら、役となる組み合わせには、それぞれ難易度が異なり、

全ての役に対して一律に得点を付与するのではゲーム性に乏しく、遊戯

者の興趣を損なう原因となっていた。

　そこで、本発明の課題は、役の種類に応じて付与される得点に差をつ
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けることにより、ゲーム性に富み遊戯者の興趣をそそるカードゲーム装

置を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

  本発明のカードゲーム装置では、複数枚のカードの組み合わせに対し

て所定の役データが対応させられている役データテーブルと、役データ

に対して得点データが対応させられている得点データテーブルとが別々

に記憶されており、この役データテーブルと得点データテーブルを順に

用いることにより、配られたカードに含まれる全ての役と合計得点とを

遊戯者に提示することにより、上記課題を解決している。

【発明の実施の形態】

  図 1 は、カードゲーム装置の構成図である。表示装置 1 とキーボード

やマウス等の入力手段 2 が、バス線 9 に接続されている。ＣＰＵ3 は、

ゲームプログラムを実行して表示すべき画像データの指示、カードの組

み合わせから役データ、それに対応する得点データの検索等を行う。Ｒ

ＡＭ4 は表示用の画像データを一旦格納するものであり、画像処理部 5

はＣＰＵ3 からの指示にしたがって必要な画像データを生成して表示装

置 1 に画像を表示する。

  本カードゲーム装置内のメモリには、大きく分けて 3 つのファイルが

格納される。

　第一のファイル 6 内には、ゲームプログラム 61、カード画像データ 62、

乱数表 63 等が記憶されている。第二のファイル 7 内には、カードの組

み合わせと対応する役データとを関連づけて記憶した役データテーブル

が記憶されている。更に、第三のファイル 8 内には、役データに対して

得点データを関連づけて記憶した得点データテーブルが記憶されている。

第二のファイル 7 と第三のファイル 8 とは別々に変更可能である。

  図 2 は、表示画面の例を示す図である。表示画面内には 5 枚のカード

が表示され、画面の上部には役データテーブルを検索して読み出した役

データ「Ａ、Ｂ」と、その役データにしたがって得点データテーブルを

検索して読み出して集計した得点「6 点」が表示されている。

  図 3 のフローチャートにしたがって、本ゲームプログラムによる動作

を説明する。（Ｓ1）ゲーム開始の指示が出されると、ゲームプログラム

にしたがって、乱数表を利用して 5 枚のカードが選択される。（Ｓ2）役

データテーブルにしたがって、選択されたカードの組み合わせの中に存

在する役になる組み合わせを検索し、検出した役データを読み出す。（Ｓ

3）その役データに対応する得点データを取得するために、得点データ

テーブルにしたがって役データを検索し、対応する得点データを取得し、

合計の得点を集計する。（Ｓ4）選択される 5 枚のカード及び取得した役



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　56

データと合計得点を、表示装置 1 の画面に図 2 の様に表示する。（Ｓ5）

カードの変更回数が所定の上限値に達したかを調べ、上限回数に達して

いれば終了し、そうでなければ（Ｓ6）に進む。（Ｓ6）遊戯者に変更す

るカードを指定するかを尋ね、指定しなければ終了し、指定されれば（Ｓ

7）へ進む。（Ｓ7）乱数表を利用して新しいカードを選択し、指定され

たカードを選択されたカードに置き換え（Ｓ2）に戻る。

  上記した、第二と第三のファイル 7、8 は、適宜別々に変更可能であ

る。したがって、カードゲーム装置が設置又は販売される国や地方など

によって役データや得点データを変更する場合に、適当なテーブルに書

換えることで、第一のファイル 6 内のデータを共通に利用することがで

き、書換えられるテーブルが小さくなるのでその工数は軽減される。

【発明の効果】

  本発明によれば、カードゲーム装置が、全ての役の抽出及びそれら各

役に対応する得点の合計得点を計算して表示するので、役の種類及び個

数に応じて合計得点が異なり、遊戯者の興趣をそそるカードゲームとな

る。また、変更可能な役データテーブルと得点データテーブルを別々に

設けたので、役データテーブル又は得点データテーブルを変更して、国

や地方によって、ルールの異なるカードゲーム装置を設置又は販売する

ことなどが柔軟にできる。

【図面の簡単な説明】

（省略）
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【図面】

【図 1】カードゲーム装置の構成

【図 2】表示画面の例

役　：A,B
得点：６点

表示装置 入力手段 CPU RAM 画像処理部

組合せ 役データ

xxx A

abc B

xyz B

xxx C

ゲームプログラム 6 1

カード画像データ 6 2

乱数表 63

役データ 得点データ

A 1

B 5

C 10

D 20

1 2 3 4 5

6 7 8

9
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【図 3】処理フロー

ゲームスタート

乱数表により５枚のカードを選択

役データテーブルに従って選択されたカードの組合せ

の中に存在する役を検索して役データを読み出す

得点データテーブルを検索して役データに対応する得

点データを読み出し合計の得点を集計する

選択された 5 枚のカード及び取得した役データと合計
得点を表示装置 1 の画面に表示する

カードの変更回数が所定

の上限回数に達したか

遊戯者が変更するカー

ドを指定したか

乱数表を利用して新しいカードを選択し、指定され

たカードを選択されたカードに置き替える

終了

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

Yes

No

No

Yes
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［ 結 論 ］

【 請 求 項 1 】「 発 明 」 に 該 当 し な い

【 請 求 項 2 】「 発 明 」 に 該 当 す る

［ 説 明 ］

　 【 請 求 項 1 】 に 係 る 発 明 は 、

「 コ ン ピ ュ ー タ を 利 用 し た カ ー ド ゲ ー ム 装 置 に お い て 、 複 数 枚 の カ ー ド

の 組 み 合 わ せ の 中 か ら 抽 出 さ れ た 役 の 種 類 に 応 じ て 異 な る 得 点 を 求 め る

得 点 算 出 手 段 を 有 す る カ ー ド ゲ ー ム 装 置 」

で あ る 。

　 【 請 求 項 1 】 に 係 る 発 明 は 、 複 数 枚 の カ ー ド の 組 み 合 わ せ の 中 か ら 抽 出

さ れ た 役 の 種 類 に 応 じ て 異 な る 得 点 を 求 め る と い う 処 理 （ 以 下 「 得 点 計

算 処 理 」 と い う ） が 得 点 算 出 手 段 な る 手 段 で 行 わ れ て い る と し て い る が 、

得 点 計 算 処 理 の ソ フ ト ウ エ ア と ハ ー ド ウ エ ア 資 源 が 協 働 し て カ ー ド ゲ ー

ム 装 置 を 構 築 し て い る と は い え ず 、 得 点 計 算 処 理 を 行 う た め の 情 報 処 理

は 具 体 的 に 実 現 さ れ て い な い か ら 、 ソ フ ト ウ エ ア に よ る 情 報 処 理 が ハ ー

ド ウ エ ア 資 源 を 用 い て 具 体 的 に 実 現 さ れ て い る と は い え な い 。

　 し た が っ て 、【 請 求 項 1 】 に 係 る 発 明 は 、「 自 然 法 則 を 利 用 し た 技 術 的 思

想 の 創 作 」 で は な い か ら 「 発 明 」 に 該 当 し な い 。

　 【 請 求 項 2 】 に 係 る 発 明 は 、

「 コ ン ピ ュ ー タ を 利 用 し た カ ー ド ゲ ー ム 装 置 に お い て 、 複 数 枚 の カ ー ド

の 組 み 合 わ せ に 対 し て 所 定 の 役 デ ー タ が 対 応 さ せ ら れ て い る 役 デ ー タ テ

ー ブ ル と 、 役 デ ー タ に 対 し て 得 点 デ ー タ が 対 応 さ せ ら れ て い る 得 点 デ ー

タ テ ー ブ ル と を 記 憶 す る 記 憶 手 段 と 、 選 択 さ れ た 複 数 枚 の カ ー ド の 組 み

合 わ せ を 基 に 前 記 役 デ ー タ テ ー ブ ル を 検 索 し て 対 応 す る 役 デ ー タ を 抽 出

し 、 該 役 デ ー タ を 基 に 前 記 得 点 デ ー タ テ ー ブ ル を 検 索 し て 対 応 す る 得 点

デ ー タ を 抽 出 し 、 抽 出 さ れ た 前 記 役 デ ー タ の 全 て 及 び 前 記 得 点 デ ー タ の

合 計 得 点 を 出 力 す る 手 段 と を 有 す る カ ー ド ゲ ー ム 装 置 」

で あ る 。

【 請 求 項 2 】 に 係 る 発 明 は 、 カ ー ド の 組 み 合 わ せ か ら 役 デ ー タ テ ー ブ ル を

検 索 し て 役 デ ー タ を 得 、 該 役 デ ー タ に 基 づ い て 該 得 点 デ ー タ テ ー ブ ル を

検 索 し て 得 点 デ ー タ を 抽 出・ 合 計 ・ 出 力 す る カ ー ド ゲ ー ム 装 置 と い う 、

ソ フ ト ウ エ ア と ハ ー ド ウ エ ア 資 源 が 協 働 し た 具 体 的 手 段 で あ る か ら 、 ソ

フ ト ウ エ ア に よ る 情 報 処 理 が ハ ー ド ウ エ ア 資 源 を 用 い て 具 体 的 に 実 現 さ

れ て い る と い え る 。
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　 し た が っ て 、【 請 求 項 2 】 に 係 る 発 明 は 、「 自 然 法 則 を 利 用 し た 技 術 的 思

想 の 創 作 」 で あ る か ら 、「 発 明 」 に 該 当 す る 。
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2 . 2 「 発 明 」 で あ る こ と の 判 断 の 参 考 事 例

　 事 例 2 - 6 ～2 - 7 は、「 発 明 」 に 該 当 す る か 否 か を 判 断 す る に あ た っ て 、 ソ

フ ト ウ エ ア 関 連 発 明 特 有 の 判 断 を 必 要 と し な い 事 例 で あ る 。

事 例 2 - 6  自 動 車 エ ン ジ ン 用 燃 料 噴 射 量 制 御 装 置 及 び 方 法

（ 機 器 等 に 対 す る 制 御 又 は 制 御 に 伴 う 処 理 を 具 体 的 に 行 う も の 、 及 び 対

象 の 物 理 的 性 質 又 は 技 術 的 性 質 に 基 づ く 情 報 処 理 を 具 体 的 に 行 う も の ）

【発明の名称】

　自動車エンジン用燃料噴射量制御装置及び方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】
　プログラムされたコンピュータによって自動車エンジ
ンの燃料噴射量を制御する装置であって、

　エンジンの回転数を検出する第一の検出手段と、

　エンジンの回転数の変化を検出する第二の検出手段

と、

　該第一の検出手段の検出値と該第二の検出手段の検出
値とに応じて燃料噴射量を決定する燃料噴射量決定手段

とを備えたことを特徴とする自動車エンジン用燃料噴射

量制御装置。

【 請 求 項 1 】
「 発 明 」 に
該 当 す る 。

【請求項 2】
　プログラムされたコンピュータによって自動車エンジ
ンの燃料噴射量を制御する方法であって、

　エンジンの回転数を検出する工程、

　エンジンの回転数の変化を検出する工程、

　エンジンの回転数とエンジンの回転数の変化とに応じ

て燃料噴射量を決定する工程を含むことを特徴とする自
動車エンジン用燃料噴射量制御方法。

【 請 求 項 2 】
「 発 明 」 に
該 当 す る 。

【発明の詳細な説明】

【発明の属する技術分野】

　本発明は、プログラムされたコンピュータによって自動車エンジンの

燃料噴射量を制御する装置に関する。

【従来の技術】

　従来、自動車エンジンの燃料噴射量の電子制御装置においては、エン

ジンの回転数を検出し、回転数によって燃料噴射量を決定していた。し

かし、急加速時など、エンジンの回転数が急激に上昇するときには、吸

入路の摩擦抵抗により空気の吸入量は急激に増加できないため、過渡的
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に理論混合比より空気が薄くなる傾向がある。逆に急減速時など、エン

ジンの回転数が急激に下降するときには、慣性により空気の吸入量が急

激には下がらないため、過渡的に理論混合比より空気が濃くなる傾向が

ある。このため、エンジンの回転数が急激に上昇・下降すると燃焼効率

が悪化し、出力が期待値を下回ることがあった。

【発明が解決しようとする課題】

　本発明は、エンジンの回転数が急激に上昇・下降する過渡状態におけ

るエンジンの燃焼効率及び出力を向上する。

【課題を解決するための手段】

　そこで、本発明では、エンジンの出力及び燃焼効率を向上するため、

状況に応じて燃料噴射量を制御し、最適な空燃混合比を達成できるよう

にした。

　具体的には、エンジンの回転数を検出する第一の検出手段に加え、新

たにエンジンの回転数の変化（回転数の微分値）を検出する第二の検出

手段を設けることにより、回転数の急激な上昇・下降を検出できるよう

にした。更に、燃料噴射装置のメモリ上に電子的に格納された制御プロ

グラムにより第一の検出手段の検出値及び第二の検出手段の検出値に応

じて燃料噴射量を決定するようにした。

　燃料噴射量を決定する具体的な手順は以下のとおりである。予め、Ｘ

軸にエンジンの回転数、Ｙ軸にエンジンの回転数の変化をとり、Ｘ、Ｙ

の各交点にその回転数及び回転数の変化における実験的に決定された最

適な燃料噴射量を記録した二次元マップを作成しておく。この二次元マ

ップを燃料噴射装置のメモリ上に電子的に格納する。制御プログラムは、

まず、第一の検出手段の検出値から回転数を、第二の検出手段の検出値

から回転数の変化を算出する。次に、算出された回転数と回転数の変化

とを用いて上記メモリ上の二次元マップを参照し、燃料噴出量を決定す

る。

【発明の実施の形態】

（省略）

【実施例】

（省略）

【発明の効果】

　エンジン回転数の急激な上昇・下降時にも最適な空燃混合比が達成で

きるようになり、燃焼効率が改善された。

【図面の簡単な説明】

（省略）
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【図面】

（省略）

［ 結 論 ］

【 請 求 項 1 】「 発 明 」 に 該 当 す る

【 請 求 項 2 】「 発 明 」 に 該 当 す る

［ 説 明 ］

　 【 請 求 項 1 】 に 係 る 発 明 は 、

「 プ ロ グ ラ ム さ れ た コ ン ピ ュ ー タ に よ っ て 自 動 車 エ ン ジ ン の 燃 料 噴 射 量

を 制 御 す る 装 置 で あ っ て 、

　 エ ン ジ ン の 回 転 数 を 検 出 す る 第 一 の 検 出 手 段 と 、

　 エ ン ジ ン の 回 転 数 の 変 化 を 検 出 す る 第 二 の 検 出 手 段 と 、

　 該 第 一 の 検 出 手 段 の 検 出 値 と 該 第 二 の 検 出 手 段 の 検 出 値 と に 応 じ て 燃

料 噴 射 量 を 決 定 す る 燃 料 噴 射 量 決 定 手 段 と を 備 え た こ と を 特 徴 と す る

自 動 車 エ ン ジ ン 用 燃 料 噴 射 量 制 御 装 置 」

で あ る 。

　 【 請 求 項 1 】 に 係 る 発 明 は 、 機器 で あ る エ ン ジ ン に 対 す る 制 御 に 伴

う 処 理 を 具 体 的 に 行 う 装 置 で あ る か ら 、 自 然 法 則 を 利 用 し た 技 術 的

思 想 の 創 作 で あ る と い え る 。 ま た 、【 請 求 項 1 】 に 係 る 発 明 は 、 対 象

で あ る エ ン ジ ン の 物 理 的 性 質 又 は 技 術 的 性 質 に 基 づ く 処 理 を 具 体 的

に 行 う 装 置 で も あ る か ら 、 こ の こ と か ら も 、 自 然 法 則 を 利 用 し た 技

術 的 思 想 の 創 作 で あ る と い え る 。

　 し た が っ て 、【 請 求 項 1 】 に 係 る 発 明 は 全 体 と し て 「 自 然 法 則 を 利 用

し た 技 術 的 思 想 の 創 作 」 で あ る か ら 、「 発 明 」 に 該 当 す る 。

　 【 請 求 項 2 】 に 係 る 発 明 は 、

「 プ ロ グ ラ ム さ れ た コ ン ピ ュ ー タ に よ っ て 自 動 車 エ ン ジ ン の 燃 料 噴 射 量

を 制 御 す る 方 法 で あ っ て 、

　 エ ン ジ ン の 回 転 数 を 検 出 す る 工 程 、

　 エ ン ジ ン の 回 転 数 の 変 化 を 検 出 す る 工 程 、

　 エ ン ジ ン の 回 転 数 と エ ン ジ ン の 回 転 数 の 変 化 と に 応 じ て 燃 料 噴 射 量 を

決 定 す る 工 程 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 自 動 車 エ ン ジ ン 用 燃 料 噴 射 量 制

御 方 法 」

で あ る 。

　 【 請 求 項 2 】 に 係 る 発 明 は 、機 器 で あ る エ ン ジ ン に 対 す る 制 御 に 伴 う

処 理 を 具 体 的 に 行 う 方 法 で あ る か ら 、 自 然 法 則 を 利 用 し た 技 術 的 思 想 の
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創 作 で あ る と い え る 。 ま た 、【 請 求 項 2 】 に 係 る 発 明 は 、 対 象 で あ る エ

ン ジ ン の 物 理 的 性 質 又 は 技 術 的 性 質 に 基 づ く 処 理 を 具 体 的 に 行 う 方 法 で

も あ る か ら 、 こ の こ と か ら も 、 自 然 法 則 を 利 用 し た 技 術 的 思 想 の 創 作 で

あ る と い え る 。

　 し た が っ て 、【 請 求 項 2 】 に 係 る 発 明 は 全 体 と し て 「 自 然 法 則 を 利 用

し た 技 術 的 思 想 の 創 作 」 で あ る か ら 、「 発 明 」 に 該 当 す る 。

（ 注 ） な お 、【 請 求 項 1 】 乃 至 【 請 求 項 2 】 に 係 る 発 明 が 「 発 明 」 に 該

当 す る か 否 か を 判 断 す る に あ た っ て は 、 ソ フ ト ウ エ ア 関 連 発 明 特 有 の 判

断 や 取 扱 い が 必 要 で な い こ と か ら 、「 産 業 上 利 用 す る こ と が で き る 発 明

の 審 査 基 準 」 に よ り 判 断 を 行 っ た 。
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事 例 2 - 7  コ ン ピ ュ ー タ に よ る 画 像 処 理 方 法

（ 対 象 の 物 理 的 性 質 又 は 技 術 的 性 質 に 基 づ く 情 報 処 理 を 具 体 的 に 行 う も

の ）

【発明の名称】

　コンピュータによる画像処理方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

　光 学 的 に 読 み 取 ら れ る 画 像 デ ー タ の 「 ぼ け 」 を 補 正 す

る た め の 画 像 処 理 方 法 に お い て 、
　光学的読取手段により取得された画像データから得ら

れる 3 行 3 列の画素行列Ａを入力し、

　予め記憶された 3 行 3 列のフィルタパラメータである

下記の行列Ｂを用いて、

　Ｃ＝Ａ＊Ｂを計算し、
　画素行列Ｃを出力するコンピュータによる画像処理方

法。

　

　Ｂ＝
















−
−−

−

05.00

5.035.0

05.00

　又は　Ｂ＝
















−
−−

−

05.00

5.075.25.0

05.00

【 請 求 項 1 】
「 発 明 」 に

該 当 す る 。

【発明の詳細な説明】

【発明の属する技術分野】

　本発明は、コンピュータによる画像処理時の画質改善方法に関する。

【従来の技術】

　一般に、画像を光学的読取手段で読み取った画像データには読取手段

の特性に依存する「ぼけ」が生ずる。このため、従来は、「ぼけ」が生

じるときとは逆の空間周波数特性を実現するようなフィルタ処理により

画質を改善していた。例えば 3＊3 フィルタリング法にしたがって各検

出画素に

　　　　　　

　　　　　　
















−
−−

−

010

141

010

　　　　　　
















−
−−

−

010

151

010

　のようなパラメータを有するディジタルフィルタ（空間周波数の高い

成分を通過させる一種のハイパスフィルタ）を乗算していたが、中間調
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濃度の多い画像の場合には補正が強くなりすぎ、画質の改善が図れなか

った。

【発明が解決しようとする課題】

　本発明は、画像処理時に必要十分な補正を簡単に達成することを目的

とする。

【課題を解決するための手段】

　コンピュータを用いて検出画像とフィルタのディジタル演算を行うに

あたり、演算後の画像が不自然とならないように、画像の総エネルギー

が演算処理前後で大きく異ならないこと、中心パラメータ以外の値の絶

対値は中心パラメータの値の絶対値より小さいことといった条件の下に

フィルタのパラメータを選択する。

【発明の実施の形態】

各種パラメータを設定して実験した結果、

　
















−
−−

−

05.00

5.035.0

05.00

　　　
















−
−−

−

05.00

5.075.25.0

05.00

　のようなパラメータを有するディジタルフィルタを用いた場合、画質

が改善された。

　このようなフィルタのディジタル演算は画像処理用プログラムにより

実現され、該プログラムは記録媒体に記録して提供される。

【発明の効果】

　本発明によれば、簡単な構成で優れた画像を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

（省略）

【図面】

（省略）

［ 結 論 ］

【 請 求 項 1 】「 発 明 」 に 該 当 す る

［ 説 明 ］

　 【 請 求 項 1 】 に 係 る 発 明 は 、

「 光 学 的 に 読 み 取 ら れ る 画 像 デ ー タ の 「 ぼ け 」 を 補 正 す る た め の 画 像 処

理 方 法 に お い て 、 光 学 的 読 取 手 段 に よ り 取 得 さ れ た 画 像 デ ー タ か ら 得
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ら れ る 3 行 3 列 の 画 素 行 列 Ａ を 入 力 し 、 予 め 記 憶 さ れ た 3 行 3 列 の フ

ィ ル タ パ ラ メ ー タ で あ る 下 記 の 行 列 Ｂ を 用 い て Ｃ ＝ Ａ ＊ Ｂ を 計 算 し 、

画 素 行 列 Ｃ を 出 力 す る コ ン ピ ュ ー タ に よ る 画 像 処 理 方 法 。

　 Ｂ ＝
















−
−−

−

05.00

5.035.0

05.00

　 又 は 　 Ｂ ＝
















−
−−

−

05.00

5.075.25.0

05.00

」

で あ る 。

　 フ ィ ル タ パ ラ メ ー タ で あ る 行 列 Ｂ は 、 中 心 パ ラ メ ー タ 以 外 の 値 の 絶 対

値 が 中 心 パ ラ メ ー タ の 値 の 絶 対 値 よ り 小 さ い こ と が 明 確 で あ る が 、 発 明

の 詳 細 な 説 明 か ら 総 合 的 に 把 握 す る と 、 こ の よ う な 行 列 Ｂ の パ ラ メ ー タ

は 、 画 像 の 「 ぼ け 」 が 生 じ る と き の 逆 の 空 間 周 波 特 性 、 及 び 演 算 処 理 前

後 の 画 像 の 総 エ ネ ル ギ ー と い う 物 理 的 性 質 に 基 づ い て 設 定 さ れ る も の で

あ る 。

　 つ ま り 、 当 該 行 列 Ｂ の 性 質 を 鑑 み れ ば 、【 請 求 項1 】 に 係 る 発 明 は 、 光

学 的 読 み 取 り 手 段 に よ り デ ー タ と し て 取 得 さ れ た 画 像 デ ー タ Ａ を フ ィ ル

タ パ ラ メ ー タ で あ る 行 列 Ｂ に よ り 画 像 の 「 ぼ け 」 を 補 正 し て 画 像 デ ー タ

Ｃ を 出 力 す る と い う 物 理 的 性 質 を 利 用 し た 処 理 と い え る 。

　 そ う す る と 、【 請 求 項 1 】 に 係 る 発 明 は 光 学 的 読 取 手 段 に よ り デ ー タ

と し て 取 得 さ れ た 画 像 に 関 わ る 物 理 的 性 質 を 利 用 し た 処 理 を 具 体 的 に 行

う 方 法 で あ る か ら 、 自 然 法 則 を 利 用 し た 技 術 的 思 想 の 創 作 と い え る 。

　 し た が っ て 、【 請 求 項 1 】 に 係 る 発 明 は 全 体 と し て 「 自 然 法 則 を 利 用

し た 技 術 的 思 想 の 創 作 」 で あ る か ら 、「 発 明 」 に 該 当 す る 。

（ 注 ） な お 、【 請 求 項 1 】 に 係 る 発 明 が 「 発 明 」 に 該 当 す る か 否 か を 判

断 す る に あ た っ て は 、 ソ フ ト ウ エ ア 関 連 発 明 特 有 の 判 断 や 取 扱 い が 必 要

で な い こ と か ら 、「 産 業 上 利 用 す る こ と が で き る 発 明 の 審 査 基 準 」 に よ

り 判 断 を 行 っ た 。
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3 .  進 歩 性 の 判 断 例

事 例 3 - 1  化 学 物 質 検 索 装 置

（ 他 の 特 定 分 野 へ の 適 用 が 容 易 な も の ）

【 発 明 の 名 称 】

化 学 物 質 検 索 装 置

【 特 許 請 求 の 範 囲 】

【 請 求 項 1 】

　 複 数 の 化 学 物 質 に つ い て 、 化 学 物 質 名 、 該 化 学 物 質 の

用 途 及 び 化 学 構 造 式 を 対 応 づ け て 記 憶 す る 化 学 物 質 特 性

デ ー タ 記 憶 手 段 と 、
　 複 数 の 化 学 物 質 に つ い て 、 化 学 物 質 名 、 該 化 学 物 質 の

1 グ ラ ム 当 た り の 価 格 及 び 取 扱 事 業 者 名 を 対 応 づ け て 記

憶 す る 化 学 物 質 販 売 デ ー タ 記 憶 手 段 と 、

　 化 学 物 質 の 用 途 又 は 化 学 構 造 式 を 検 索 キ ー と し て 入 力

す る 入 力 手 段 と 、
　 前 記 入 力 手 段 に よ り 入 力 さ れ た 検 索 キ ー に 基 づ い て 、

前 記 化 学 物 質 特 性 デ ー タ 記 憶 手 段 か ら 入 力 さ れ た 検 索 キ

ー に 対 応 す る 化 学 物 質 名 、 化 学 物 質 の 用 途 及 び 化 学 構 造

式 を 抽 出 す る 化 学 物 質 特 性 デ ー タ 検 索 手 段 と 、

　 前 記 化 学 物 質 特 性 デ ー タ 検 索 手 段 に よ り 抽 出 さ れ た 化
学 物 質 名 に 基 づ い て 、 前 記 化 学 物 質 販 売 デ ー タ 記 憶 手 段

か ら 、 対 応 す る 化 学 物 質 の 1 グ ラ ム 当 た り の 価 格 及 び 取

扱 事 業 者 名 を 抽 出 す る 化 学 物 質 販 売 デ ー タ 検 索 手 段 と 、

　 前 記 化 学 物 質 特 性 デ ー タ 検 索 手 段 に よ り 抽 出 さ れ た 化

学 物 質 名 、 該 化 学 物 質 の 用 途 及 び 構 造 式 と 、 前 記 化 学 物
質 販 売 デ ー タ 検 索 手 段 に よ り 抽 出 さ れ た 化 学 物 質 の 1 グ

ラ ム 当 た り の 価 格 及 び 取 扱 事 業 者 名 を 対 応 づ け て デ ィ ス

プ レ イ 画 面 に 表 示 す る 表 示 手 段 を 備 え た 化 学 物 質 検 索 装

置 。

【 請 求 項 1 】
進 歩 性 が な

い 。

【 請 求 項 2 】
　 前 記 化 学 物 質 特 性 デ ー タ 記 憶 手 段 に 、 化 学 構 造 式 Ａ で

表 現 さ れ る 化 学 物 質 Ｂ の 用 途 と し て 「 回 路 基 板 用 洗 浄

剤 」 が 記 憶 さ れ て い る 請 求 項 1 記 載 の 化 学 物 質 検 索 装 置 。

【 請 求 項 2 】
進 歩 性 が な

い 。

【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】

【 発 明 の 属 す る 技 術 分 野 】

　 こ の 発 明 は 、 化 学 工 業 、 薬 局 等 、 あ る 用 途 に 用 い る た め の 化 学 物 質 を

検 索 し 、 発 注 す る た め の シ ス テ ム に 関 す る 。
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【 従 来 の 技 術 】

　 検 索 技 術 は 、 様 々 な 用 途 に 応 用 さ れ て き て お り 、 化 学 物 質 の 検 索 技 術

に つ い て も 、 化 学 物 質 名 、 化 学 構 造 式 、 用 途 な ど を 項 目 と し て 対 応 づ け

て お き 、 一 つ の 項 目 を 検 索 キ ー と し て 検 索 し て 他 の 情 報 を 取 り 出 す と い

う 技 術 は 知 ら れ て い る 。

　 し か し 、 従 来 の 化 学 物 質 検 索 装 置 に つ い て は 、 化 学 物 質 の 性 質 と は 直

接 関 連 の な い 価 格 、 取 扱 事 業 者 等 の 商 取 引 情 報 は 対 応 づ け て 記 憶 さ れ て

い な か っ た た め 、こ れ ら の 情 報 は 他 の 装 置 等 か ら 入 手 す る 必 要 が あ っ た 。

【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】

　 本 発 明 の 課 題 は 、 化 学 物 質 に つ い て 、 化 学 物 質 の 用 途 や 化 学 構 造 式 を

基 に 検 索 し 、 価 格 ・ 取 扱 事 業 者 と い っ た 商 取 引 情 報 を 取 り 出 せ る よ う に

す る こ と で 、 所 望 の 化 学 物 質 の 発 注 等 の 便 宜 に 供 す る 化 学 物 質 検 索 装 置

を 提 供 す る こ と を 目 的 と す る も の で あ る 。

　 更 に 、 本 願 出 願 人 が 化 学 物 質 Ｂ に つ い て 新 た に 見 い だ し た 用 途 で あ る

「 回 路 基 板 用 洗 浄 剤 」 を 検 索 対 象 デ ー タ に 含 め て お く こ と で 、 発 注 等 に

さ ら な る 便 宜 を 提 供 す る こ と が で き る 。

【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】

　 本 発 明 の 化 学 物 質 検 索 装 置 で は 、 化 学 物 質 名 、 化 学 物 質 の 用 途 及 び 構

造 式 を 対 応 づ け て 記 憶 し た 記 憶 手 段 と 、 化 学 物 質 名 、 価 格 、 取 扱 事 業 者

を 対 応 づ け て 記 憶 し た 記 憶 手 段 を 別 個 の 記 憶 手 段 と し 、 化 学 物 質 の 用 途

又 は 構 造 式 か ら 化 学 物 質 名 を 検 索 し た 後 、 化 学 物 質 名 で 価 格 及 び 取 扱 事

業 者 を 検 索 す る 構 成 と し て い る 。 こ れ は 、 従 来 の 化 学 物 質 検 索 装 置 か ら

の デ ー タ の 移 行 の 容 易 性 と 、 デ ー タ メ ン テ ナ ン ス の 容 易 性 を 考 慮 し た も

の で あ る 。

【 発 明 の 実 施 の 形 態 】

　 本 発 明 は 、 中 央 処 理 装 置 、 記 憶 手 段 、 キ ー ボ ー ド 等 の 入 力 手 段 、 デ ィ

ス プ レ イ 等 の 表 示 手 段 か ら 構 成 さ れ る コ ン ピ ュ ー タ を 用 い て 化 学 物 質 検

索 装 置 を 実 現 し て い る 。 概 念 図 を 図 1 に 示 す 。

　 こ の 化 学 物 質 検 索 装 置 の フ ロ ー は 以 下 の と お り で あ る 。

　 ま ず 、 コ ン ピ ュ ー タ の 記 憶 手 段 に 、 化 学 物 質 名 、 該 化 学 物 質 の 用 途 及

び 化 学 構 造 式 を 対 応 づ け た 化 学 物 質 特 性 デ ー タ を 記 憶 さ せ る と 共 に 、 化

学 物 質 名 、 該 化 学 物 質 の 1 グ ラ ム 当 た り の 価 格 及 び 取 扱 事 業 者 名 を 対 応

づ け た 化 学 物 質 販 売 デ ー タ を 記 憶 さ せ て お く 。 こ の 記 憶 手 段 は Ｒ Ａ Ｍ ・

Ｒ Ｏ Ｍ 等 の 半 導 体 記 憶 手 段 を 用 い て も 、 磁 気 デ ィ ス ク 、 Ｃ Ｄ － Ｒ Ｏ Ｍ 等

の 記 録 媒 体 を 用 い て も よ い 。

　 そ し て 、 入 力 手 段 か ら 、 化 学 構 造 式 又 は 化 学 物 質 の 要 素 が 入 力 さ れ る
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と 、 コ ン ピ ュ ー タ の 中 央 処 理 装 置 が こ の 入 力 を 検 索 キ ー と し て コ ン ピ ュ

ー タ の 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ た 化 学 物 質 特 性 デ ー タ を 検 索 し 、 検 索 キ ー を

含 む デ ー タ を 抽 出 す る 。

　 更 に 、 コ ン ピ ュ ー タ の 中 央 処 理 装 置 は 、 抽 出 さ れ た 化 学 物 質 特 性 デ ー

タ に 存 在 す る 、 化 学 物 質 名 を 検 索 キ ー と し て コ ン ピ ュ ー タ の 記 憶 手 段 に

記 憶 さ れ た 化 学 物 質 販 売 デ ー タ を 検 索 し 、 検 索 キ ー を 含 む デ ー タ を 抽 出

し て 、 検 索 の 結 果 得 ら れ て い る 化 学 物 質 名 、 化 学 物 質 の 用 途 、 化 学 構 造

式 、1 グ ラ ム 当 た り の 価 格 及 び 取 扱 事 業 者 名 を 表 示 手 段 に 表 示 さ せ る 。

【 発 明 の 効 果 】

　 本 発 明 に よ れ ば 、 化 学 物 質 に つ い て 、 化 学 物 質 の 用 途 や 化 学 構 造 式 を

基 に 検 索 し 、 価 格 ・ 取 扱 事 業 者 と い っ た 商 取 引 情 報 を 取 り 出 せ る よ う に

す る こ と で 、 所 望 の 化 学 物 質 の 発 注 等 の 便 宜 に 供 す る 化 学 物 質 検 索 装 置

を 提 供 す る こ と が で き る 。

　 ま た 、 本 願 の 化 学 物 質 検 索 装 置 に お い て は 更 に 、 化 学 物 質 Ｂ に つ い て

新 た に 見 い だ し た 用 途 で あ る 「 回 路 基 板 用 洗 浄 剤 」 を 化 学 物 質 特 性 デ ー

タ と し て 記 憶 さ せ て あ る か ら 、 化 学 物 質 Ｂ が 「 回 路 基 板 用 洗 浄 剤 」 と し

て 購 入 さ れ る こ と で 、化 学 物 質 Ｂ の 売 上 げ が 増 加 す る こ と も 期 待 さ れ る 。

【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】

（ 省 略 ）

【 図 面 】

【 図 1 】

入力手段 中央処理装置

化学物質名 化学構造式 用途

取り扱い
事業者名

１グラム当たりの
価格

化学物質名

化学物質特性データ

化学物質販売データ

記憶手段

化学物質特性データ

化学物質販売データ

出力手段
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＜ 進 歩 性 の 審 査 ＞

( 1 ) 進 歩 性 判 断 の 前 提

（ i ） 発 明 の 課 題

・ 化 学 物 質 に つ い て 、 化 学 物 質 の 用 途 や 化 学 構 造 式 を 基 に 検 索 し 、 価

格・ 取 扱 事 業 者 と い っ た 商 取 引 情 報 を 取 り 出 せ る よ う に す る こ と で 、

所 望 の 化 学 物 質 の 発 注 等 の 便 宜 に 供 す る 化 学 物 質 検 索 装 置 を 提 供 す

る こ と

・ 化 学 物 質 Ｂ に つ い て 新 た に 見 い だ し た 用 途 で あ る 「 回 路 基 板 用 洗 浄

剤 」 を 検 索 対 象 デ ー タ に 含 め て お く こ と で 、 発 注 等 に さ ら な る 便 宜

を 提 供 す る こ と

（ i i ）当業者

　 こ の 事 例 の 発 明 の 当 業 者 は 、 化 学 物 質 検 索 技 術 に 関 す る 知 識 と 、 コ

ン ピ ュ ー タ 技 術 に 関 す る 知 識 を 有 す る 。

(2) 技 術 水 準（ 引 用 発 明 、 周 知 技 術 等 ）

(I) 引 用 発 明

　 以 下 の 発 明 が 出 願 前 に 公 知 で あ っ た 。

引 用 発 明 1 :

　 化 学 物 質 名 と 化 学 物 質 の 構 造 式 及 び 化 学 物 質 の 用 途 を 対 応 づ け て 記

憶 し た 化 学 物 質 記 憶 手 段 を 、 化 学 物 質 の 構 造 式 又 は 化 学 物 質 の 用 途 で

検 索 す る 検 索 手 段 、 検 索 結 果 を 表 示 す る 手 段 を 備 え た 化 学 物 質 検 索 装

置 。

引 用 発 明 2 :

　 複 数 の 書 籍 に つ い て 、 書 籍 名 、 該 書 籍 の ジ ャ ン ル 及 び キ ー ワ ー ド を

対 応 づ け て 記 憶 す る 書 籍 情 報 記 憶 手 段 と 、

　 複 数 の 書 籍 に つ い て 、 書 籍 名 、 価 格 及 び 出 版 社 名 を 対 応 づ け て 記 憶

す る 書 籍 販 売 デ ー タ 記 憶 手 段 と 、

　 書 籍 の ジ ャ ン ル 又 は キ ー ワ ー ド を 検 索 キ ー と し て 入 力 す る 入 力 手 段

と 、

　 前 記 入 力 手 段 に よ り 入 力 さ れ た 検 索 キ ー に 基 づ い て 、 前 記 書 籍 情 報

記 憶 手 段 か ら 入 力 さ れ た 検 索 キ ー に 対 応 す る 書 籍 名 、 書 籍 の ジ ャ ン ル

及 び キ ー ワ ー ド を 抽 出 す る 書 籍 情 報 検 索 手 段 と 、

　 前 記 書 籍 情 報 検 索 手 段 に よ り 抽 出 さ れ た 書 籍 名 に 基 づ い て 、 前 記 書

籍 販 売 デ ー タ 記 憶 手 段 か ら 、 対 応 す る 書 籍 の 価 格 及 び 出 版 社 名 を 抽 出

す る 書 籍 販 売 デ ー タ 検 索 手 段 と 、



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　72

　 前 記 書 籍 情 報 検 索 手 段 に よ り 抽 出 さ れ た 書 籍 名 、 該 書 籍 の ジ ャ ン ル

及 び キ ー ワ ー ド と 、 前 記 書 籍 販 売 デ ー タ 検 索 手 段 に よ り 抽 出 さ れ た 書

籍 の 価 格 及 び 出 版 社 名 を 対 応 づ け て デ ィ ス プ レ イ 画 面 に 表 示 す る 表 示

手 段

を 備 え た 書 籍 検 索 装 置 。

( I I ) 公 知 技 術 等

・ 化 学 構 造 式 Ａ で 表 現 さ れ る 化 学 物 質 Ｂ は 出 願 前 に 公 知 で あ っ た 。

・ 該 化 学 物 質 Ｂ が 「 回 路 基 板 用 洗 浄 剤 」 と い う 用 途 で 使 用 で き る こ と は

公 知 ・ 公 用 で は な く 、 ま た 化 学 物 質 関 係 の 当 業 者 が 容 易 に 予 測 す る こ

と が で き た 用 途 で も な か っ た 。

(3) 具 体 的 な 判 断

( i ) 【 請 求 項 1 】 に 係 る 発 明 に つ い て

　 請 求 項 1 に 係 る 発 明 と 引 用 発 明 1 と を 対 比 す る と 、

相 違 点 1 ： 請 求 項 1 に 係 る 発 明 は 、「 化 学 物 質 特 性 デ ー タ 検 索 手 段 に

よ り 抽 出 さ れ た 化 学 物 質 名 に 基 づ い て 、 前 記 化 学 物 質 販 売 デ ー タ 記

憶 手 段 か ら 、 対 応 す る 化 学 物 質 の 1 グ ラ ム 当 た り の 価 格 及 び 取 扱 事

業 者 名 を 抽 出 す る 化 学 物 質 販 売 デ ー タ 検 索 手 段 」 を 備 え る の に 対 し 、

引 用 発 明 1 は 検 索 手 段 に よ り 抽 出 さ れ た 化 学 物 質 名 に 基 づ い て 検 索

を 行 う 手 段 は 備 え て い な い 点

相 違 点 2 ： 請 求 項 1 に 係 る 発 明 は 、「 化 学 物 質 特 性 デ ー タ 検 索 手 段 に

よ り 抽 出 さ れ た 化 学 物 質 名 、 該 化 学 物 質 の 用 途 及 び 構 造 式 と 、 前 記 化

学 物 質 販 売 デ ー タ 検 索 手 段 に よ り 抽 出 さ れ た 化 学 物 質 の 1 グ ラ ム 当 た

り の 価 格 及 び 取 扱 事 業 者 名 を 対 応 づ け て デ ィ ス プ レ イ 画 面 に 表 示 す る

表 示 手 段 」 を 備 え て お り 、 商 取 引 情 報 で あ る 化 学 物 質 の 1 グ ラ ム 当 た

り の 価 格 及 び 取 扱 事 業 者 名 も 表 示 す る の に 対 し 、 引 用 発 明 1 は 商 取 引

情 報 の 表 示 は 行 っ て い な い 点 で 相 違 し 、 そ の 余 の 点 で 一 致 す る 。

相 違 点 1 ： 「 化 学 物 質 販 売 デ ー タ 検 索 手 段 」 を 構 成 す る こ と の 容 易

性 に つ い て の 検 討

　 引 用 発 明 2 は 、 コ ン ピ ュ ー タ 技 術 の 観 点 か ら み れ ば 、 第 1 の 記 憶 手

段 か ら 抽 出 さ れ た 検 索 対 象 物 の 名 称（ 書 籍 名 ） を 検 索 キ ー と し て 更 に

第 2 の 記 憶 手 段 の 検 索 を 行 い 、 該 情 報 に 対 応 す る 商 取 引 情 報 （ 書 籍 の
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価 格 及 び 出 版 社 名 ） を 抽 出 す る 技 術 で あ る と 把 握 さ れ る 。

　 こ こ で 、 引 用 発 明 1 と 引 用 発 明 2 は 、 検 索 装 置 で あ る 点 で 一 致 し て

い る か ら 、 引 用 発 明 2 の 検 索 装 置 の 構 成 技 術 を 引 用 発 明 1 の 化 学 物 質

検 索 装 置 に 適 用 す る こ と に 特 段 の 技 術 的 困 難 性 は な い 。

　 ま た 、 抽 出 さ れ る 商 取 引 情 報 を ど の よ う な も の と す る か は 当 業 者 が

検 索 の 対 象 分 野 に 応 じ て 適 宜 取 決 め る べ き 事 項 で あ り 、 引 用 発 明 2 の

検 索 装 置 を 化 学 物 質 検 索 に 適 用 す る 場 合 に 、 化 学 物 質 分 野 に お け る 商

取 引 情 報 と し て 「 化 学 物 質 の 1 グ ラ ム 当 た り の 価 格 」 及 び 「 取 扱 事 業

者 名 」 を 採 用 す る こ と は 当 業 者 の 通 常 の 創 作 能 力 の 発 揮 に 過 ぎ な い 。

　 し た が っ て 、 引 用 発 明 1 の 化 学 物 質 検 索 装 置 に 、 引 用 発 明 2 の 検索

装 置 の 構 成 技 術 を 適 用 し 、 検 索 対 象 物 の 名 称 で あ る 化 学 物 質 名 に 基 づ

い て 、 前 記 化 学 物 質 販 売 デ ー タ 記 憶 手 段 か ら 、 商 取 引 情 報 で あ る 、「 化

学 物 質 の 1 グ ラ ム 当 た り の 価 格 及 び 取 扱 事 業 者 名 」 を 抽 出 す る 手 段 を

設 け る こ と は 、 当 業 者 が 容 易 に 想 到 し 得 た 事 項 で あ る 。

相 違 点 2 ： 「 商 取 引 情 報 で あ る 化 学 物 質 の 1 グ ラ ム 当 た り の 価 格 及

び 取 扱 事 業 者 名 も 表 示 す る 表 示 手 段 」 を 構 成 す る こ と の
容 易 性 に つ い て の 検 討

　 情 報 を 得 る た め に 行 わ れ る 「 検 索 」 と い う 技 術 の 特 性 に 鑑 み れ ば 、

検 索 の 結 果 得 ら れ た 情 報 を 表 示 さ せ る こ と は 当 業 者 が 当 然 に 想 到 す る

事 項 で あ り 、 上 記 商 取 引 情 報 を 表 示 さ せ る こ と に 特 段 の 技 術 的 困 難 性

も な い か ら 、 検 索 の 結 果 得 ら れ る 商 取 引 情 報 を も 表 示 さ せ る よ う 構 成

す る こ と は 当 業 者 が 容 易 に 想 到 し 得 た 事 項 で あ る 。

（ 有 利 な 効 果 の 参 酌 ）

　 そ し て 、 請 求 項 1 に 係 る 発 明 が 奏 す る 「 商 取 引 情 報 を 取 り 出 せ る 」

と い う 効 果 も 、 引 用 発 明 1 及 び 引 用 発 明 2 か ら 当 業 者 が 容 易 に 予 測 し

得 た 程 度 の も の で あ る 。

（ 結 論 ）

　 し た が っ て 、 請 求 項 1 に 係 る 発 明 は 、 引 用 発 明 1 及 び 引 用 発 明 2 か

ら 当 業 者 が 容 易 に 発 明 を す る こ と が で き た も の で あ る 。

( i i ) 【 請求項 2 】 に 係 る 発 明 に つ い て

　 請 求 項 2 に 係 る 発 明 と 引 用 発 明 1 と を 対 比 す る と 、 上 記 相 違 点 1 及
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び 相 違 点 2 に 加 え 、 請 求 項 2 に 係 る 発 明 は 、「 化 学 物 質 特 性 デ ー タ 記

憶 手 段 に 、 化 学 構 造 式 Ａ で 表 現 さ れ る 化 学 物 質 Ｂ の 用 途 と し て 「 回 路

基 板 用 洗 浄 剤 」 が 記 憶 さ れ て い る 」 の に 対 し 、 引 用 発 明 1 に は そ の 旨

記 載 さ れ て い な い 点 で 両 者 は 相 違 し 、 そ の 余 の 点 で 一 致 す る 。

　 し か し な が ら 、「 化 学 物 質 特 性 デ ー タ 記 憶 手 段 に 、 化 学 構 造 式 Ａ で

表 現 さ れ る 化 学 物 質 Ｂ の 用 途 と し て「 回 路 基 板 用 洗 浄 剤 」 が 記 憶 さ れ

て い る 」 と い う 事 項 は 、 デ ー タ の 内 容 に つ い て 言 及 し て い る も の に 過

ぎ な い か ら 、 こ の 点 を も っ て 請 求 項 2 に 係 る 発 明 の 進 歩 性 が 肯 定 的 に

推 認 さ れ る こ と は な い 。

（ 結 論 ）

　 請 求 項 2 に 係 る 発 明 は 、 引 用 発 明 1 及 び 引 用 発 明 2 か ら 当 業 者 が 容

易 に 発 明 を す る こ と が で き た も の で あ る 。
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事 例 3 - 2  伝 票 承 認 シ ス テ ム（ ビ ジ ネ ス 分 野 ）

（ 人 間 が 行 っ て い る 業 務 の シ ス テ ム 化 が 容 易 な も の ）

【発明の名称】

　伝票承認システム

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

　伝票のデータを入力するための第 1 入力部、
　該第 1 入力部に入力されたデータに基づいて当該入力

された伝票を表示及び印字する第 1 出力部、

　第 1 通信制御部及び全体を制御する第 1 制御部を有す

る伝票入力作成装置と、

　伝票を表示する第 2 出力部、
　承認データの第 2 入力部、

　第 2 通信制御部及び全体を制御する第 2 制御部を有す

る伝票承認装置とからなる伝票承認システムにおいて、

　上記第 1 制御部は、上記第 1 入力部から伝票の各項目

のデータを取り入れて、取り入れた伝票の各項目をチェ
ックし、承認が必要な伝票のデータを上記第 1 通信制御

部から上記伝票承認装置に伝送し、該伝票承認装置から

伝送されてくる承認された伝票のデータを上記第 1 通信

制御部を介して受け取り、上記第 1 出力部より出力し、

　上記第 2 制御部は、上記伝票入力作成装置から送られ
てきた承認が必要な伝票のデータを上記第 2 通信制御部

から受信し、その受信した伝票データに基づいて当該伝

票を表示出力し、承認するか承認しないかの承認データ

を上記第 2 入力部より入力し、その承認データを含む伝

票のデータを上記第 2 通信制御部から上記伝票入力作成
装置に伝送することを特徴とする伝票承認システム。

【 請 求 項 1 】
進 歩 性 が な
い 。

【請求項 2】

　上記第 2 出力部は、表示画面を有し、承認が必要な伝

票を受信したときに、上記表示画面の一部に未裁伝票が

受信されていることを自動的に表示する手段を有するこ
とを特徴とする請求項 1 記載の伝票承認システム。

【 請 求 項 2 】
進 歩 性 が な

い 。

【請求項 3】

　上記第 1 入力部は、ＩＤカ－ドの読み取り装置を有す

ることを特徴とする請求項 1 又は請求項 2 記載の伝票承

認システム。

【 請 求 項 3 】
進 歩 性 が な

い 。

【発明の詳細な説明】

【発明の属する技術分野】
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　この発明は、銀行などの窓口で用いられている伝票作成業務に関する。

【従来の技術】

  銀行などの窓口で用いられている伝票作成において、従来は上司の承

認が必要な高額の取引等は、上司の承認をもらい、伝票を作成していた。

【発明が解決しようとする課題】

　上司の承認をもらうためには、一時的に席を立ち、上司の所に伝票を

届ける等の作業が必要で、その間、事務ができなかった。特に上司が遠

くにいる場合は、時間がかかることが多かった。

　本発明は、わざわざ上司の所に行かずに承認を得られるコンピュータ

を用いたシステムを提供するものである。

　また、表示画面に決裁すべき伝票が受信されたことを表示するので、

いちいち操作をせずに、受信したことがわかる。

　更に、ＩＤ（個人識別）カ－ドを用いて承認データを入力するので承

認権限がある人のみが承認データを入力できるように構成できる。

【課題を解決するための手段】

（省略）

【発明の実施の形態】

（省略）

【実施例】

（省略）

【発明の効果】

  このシステムを用いることにより、伝票の承認を得るために、仕事を

中断することなく、能率的な伝票処理が行えるという従来技術に比べて

顕著な効果を奏する。

【図面の簡単な説明】

（省略）
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【図面】

【図 1】伝票承認システムの構成図
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＜ 進 歩 性 の 審 査 ＞

(1) 進 歩 性 判 断 の 前 提

(i) 発 明 の 課 題

　 事 務 処 理 を コ ン ピ ュ ー タ 技 術 に よ り シ ス テ ム 化 す る こ と は 、 普 通 に

知 ら れ て い る 一 般 的 課 題 で あ る 。 伝 票 承 認 処 理 も 事 務 処 理 の 一 種 で あ

る か ら 、 こ れ を シ ス テ ム 化 し よ う と す る こ と は 、 課 題 と し て は ご く 一

般 的 な も の で あ る 。

( i i ) 当 業者

　 こ の 事 例 の 発 明 の 当 業 者 は 、 伝 票 の 事 務 処 理 に 関 す る 知 識 と 、 コ ン

ピ ュ ー タ 技 術 に 関 す る 知 識 を 有 す る 。

(i i i ) 人 間 の 行 っ て い る 業 務 （ 伝 票 の 事 務 処 理 ） の シ ス テ ム 化

　 シ ス テ ム を 開 発 す る 際 の 過 程( シ ス テ ム 分 析 → シ ス テ ム 設 計)  を 考

慮 し て 、 人 間 が 行 っ て い る 業 務 の シ ス テ ム 化 を 行 う 際 の 進 歩 性 を 判 断

す る 。

　 公 知 の コ ン ピ ュ ー タ 技 術 を 用 い て 、 通 常 の シ ス テ ム 開 発 手 法 に よ り

人 間 の 行 っ て い る 業 務 を シ ス テ ム 化 す る こ と は 、 当 業 者 の 通 常 の 創 作

能 力 の 発 揮 に 当 た る も の と 考 え ら れ る 。

　 こ の 事 例 の 場 合 も 、 伝 票 の 事 務 処 理 で 行 わ れ て い る こ と を シ ス テ ム

分 析 し 、 そ の 結 果 に 基 づ い て シ ス テ ム 設 計 を 行 う 、 と い う 立 場 か ら 進

歩 性 を 有 す る か ど う か の 検 討 を 行 う 。

(2) 技 術 水 準 （ 引 用発 明 、 周 知 技 術 等 ）

( I ） 通 常 の 事 務 処 理 と し て 行 わ れ て い る こ と

　( i ) 伝 票 作 成 者 の 行 う こ と

・ 伝 票 作 成 の デ ー タ を 伝 票 に 書 き 込 ん で 、 伝 票 を 作 成 す る 。

・ 承 認 が 必 要 な も の を 、 承 認 を も ら う た め 、 承 認 者 に 手 渡 す 。

・ 伝 票 を 承 認 者 か ら 受 け 取 り 、 伝 票 作 成 を 終 了 す る 。

  ( i i ) 承 認 者 の 行 う こ と

・ 伝 票 作 成 者 か ら 伝 票 を 受 け 取 る 。

・ 伝 票 作 成 者 か ら 受 け 取 っ た 伝 票 を 調 べ 、 承 認 を 与 え る 。

・ 承 認 し た 伝 票 を 作 成 者 に 手 渡 す 。
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( I I ) コ ン ピ ュ ー タ 技 術

  ( i ) コ ン ピ ュ ー タ 分 野 の 技 術 常 識

( a )  各 人 毎 に 入 力 部 、 出 力 部 を 有 す る コ ン ピ ュ ー タ を 配 置 し 、 そ れ

を 通 信 制 御 部 を 介 し て 通 信 回 線 で 接 続 し て 、 必 要 な デ ー タ を 送

受 信 す る 。

( b )  コ ン ピ ュ ー タ で デ ー タ を 編 集 し 必 要 な 書 類 の フ ォ － マ ッ ト 形 式

に 表 示 又 は 印 刷 す る 。

( c )  受 信 し た デ ー タ が あ れ ば 、 そ の 旨 画 面 表 示 す る 。

( d )  Ｉ Ｄ （ 個 人 識 別 ） カ － ド で 自 分 の Ｉ Ｄ コ － ド を 入 れ 、 処 理 を 行

う 。

  ( i i ) 出 願 前 に 頒 布 さ れ た 刊 行 物 に 記 載 さ れ た 技 術

( e )  入 力 さ れ た デ ー タ を チ ェ ッ ク し て 送 信 が 必 要 な も の の み を 送 信

す る 。

(3) 具 体 的 な 判 断

　 シ ス テ ム 分 析 に よ り 抽 出 さ れ た 伝 票 承 認 処 理 事 務 に お け る 伝 票 作 成

及 び 承 認 に 必 要 な 機 能 を も と に 、 コ ン ピ ュ ー タ 技 術 を 用 い て 伝 票 承 認

処 理 を シ ス テ ム 化 す る こ と が 、当 業 者 に と っ て 容 易 で あ っ た か ど う か 、

と い う 観 点 か ら 検 討 す る 。

(i) 【 請 求 項 1 】 に 係 る 発 明 に つ い て

( イ) 伝 票 を 作 成 す る た め に 、 デ ー タ の 入 力 部 と 出 力 部 が 必 要 な こ と 、

及 び 承 認 を 要 す る 伝 票 デ ー タ を 上 司 に 送 る た め に 通 信 手 段 が 必 要 な こ

と は 、 上 記 伝 票 作 成 の 事 務 処 理 の 分 析 で 明 ら か で あ る 。

　 同 様 の こ と は 、 伝 票 を 承 認 す る 場 合 も 必 要 で あ る 。

　 し た が っ て 、 上 記 コ ン ピ ュ ー タ 技 術( a ) か ら 、

　 「 伝 票 の デ ー タ を 入 力 す る た め の 第 1 入 力 部 、 該 第 1 入 力 部 に 入 力

さ れ た デ ー タ に 基 づ い て 当 該 入 力 さ れ た 伝 票 を 表 示 及 び 印 字 す る 第 1

出 力 部 、 第 1 通 信 制 御 部 及 び 全 体 を 制 御 す る 第 1 制 御 部 を 有 す る 伝 票

入 力 作 成 装 置 と 、

　 伝 票 を 表 示 す る 第 2 出 力 部 、 承 認 デ ー タ の 第 2 入 力 部 、 第 2 通 信制

御 部 及 び 全 体 を 制 御 す る 第 2 制 御 部 を 有 す る 伝 票 承 認 装 置 と か ら な る

伝 票 承 認 シ ス テ ム 」

　 と し て 、 ハ － ド ウ エ ア 資 源 を 選 択 し て シ ス テ ム を 構 成 す る こ と は 、

当 業 者 が 日 常 的 な シ ス テ ム 設 計 手 法 を 用 い て 行 え る 程 度 の こ と で あ る 。
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( ロ) 各 制 御 部 で 行 っ て い る 、

　 「 第 1 入 力 部 か ら 伝 票 の 各 項 目 の デ ー タ を 取 り 入 れ て 、 取 り 入 れ た

伝 票 の 各 項 目 を チ ェ ッ ク し 、 承 認 が 必 要 な 伝 票 の デ ー タ を 第 1 通 信制

御 部 か ら 伝 票 承 認 装 置 に 伝 送 し 、 該 伝 票 承 認 装 置 か ら 伝 送 さ れ て く る

承 認 さ れ た 伝 票 の デ ー タ を 第 1 通 信 制 御 部 を 介 し て 受 け 取 り 、 第 1 出

力 部 よ り 出 力 す る 」 こ と 、 及 び

  「 伝 票 入 力 作 成 装 置 か ら 送 ら れ て き た 承 認 が 必 要 な 伝 票 の デ ー タ を

第 2 通 信 制 御 部 か ら 受 信 し 、 そ の 受 信 し た 伝 票 デ ー タ に 基 づ い て 当 該

伝 票 を 表 示 出 力 し 、 承 認 す る か 承 認 し な い か の 承 認 デ ー タ を 第 2 入 力

部 よ り 入 力 し 、 そ の 承 認 デ ー タ を 含 む 伝 票 の デ ー タ を 第 2 通 信 制 御 部

か ら 伝 票 入 力 作 成 装 置 に 伝 送 す る こ と 」、

　 は ソ フ ト ウ エ ア に よ り 実 現 さ れ る 内 容 で あ る が 、 こ れ ら は 、 伝 票 の

事 務 処 理 の 手 順 に 上 記 の コ ン ピ ュ ー タ 技 術 ( a ) ( b ) ( e ) を 適 用 す る こ と

に よ り 、 当 業 者 が 直 ち に 導 き 出 す こ と が で き る も の で あ る 。

　 上 記( イ) 、( ロ) の 考 察 か ら 、 請 求 項 1 に 係 る 発 明 の よ う な 伝 票 承 認

シ ス テ ム と す る こ と は 、 シ ス テ ム 分 析 の 結 果 に 上 記 コ ン ピ ュ ー タ 技 術

(a ) ( b ) ( e ) を 適 用 す る こ と に よ り 、 当 業 者 が 容 易 に な し 得 る こ と で あ

る 。

( ii ) 【 請求項 2 】 及 び 【 請 求 項 3 】 に 係 る 発 明 に つ い て

　 受 信 し た デ ー タ が あ れ ば 、 そ の 旨 画 面 表 示 す る こ と 、 及 び Ｉ Ｄ カ －

ド で 自 分 の Ｉ Ｄ コ － ド を 入 れ 、 処 理 を 行 う こ と は 、 上 記 コ ン ピ ュ ー タ

分 野 の 技 術 常 識( c ) ( d ) に 示 し た よ う に 、 シ ス テ ム 化 の 際 の 常 套 手 段 で

あ る か ら 、 未 裁 伝 票 が あ る と き に こ れ を 表 示 す る 手 段 を 設 け た り 、 入

力 部 に Ｉ Ｄ カ － ド 読 み 取 り 装 置 を 付 加 す る こ と は 、 当 業 者 が 必 要 に 応

じ て な し 得 る こ と で あ る 。

　 な お 、 出 願 人 は 明 細 書 に お い て 、 こ の 発 明 は 顕 著 な 効 果 を 奏 す る 旨

主 張 し て い る が 、 主 張 の 効 果 は 、 コ ン ピ ュ ー タ を 使 用 し た こ と に 伴 う

当 然 の 効 果 （ 効 率 向 上 ） に 過 ぎ な い も の と 認 め ら れ 、 他 に 、 こ の 発 明

の 進 歩 性 の 存 在 を 推 認 で き る 事 実 は な い 。

　 以 上 の と お り で あ る か ら 、【 請 求 項 1 】、【 請 求 項 2 】、【 請 求 項 3 】 に

係 る 発 明 は 、 上 記 ( I ) ( I I ) の 公 知 の 事 項 に 基 づ い て 、 当 業 者 が 容 易 に
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発 明 を す る こ と が で き た も の で あ る 。
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事 例 3 - 3  ポ イ ン ト サ ー ビ ス 方 法 （ ビ ジ ネ ス 分 野 ）

（ 人 間 が 行 っ て い る 業 務 の シ ス テ ム 化 、 及 び 人 為 的 取 決 め 等 に 基 づ く 設

計 上 の 変 更 が 容 易 な も の ）

【 発 明 の 名 称 】

ポ イ ン ト サ ー ビ ス 方 法

【 特 許 請 求 の 範 囲 】

【 請 求 項 1 】
　 イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 店 で 商 品 を 購 入 し た 金 額 に 応 じ て

サ ー ビ ス ポ イ ン ト を 与 え る サ ー ビ ス 方 法 に お い て 、
　 贈 与 す る サ ー ビ ス ポ イ ン ト の 量 と 贈 与 先 の 名 前 が イ ン

タ ー ネ ッ ト を 介 し て サ ー バ ー に 入 力 さ れ る ス テ ッ プ 、

　 サ ー バ ー が 、 贈 与 先 の 名 前 に 基 づ い て 顧 客 リ ス ト 記 憶

手 段 に 記 憶 さ れ た 贈 与 先 の 電 子 メ ー ル ア ド レ ス を 取 得 す

る ス テ ッ プ 、
　 サ ー バ ー が 、 前 記 贈 与 す る サ ー ビ ス ポ イ ン ト の 量 を 、

顧 客 リ ス ト 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ た 贈 与 先 の サ ー ビ ス ポ イ

ン ト に 加 算 す る ス テ ッ プ 、 及 び

　 サ ー バ ー が 、 サ ー ビ ス ポ イ ン ト が 贈 与 さ れ た こ と を 贈

与 先 の 電 子 メ ー ル ア ド レ ス を 用 い て 電 子 メ ー ル に て 贈 与
先 に 通 知 す る ス テ ッ プ と か ら な る ポ イ ン ト サ ー ビ ス 方

法 。

【 請 求 項 1 】
進 歩 性 が な

い 。

【 請 求 項 2 】
　 前 記 商 品 購 入 金 額 に は 、 商 品 の 対 価 、 取 扱 手 数 料 及 び

消 費 税 が 含 ま れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 1 の サ ー ビ ス
方 法 。

【 請 求 項 2 】
進 歩 性 が な

い 。

【 請 求 項 3 】
　 前 記 商 品 購 入 金 額 に 応 じ て 与 え ら れ る ポ イ ン ト は 、 2 0
回 の 購 入 に つ き 1 回 の 割 合 で 1 0 倍 の ポ イ ン ト が 与 え ら
れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 1 の サ ー ビ ス 方 法 。

【 請 求 項 3 】
進 歩 性 が な

い 。

【 請 求 項 4 】
　 サ ー バ ー が 、 商 品 名 と 交 換 ポ イ ン ト が 対 応 付 け て 記 憶

さ れ た 商 品 リ ス ト 記 憶 手 段 か ら 、 加 算 後 の 贈 与 先 の ポ イ
ン ト 以 下 の 交 換 ポ イ ン ト を 有 す る 商 品 名 を 検 索 し て 商 品

リ ス ト の フ ァ イ ル を 作 成 し 、 当 該 商 品 リ ス ト の フ ァ イ ル

を 前 記 電 子 メ ー ル の 添 付 フ ァ イ ル と し て 贈 与 先 に 送 付 す

る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 1 の サ ー ビ ス 方 法 。

【 請 求 項 4 】
進 歩 性 が あ

る 。

【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】

【 発 明 の 属 す る 技 術 分 野 】
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　 こ の 発 明 は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 店 で 用 い る ポ イ ン ト サ ー ビ ス 方 法 に

関 す る 。

【 従 来 の 技 術 】

　 従 来 か ら 顧 客 の 購 入 金 額 に 応 じ て （ 例 え ば 一 定 の 割 合 の ） サ ー ビ ス ポ

イ ン ト を 与 え 、 た ま っ た サ ー ビ ス ポ イ ン ト の 量 に 応 じ て 商 品 、 商 品 券 、

金 銭 等 に 引 き 換 え る と い う サ ー ビ ス を 行 わ れ て い る 。

【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】

　 従 来 の ポ イ ン ト サ ー ビ ス 方 法 は 、 顧 客 管 理 等 の 問 題 か ら 、 イ ン タ ー ネ

ッ ト 上 の 取 引 で は 実 現 さ れ て い な か っ た 。 ま た 、 同 様 の 問 題 か ら サ ー ビ

ス ポ イ ン ト は 顧 客 本 人 し か 使 う こ と が で き ず 、 例 え 家 族 で あ っ て も サ ー

ビ ス ポ イ ン ト を 他 に 譲 渡 し た り す る こ と が で き な か っ た 。

【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】

　 こ の 発 明 は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 取 引 に お い て ポ イ ン ト サ ー ビ ス を 実

現 す る た め に 、イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 店 が 有 す る サ ー バ ー に 顧 客 リ ス ト（ 少

な く と も 、 顧 客 名 、 累 積 サ ー ビ ス ポ イ ン ト 、 顧 客 の 電 子 メ ー ル ア ド レ ス

か ら な る ） を 記 憶 し た デ ー タ ベ ー ス を 設 け る こ と に よ り 顧 客 毎 の サ ー ビ

ス ポ イ ン ト を 管 理 し 、 顧 客 が イ ン タ ー ネ ッ ト 上 で 商 品 を 購 入 す る こ と に

応 じ て サ ー ビ ス ポ イ ン ト を 加 算 す る よ う 構 成 さ れ て い る 。

　 ま た 、 顧 客 が 、 他 の 顧 客 に サ ー ビ ス ポ イ ン ト を 贈 与 し た い 場 合 は 、 電

子 メ ー ル に て 贈 与 先 の 名 前 と 贈 与 ポ イ ン ト を 前 記 サ ー バ ー に 通 知 す る こ

と に よ り 、 サ ー バ ー が 贈 与 先 の 名 前 か ら 顧 客 リ ス ト デ ー タ ベ ー ス を 検 索

し て 贈 与 さ れ た サ ー ビ ス ポ イ ン ト を 加 算 す る と 共 に 電 子 メ ー ル ア ド レ ス

を 取 り 出 し 、 自 動 的 に 贈 与 先 に サ ー ビ ス ポ イ ン ト が 贈 与 さ れ た こ と を 通

知 す る よ う 構 成 さ れ て い る 。

　 こ の 発 明 は 以 下 の よ う な 変 形 が 可 能 で あ る 。

　 第 1 に 、 請 求 項 2 に 係 る 発 明 の よ う に 、 サ ー ビ ス ポ イ ン ト が 、 商 品

の 対 価 の み な ら ず 取 扱 手 数 料 、 消 費 税 を も 含 む 金 額 か ら 算 出 さ れ る よ う

に し て も よ い 。

　 第 2 に 、 請 求 項 3 に 係 る 発 明 の よ う に 、 リ ピ ー タ ー を 増 や す た め に 、

一 定 の 割 合 で （ 例 え ば 、2 0 回に 1 回）、 与 え る サ ー ビ ス ポ イ ン ト を 1 0

倍 に す る よ う に し て も よ い 。 そ の た め に 、 例 え ば 、 顧 客 リ ス ト 記 憶 手 段

に こ れ ま で 何 回 購 入 し た か を 記 憶 す る フ ィ ー ル ド を 設 け る 。

　 第 3 に 、 請 求 項 4 に 係 る 発 明 の よ う に 、 サ ー バ ー に 、 累 積 サ ー ビ ス

ポ イ ン ト と 該 累 積 サ ー ビ ス ポ イ ン ト と 交 換 可 能 な 商 品 と を 対 応 づ け た 商

品 リ ス ト 記 憶 手 段 を 設 け 、 商 品 の 購 入 に よ り 累 積 サ ー ビ ス ポ イ ン ト が 増

え た 際 、 サ ー バ ー が 累 積 サ ー ビ ス ポ イ ン ト に 応 じ て 交 換 可 能 な 商 品 を 前

記 商 品 リ ス ト 記 憶 手 段 か ら 検 索 し 、 自 動 的 に 商 品 リ ス ト を 作 成 し て 顧 客
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に 電 子 メ ー ル で 送 付 す る こ と に よ り サ ー ビ ス を い っ そ う 充 実 す る こ と が

で き る 。 具 体 的 に は 、 前 記 商 品 リ ス ト 記 憶 手 段 は 、 図 4 の よ う に 商 品

名 と 交 換 ポ イ ン ト と が 対 応 付 け て 記 憶 さ れ る よ う 構 成 さ れ る 。 サ ー バ ー

は 、 あ る 顧 客 の 累 計 サ ー ビ ス ポ イ ン ト が 増 加 す る と 、 当 該 累 計 サ ー ビ ス

ポ イ ン ト 以 下 の 交 換 ポ イ ン ト を 有 す る 商 品 名 を 自 動 的 に 商 品 リ ス ト 記 憶

手 段 か ら 検 索 し 、 適 当 な フ ォ ー マ ッ ト に 変 換 し て 商 品 リ ス ト の フ ァ イ ル

を 作 成 す る 。 当 該 商 品 リ ス ト の フ ァ イ ル は 、 当 該 顧 客 に 対 し て 電 子 メ ー

ル の 添 付 フ ァ イ ル と し て 送 付 さ れ る 。 こ の よ う な 機 能 を サ ー バ ー に 付 加

す る こ と に よ り 、 他 の 顧 客 に サ ー ビ ス ポ イ ン ト を 贈 与 し た 場 合 も 他 の 顧

客 の 累 積 サ ー ビ ス ポ イ ン ト が 増 え る た め 、 他 の 顧 客 に も 商 品 リ ス ト の フ

ァ イ ル が 送 付 さ れ る 。

　

【 発 明 の 実 施 の 形 態 】

　 ( 省略 )

【 実 施 例 】

　 ( 省略 )

【 発 明 の 効 果 】

　 こ の ポ イ ン ト サ ー ビ ス 方 法 に よ り イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 取 引 に お い て も

顧 客 に 対 す る ポ イ ン ト サ ー ビ ス が 容 易 に 実 施 で き る よ う に な っ た 。ま た 、

サ ー ビ ス ポ イ ン ト を 他 者 に 贈 与 す る こ と が で き る た め サ ー ビ ス ポ イ ン ト

の 使 用 価 値 が 大 き く な っ た 。 更 に 、2 0 回に 1 回 の 割 合 で サ ー ビ ス を 1 0

倍 に す る こ と か ら 顧 客 の 購 買 意 欲 を か き 立 て る と 共 に 、 顧 客 に と っ て も

イ ン タ ー ネ ッ ト 上 で の 商 品 購 入 に 楽 し み が 増 え る こ と と な っ た 。

【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】

　 ( 省略 )

【 図 面 】

【 図 1 】 シ ス テ ム 構 成

贈与先

購買者

サーバー

 （店）

顧客

リスト

記憶手段

(1)贈 与 先 氏 名 、 贈 与 ポ イ ン

ト

(4)通知
(2)贈与先検索
ポイント更新

(3)贈与先の
電子メール

　アドレス

インターネット
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　 【 図 2 】 顧 客 リ ス ト 記 憶 手 段 の 構 成
顧 客 名 認 証 情 報 電 子 メ ー ル

ア ド レ ス
ポ イ ン ト 購 入 回 数

　 Ａ × × △ A @ e f g . c o m 1 0 0 5
　 Ｂ × × □ B @ h i j . c o m 2 0 0 1 0
　 Ｃ × × ○ C @ k l m . c o m 5 0 0 1 5

【 図 3 】 第 2 の 実 施 例

【 図 4 】 商 品 リ ス ト 記 憶 手 段 の 構 成

商 品 名 交 換 ポ イ ン ト

商 品 1 3 0

商 品 2 1 2 0

商 品 3 2 1 0

商 品 4 3 0 0

贈与先

購買者

サーバー

 （店）

顧客

リスト

記憶手段

(1)贈 与 先 氏 名 、 贈 与 ポ イ ン

(6)通知、商品リスト

(2)贈与先検索
ポイント 更新

(3)贈与先の
　電子メール

　アドレス

インターネット

商品

リスト

記憶手段
(4)商品検索

(5)商品リス ト
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＜ 進 歩 性 の 審 査 ＞

( 1 )進 歩 性 判 断 の 前 提

( i ) 発 明 の 課 題

　 商 取 引 を コ ン ピ ュ ー タ 技 術 （ 特 に イ ン タ ー ネ ッ ト 技 術 ） に よ り シ ス

テ ム 化 す る こ と は 、 普 通 に 知 ら れ て い る 一 般 的 課 題 で あ る 。 ポ イ ン ト

サ ー ビ ス も 商 取 引 に お け る サ ー ビ ス の 一 種 で あ る か ら 、 こ れ を シ ス テ

ム 化 し よ う と す る こ と は 、 課 題 と し て は ご く 一 般 的 な も の で あ る 。

( i i )当業者

　 こ の 事 例 の 発 明 の 当 業 者 は 、 商 取 引 （ 特 に ポ イ ン ト サ ー ビ ス ） に 関

す る 知 識 と 、 コ ン ピ ュ ー タ 技 術 に 関 す る 知 識 を 有 す る 。

( i i i ) 人 間 の 行 っ て い る 業 務 （ 商 取 引 ） の シ ス テ ム 化

　 商 取 引（ 特 に ポ イ ン ト サ ー ビ ス ） で 行 わ れ て い る こ と を シ ス テ ム 分

析 し 、 そ の 結 果 に 基 づ い て シ ス テ ム 設 計 を 行 う 、 と い う 立 場 か ら 進 歩

性 を 有 す る か ど う か の 判 断 を 行 う 。

( 2 )技術水準 （ 引 用 発 明 、 周 知 技 術 等 ）

　 ( I ) 引 用 発 明

以 下 の 発 明 が 出 願 前 に 公 知 で あ っ た 。

　 引 用 発 明 1 ：

　 店 で 商 品 を 購 入 し た 金 額 に 応 じ て ポ イ ン ト を 与 え る サ ー ビ ス 方

法 に お い て 、

　 贈 与 す る ポ イ ン ト の 量 と 贈 与 先 の 名 前 を 指 定 さ れ た こ と に 応 じ

て 、

　 贈 与 先 の 名 前 に 基 づ い て 顧 客 リ ス ト に 記 載 さ れ た 贈 与 先 の 住 所

を 取 得 す る ス テ ッ プ 、

　 前 記 ポ イ ン ト の 量 を 、 顧 客 リ ス ト 記 載 さ れ た 贈 与 先 の ポ イ ン ト

に 加 算 す る ス テ ッ プ 、 及 び

　 サ ー ビ ス ポ イ ン ト が 贈 与 さ れ た こ と を 通 知 す る は が き を 贈 与 先

の 住 所 に 郵 送 す る ス テ ッ プ 、

　 と か ら な る サ ー ビ ス 方 法 。

　 引 用 発 明 2 ：

　 サ ー ビ ス ポ イ ン ト が 税 金 、 手 数 料 込 み の 購 入 金 額 に よ り 算 出 さ れ

る ポ イ ン ト サ ー ビ ス 方 法 。

　 た だ し 、 2 0 回 の 購 入 に つ き 1 回 の 割 合 で ポ イ ン ト が 1 0 倍になる
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こ と は 記 載 さ れ て い な い 。

( I I ） 商 取 引 と し て 通 常 行 わ れ て い る こ と

　 　 お 得 意 様 に 特 別 な サ ー ビ ス を 行 う こ と 。 例 え ば 、 時 々 お ま け を し た

り 割 引 を す る こ と 。

( I I I )コ ン ピ ュ ー タ 技 術

( i ) コ ン ピ ュ ー タ 一 般 の 知 識

( a )  デ ー タ ベ ー ス に 情 報 を 一 括 管 理 し 、 必 要 な 情 報 を 検 索 、 抽 出 す

る 。

( i i )イ ン タ ー ネ ッ ト に 関 す る 技 術 知 識

( b )  ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 端 末（ サ ー バ ー を 含 む ） 間 で 通 信 を 行 う 。

( c )  電 子 メ ー ル を 用 い て 意 志 の 疎 通 を 図 る 。 ま た 、 必 要 な 情 報 を 電

子 メ ー ル の 添 付 フ ァ イ ル と し て 送 付 す る 。

( 3 )具 体 的 な 判 断

( i ) 【 請 求 項 1 】 に 係 る 発 明 に つ い て

　 【 請 求 項 1 】 に 係 る 発 明 と 引 用 発 明 1 と を 対 比 す る と 、 両 者 の 一

致 点 、 相 違 点 は 以 下 の と お り で あ る 。

　 （ 一 致 点 ）

　 店 で 商 品 を 購 入 し た 金 額 に 応 じ て ポ イ ン ト を 与 え る サ ー ビ ス 方 法

に お い て 、 贈 与 す る ポ イ ン ト の 量 と 贈 与 先 の 名 前 を 指 定 さ れ た こ と

に 応 じ 、 贈 与 先 の 名 前 に 基 づ い て 顧 客 リ ス ト か ら 贈 与 先 に 関 す る 情

報 を 取 得 す る ス テ ッ プ 、 前 記 ポ イ ン ト の 量 を 、 顧 客 リ ス ト 記 載 さ れ

た 贈 与 先 の ポ イ ン ト に 加 算 す る ス テ ッ プ 、 サ ー ビ ス ポ イ ン ト が 贈 与

さ れ た こ と を 贈 与 先 に 通 知 す る ス テ ッ プ と か ら な る サ ー ビ ス 方 法 。

　 （ 相 違 点 ）

　 【 請 求 項 1 】 に 係 る 発 明 で は 、 店 が イ ン タ ー ネ ッ ト 上 に あ り 、 サ

ー バ ー 、 電 子 メ ー ル 、 顧 客 リ ス ト 記 憶 手 段 と い っ た 手 段 を 用 い て 上

記 一 致 点 に 係 る ポ イ ン ト サ ー ビ ス 方 法 を シ ス テ ム 化 し て い る 点 。

　

　 （ 相 違 点 に つ い て の 検 討 ）

　 引 用 発 明 1 の ポ イ ン ト サ ー ビ ス 方 法 を イ ン タ ー ネ ッ ト 上 で シ ス テ

ム 化 す る 際 に 、 コ ン ピ ュ ー タ 技 術 に 関 す る 技 術 水 準 ( a )を 適 用 し て 、

顧 客 リ ス ト を 記 憶 ・ 管 理 す る 手 段 と し て 顧 客 リ ス ト 記 憶 手 段 と す る

こ と 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 技 術 に 関 す る 技 術 水 準 ( b )を 適 用 し て 、 顧 客 と
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店 と が イ ン タ ー ネ ッ ト を 介 し て 通 信 を 行 い 、 店 員 が 行 う 処 理 を 店 が

有 す る 端 末 （ す な わ ち サ ー バ ー ） に よ り 自 動 的 に 処 理 す る よ う に す

る こ と 、 及 び 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 技 術 に 関 す る 技 術 水 準 ( c ) を 適 用 し て 、

サ ー ビ ス ポ イ ン ト 贈 与 の 通 知 を は が き に よ る 郵 送 に 替 え て 電 子 メ ー

ル に よ る 通 知 に す る こ と は 、 当 業 者 が 日 常 的 な シ ス テ ム 設 計 手 法 を

用 い て 行 え る 程 度 の こ と で あ る 。

　 （ 結 論 ）

　 【 請 求 項 1 】 に 係 る 発 明 は 、引 用 発 明 1 に 係 る 人 間 の 行 っ て い る

業 務 を 、 コ ン ピ ュ ー タ 技 術 の 技 術 水 準 を 用 い て 通 常 の シ ス テ ム 開 発

手 法 に よ り シ ス テ ム 化 し た に 過 ぎ な い か ら 、 当 業 者 が 容 易 に 発 明 で

き た も の で あ る 。

( i i )【 請 求 項 2 】 に 係 る 発 明 に つ い て

　 【 請 求 項 2 】 に 係 る 発 明 と 引 用 発 明 1 と を 対 比 す る と 、 両 者 の 一

致 点 、 相 違 点 は 以 下 の と お り で あ る 。

　 （ 一 致 点 ）

　 店 で 商 品 を 購 入 し た 金 額 に 応 じ て ポ イ ン ト を 与 え る サ ー ビ ス 方 法

に お い て 、 贈 与 す る ポ イ ン ト の 量 と 贈 与 先 の 名 前 を 指 定 さ れ た こ と

に 応 じ 、 贈 与 先 の 名 前 に 基 づ い て 顧 客 リ ス ト か ら 贈 与 先 に 関 す る 情

報 を 取 得 す る ス テ ッ プ 、 前 記 ポ イ ン ト の 量 を 、 顧 客 リ ス ト 記 載 さ れ

た 贈 与 先 の ポ イ ン ト に 加 算 す る ス テ ッ プ 、 サ ー ビ ス ポ イ ン ト が 贈 与

さ れ た こ と を 贈 与 先 に 通 知 す る ス テ ッ プ と か ら な る サ ー ビ ス 方 法 。

　 （ 相 違 点 ）

1 . 【 請 求 項 2 】 に 係 る 発 明 で は 、 店 が イ ン タ ー ネ ッ ト 上 に あ り 、 サ

ー バ ー 、 電 子 メ ー ル 、 顧 客 リ ス ト 記 憶 手 段 と い っ た 手 段 を 用 い て

上 記 一 致 点 に 係 る ポ イ ン ト サ ー ビ ス 方 法 を シ ス テ ム 化 し て い る 点 。

2 . ポ イ ン ト サ ー ビ ス の 算 出 方 法 と し て 、【 請 求 項 2 】 に 係 る 発 明 で は 、

消 費 税 、 手 数 料 込 み の 購 入 金 額 に よ り 算 出 さ れ る 点 。

　 （ 相 違 点 に つ い て の 検 討 ）

ａ ． 相 違 点 1 に つ い て

　 （【 請 求 項 1 】 と 同 じ ） 引 用 発 明 1 の ポ イ ン ト サ ー ビ ス 方 法 を イ ン

タ ー ネ ッ ト 上 で シ ス テ ム 化 す る 際 に 、 コ ン ピ ュ ー タ 技 術 に 関 す る

技 術 水 準 ( a ) を 適 用 し て 、 顧 客 リ ス ト を 記 憶 ・ 管 理 す る 手 段 と し て

顧 客 リ ス ト 記 憶 手 段 と す る こ と 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 技 術 に 関 す る 技
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術 水 準 ( b ) を 適 用 し て 、 顧 客 と 店 と が イ ン タ ー ネ ッ ト を 介 し て 通 信

を 行 い 、 店 員 が 行 う 処 理 を 店 が 有 す る 端 末 （ す な わ ち サ ー バ ー ）

に よ り 自 動 的 に 処 理 す る よ う に す る こ と 、 及 び 、 イ ン タ ー ネ ッ ト

技 術 に 関 す る 技 術 水 準 ( c ) を 適 用 し て 、 サ ー ビ ス ポ イ ン ト 贈 与 の 通

知 を は が き に よ る 郵 送 に 替 え て 電 子 メ ー ル に よ る 通 知 に す る こ と

は 、 当 業 者 が 日 常 的 な シ ス テ ム 設 計 手 法 を 用 い て 行 え る 程 度 の こ

と で あ る 。

ｂ ． 相 違 点 2 に つ い て

　 　 サ ー ビ ス ポ イ ン ト が 消 費 税 、 手 数 料 込 み の 購 入 金 額 に よ り 算 出

さ れ る こ と は 引 用 発 明 2 に よ り 公 知 で あ る か ら 、 引 用 発 明 1 に係

る サ ー ビ ス ポ イ ン ト の 算 出 方 法 を 引 用 発 明 2 の 手 法 に 限 定 す る こ

と に 格 別 な 困 難 性 は な い 。

　 （ 結 論 ）

　 【 請 求 項 2 】 に 係 る 発 明 は 、引 用 発 明 1 に 係 る 人 間 の 行 っ て い る

業 務 を コ ン ピ ュ ー タ 技 術 の 技 術 水 準 を 用 い て 通 常 の シ ス テ ム 開 発 手

法 に よ り シ ス テ ム 化 す る こ と 、 及 び 、 引 用 発 明 1 に 係 る サ ー ビ ス ポ

イ ン ト の 算 出 方 法 を 引 用 発 明 2 の 手 法 に 限 定 す る こ と に よ り 、 当 業

者 が 容 易 に 発 明 で き た も の で あ る 。

　 　

( i i i ) 【 請 求 項 3 】 に つ い て

　 【 請 求 項 3 】 に 係 る 発 明 と 引 用 発 明 1 と を 対 比 す る と 、 両 者 の 一

致 点 、 相 違 点 は 以 下 の と お り で あ る 。

　 （ 一 致 点 ）

　 店 で 商 品 を 購 入 し た 金 額 に 応 じ て ポ イ ン ト を 与 え る サ ー ビ ス 方 法

に お い て 、 贈 与 す る ポ イ ン ト の 量 と 贈 与 先 の 名 前 を 指 定 さ れ た こ と

に 応 じ 、 贈 与 先 の 名 前 に 基 づ い て 顧 客 リ ス ト か ら 贈 与 先 に 関 す る 情

報 を 取 得 す る ス テ ッ プ 、 前 記 ポ イ ン ト の 量 を 、 顧 客 リ ス ト 記 載 さ れ

た 贈 与 先 の ポ イ ン ト に 加 算 す る ス テ ッ プ 、 サ ー ビ ス ポ イ ン ト が 贈 与

さ れ た こ と を 贈 与 先 に 通 知 す る ス テ ッ プ と か ら な る サ ー ビ ス 方 法 。

　 （ 相 違 点 ）

1 . 【 請 求 項 3 】 に 係 る 発 明 で は 、 店 が イ ン タ ー ネ ッ ト 上 に あ り 、 サ

ー バ ー 、 電 子 メ ー ル 、 顧 客 リ ス ト 記 憶 手 段 と い っ た 手 段 を 用 い て

上 記 一 致 点 に 係 る ポ イ ン ト サ ー ビ ス 方 法 を シ ス テ ム 化 し て い る 点 。

2 . 【 請 求 項 3 】 に 係 る 発 明 で は 、 商 品 購 入 金 額 に 応 じ て 与 え ら れ る
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ポ イ ン ト が 、2 0 回 の 購 入 に つ き 1 回 の 割 合 で 1 0 倍 の ポ イ ン ト が

与 え ら れ る 点 。

　 （ 相 違 点 に つ い て の 検 討 ）

ａ ． 相 違 点 1 に つ い て

　 　 （【 請 求 項 1 】 と 同 じ ） 引 用 発 明 1 の ポ イ ン ト サ ー ビ ス 方 法 を イ

ン タ ー ネ ッ ト 上 で シ ス テ ム 化 す る 際 に 、 コ ン ピ ュ ー タ 技 術 に 関 す

る 技 術 水 準 ( a )を 適 用 し て 、 顧 客 リ ス ト を 記 憶 ・ 管 理 す る 手 段 と し

て 顧 客 リ ス ト 記 憶 手 段 と す る こ と 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 技 術 に 関 す る

技 術 水 準 ( b ) を 適 用 し て 、 顧 客 と 店 と が イ ン タ ー ネ ッ ト を 介 し て 通

信 を 行 い 、 店 員 が 行 う 処 理 を 店 が 有 す る 端 末 （ す な わ ち サ ー バ ー ）

に よ り 自 動 的 に 処 理 す る よ う に す る こ と 、 及 び 、 イ ン タ ー ネ ッ ト

技 術 に 関 す る 技 術 水 準 ( c ) を 適 用 し て 、 サ ー ビ ス ポ イ ン ト 贈 与 の 通

知 を は が き に よ る 郵 送 に 替 え て 電 子 メ ー ル に よ る 通 知 に す る こ と

は 、 当 業 者 が 日 常 的 な シ ス テ ム 設 計 手 法 を 用 い て 行 え る 程 度 の こ

と で あ る 。

ｂ ． 相 違 点 2 に つ い て

　 　 お 得 意 様 に 特 別 な サ ー ビ ス を 行 う こ と は 商 取 引 と し て 通 常 行 わ

れ て い る こ と で あ る （ 技 術 水 準 （ I I ） 参 照 ） か ら 、 ポ イ ン ト サ ー

ビ ス 方 法 に お い て 、 お 得 意 様 に だ け 特 別 な ポ イ ン ト を 与 え る よ う

に す る こ と は 当 業 者 な ら ば 容 易 に 想 到 し 得 る こ と で あ る 。 こ こ で 、

何 回 、 あ る い は ど の よ う な 割 合 で 特 別 な ポ イ ン ト を 与 え る か は 適

宜 取 決 め る べ き 性 格 の も の で あ る か ら 、 当 業 者 が 必 要 に 応 じ て 定

め る 設 計 事 項 に 過 ぎ な い 。 し た が っ て 、 引 用 発 明 1 の ポ イ ン ト サ

ー ビ ス 方 法 に お い て 、2 0 回 の 購 入 に 1 回 の 割 合 で サ ー ビ ス ポ イ ン

ト を 1 0 倍 に す る よ う な 特 別 な サ ー ビ ス を 付 加 す る こ と は 当 業 者 が

容 易 に 想 到 し 得 た 程 度 で あ る 。

　 （ 結 論 ）

　 【 請 求 項 3 】 に 係 る 発 明 は 、引 用 発 明 1 に 係 る 人 間 の 行 っ て い る

業 務 を コ ン ピ ュ ー タ 技 術 の 技 術 水 準 を 用 い て 通 常 の シ ス テ ム 開 発 手

法 に よ り シ ス テ ム 化 す る こ と 、 及 び 、 商 慣 行 を 勘 案 し て 引 用 発 明 1

に 係 る サ ー ビ ス ポ イ ン ト 方 法 に 2 0 回 の 購 入 に 1 回 の 割 合 で サ ー ビ

ス ポ イ ン ト を 1 0 倍 に す る 特 別 な サ ー ビ ス を 付 加 す る こ と に よ り 、

当 業 者 が 容 易 に 発 明 で き た も の で あ る 。

( i v )【 請 求 項 4 】 に つ い て
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　 【 請 求 項 4 】 に 係 る 発 明 は 、【 請 求 項 1 】 に 係 る 発 明 に 、 商 品 名 と 交

換 ポ イ ン ト が 対 応 付 け て 記 憶 さ れ た 商 品 リ ス ト 記 憶 手 段 か ら 、 加 算 後

の 贈 答 先 の ポ イ ン ト 以 下 の 交 換 ポ イ ン ト を 有 す る 商 品 名 を 検 索 し て 商

品 リ ス ト の フ ァ イ ル を 作 成 し 、 当 該 商 品 リ ス ト の フ ァ イ ル を 前 記 電 子

メ ー ル の 添 付 フ ァ イ ル と し て 贈 答 先 に 送 付 す る 点 が 付 加 さ れ た も の で

あ る が 、 当 該 事 項 は 何 れ の 引 用 発 明 又 は 周 知 技 術 等 か ら 導 き 出 す こ と

が で き な い の で 当 業 者 が 容 易 に 発 明 で き た も の で は な い 。


